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庁 議 等 付 議 事 案 調 書 

開催日 令和４年８月２５日 

局部名 教育委員会学校教育部 

教育委員会生涯学習部 

 

 

Ⅰ 会 議 名   庁 議   政策会議 

Ⅱ 付議事案名  第３次千葉市学校教育推進計画(案)・第６次千葉市生涯学習推進計画(案)について 

Ⅲ 付議目的   方針決定   協議   報告  その他（    ） 

 

１ 決定事項 （協議事項 報告事項） 

  第３次千葉市学校教育推進計画（案）・第６次千葉市生涯学習推進計画（案）を別紙のとおり決定する。 

 

２ 政策会議に付議する理由・背景 

  教育基本法第１７条第２項に基づく、地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画として、位置付ける計

画であることから、政策会議で方針決定する必要がある。 

 

３ 方針決定（協議）後の課題・リスク 

 （１）国において策定中の次期教育振興基本計画の動向を注視する必要がある。 

 （２）第２次実施計画以降の実施計画に適切に反映する必要がある。 
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４ 関係部局・副市長との調整状況 

 （１）関係部局との調整状況 

   ア 第３次学校教育推進計画 

     策定本部会議（総務部長、総合政策部長、財政部長、こども未来部長）（令和３年５月、１１月、１２月、令和４年７月、１１月）  

     幹事会（総務課長、政策企画課長、資金課長、こども企画課長、健全育成課長）（令和３年５月、１１月、１２月、令和４年６月、１１月）  

     総合教育会議（令和４年３月、５月） 

   イ 第６次生涯学習推進計画 

     全庁に意見照会するとともに、必要に応じて個別協議を実施 

     総合教育会議（令和４年３月、５月） 

 （２）副市長への報告状況 

    令和４年 ８月 ５日 大木副市長に説明済 

         ８月 ５日 青柳副市長に説明済 

 

５ 市長マニフェスト等との関連 

 （１）市長マニフェストへの記載     有  ・  無 

 （２）第１次実施計画での位置づけ    有  ・  無 

 

６ 今後のスケジュール 

  令和４年１２月 学校教育審議会 答申 

１２月 生涯学習審議会 答申 

  令和５年 ２月 パブリックコメント 

       ３月 教育委員会会議 議決・策定 

       ３月 公表 
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７ 対外公表の時期・方法 

（１）記者発表 

   令和５年 １月下旬  記者発表（資料配付）（パブリックコメント手続） 

   平成５年 ３月下旬  資料配布（計画策定） 

（２）会議資料及び議事録の公表 

    千葉市情報公開条例第７条５号（審議・検討・協議情報）にあたるため、パブリックコメントに関する記者発表後に公表 

 

８ 添付資料 

 （１）（別紙１）概 要：第３次千葉市学校教育推進計画（案）・第６次千葉市生涯学習推進計画（案） 

（２）（別紙２）計画書：第３次千葉市学校教育推進計画（案）・第６次千葉市生涯学習推進計画（案） 



  

　地方公共団体の長は、総合教育会議の設置とともに、教育基本法第１７条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、地
域の実情に応じ、当該地方公共団体の「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」を定めることとされて
います。
　本市の「第３次千葉市学校教育推進計画」及び「第６次千葉市生涯学習推進計画」は、「千葉市の教育に関する大綱」
と調和した計画となっています。

第３次千葉市学校教育推進計画
第６次千葉市生涯学習推進計画

序　章 1 千葉市の教育行政について　［Ｐ2～4］

　本市の教育施策は、「人間尊重の教育」を基調としており、学校教育については、平成２１年度に学校教育推進計画を策定
し、目指すべき子どもの姿である「夢と思いやりの心を持ち、チャレンジする子ども」の実現を図るため、教育目標「自ら考
え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ」を定め、第２次を経て様々な施策に取り組んできました。
　同様に、生涯学習については、平成５年度に「生涯学習推進基本構想」を策定し、平成７年度から第５次にわたり生涯学習
推進計画を策定し、生涯学習社会の実現を図るため、様々な施策に取り組んできました。
　一方、中長期的な市政運営の基本指針となる「千葉市基本計画」（計画期間：令和５年度～令和１４年度）が策定されると
ともに、国において次期「教育振興基本計画」（計画期間：令和５年度～令和９年度）の策定が進められています。
　本市の今後の教育行政の指針となる「第３次千葉市学校教育推進計画」及び「第６次千葉市生涯学習推進計画」は、次期
「教育振興基本計画」踏まえるとともに、「千葉市基本計画」との整合性を考慮しながら策定しました。この２つの計画に
沿って、本市の現状に即した教育行政に取り組んでまいります。

１　第３次千葉市学校教育推進計画・第６次千葉市生涯学習推進計画の位置付け

（１）法的な位置付け

　「第３次千葉市学校教育推進計画」及び「第６次千葉市生涯学習推進計画」は、教育基本法第１７条第２項に基づく、
地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画として、策定するものです。

（２）本市の計画行政における位置付け

　本市の計画行政における個別部門計画として位置付け、本市の総合計画（基本構想・基本計画・実施計画）と連携・整
合を図ることとし、本計画に位置付ける個別事業の推進にあたっては、実施計画への位置付けや毎年度の予算編成におい
て、実施時期及び事業量を定めます。

（３）千葉市の教育に関する大綱との調和

概要版



  

　両計画の期間が１０年間であることから、変化への対応と実行力のある計画とするため、アクションプランについて
は、中間年度（令和９年度）での見直しを行うこととします。

２　第３次千葉市学校教育推進計画・第６次千葉市生涯学習推進計画の計画期間
　両計画が中・長期的な視点に立った施策を明示するものであること、また、国の「第４期教育振興基本計画」（令和５年
度～令和９年度）の計画が令和５年度からであることを踏まえつつ、「千葉市基本計画」（令和５年度～令和１４年度）と
の整合を図るため、市基本計画と同じ１０年間とします。ただし、令和９年度に中間見直しを図ります。また、社会状況の
変化等から、必要に応じて中途での部分修正を行うこともあります。

３　第３次千葉市学校教育推進計画・第６次千葉市生涯学習推進計画の推進
（１）ＰＤＣＡサイクル等に基づき計画の進行を管理します。

　計画（Ｐ）、実施（Ｄ）、確認・評価（Ｃ）、改善行動（Ａ）へと続くマネジメントを、適切に行います。

（２）中間年度におけるアクションプランの見直し



３　第３次計画策定において留意すべき事項

２　第３次計画が目指す学校教育の姿

自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ「 教 育 目 標 」

(1)第２次計画の課題への対応
　 単なる施策の羅列にせず、本市の教育が目指すべきものをしっかり見据えた上で、その実現のための計
   画となるよう再構築しました。
(2)第２次計画の継承
　「目指すべき子どもの姿」及び「教育目標」については、第１次千葉市学校教育推進計画から第２次計画
   に継承しており、公教育の安定性・継続性を踏まえ、第３次計画においても基本的に継承します。（本
   市の次期基本計画を踏まえ、「チャレンジする子ども」を「未来を拓く子ども」に修正。）

　まず、教育目標である「自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ」ために必要な資質・能力として、「１
確かな学力」、「２豊かな心」、「３健やかな体」の３つを柱として設定しその育成に努めます。また、それらの育成
を支えるのは、「４質の高い教職員」と「５魅力ある教育環境」の両輪であると考え、これらを柱として設定し、家
庭・地域との連携を基盤に取組を進めます。さらに、「６個別の支援が必要な児童生徒へのサポート」を柱として設定
し、誰一人取り残すことのない環境の実現を目指していきます。
　以上の６つの柱を設定するとともに、計画を体系的に捉えられるよう、６つの柱を「Ⅰ児童生徒の資質能力の育成に
ついて」と「Ⅱ児童生徒の育成を支える教育環境の整備について」の２つに分類しました。
　本計画に沿って、Socieity5.0に対応したICTの効果的な活用等を通じ、子どもたちが主体的に他者と協働して取り
組む探究的な学びを充実させ、夢や希望を抱きながら成長できる学びを実現していきます。

第１章　第３次千葉市学校教育推進計画 総　論

　本市で育つ全ての子どもが、自分の良さや可能性を認識し伸ばすとともに、一人一人が夢を持ち、多様な人々と協働
しながら様々な困難をたくましく乗り越え、豊かな人生を切り拓いていくことができるよう、取組を進めていきます。

４　第３次計画の全体像　［Ｐ34～35］

(1)人間尊重 (2)人権尊重　(3)すべては子どもたちのために　(4)主体性　(5)多様性
(6)新しいスタイルの学校教育　(7)持続可能性　(8)学校・家庭・地域・行政の連携・協働
(9)行政資源の最大限の有効活用

夢と思いやりの心を持ち、未来を拓く子ども

１　第３次計画策定の基本方針

３　第３次計画策定について　［Ｐ30～33］

「 目 指 す べ き 子 ど も の 姿 」

１　現状と課題　［Ｐ8～24］

　最近の子どもの印象としては、「明るく元気だ」、「優しさや思いやりがある」、「社会のきまりや約束したことを守っ
ている」、「何事もまじめに取り組むことができる」が上位に挙げられています。
　一方これからの社会を生きるために子どもに特に必要な能力として、コミュニケーション能力や他者を思いやる心などを
はじめとした知・徳・体に係る基本的な力が大切であると考えている人が多い結果でした。

２　保護者や教職員の意識について　［Ｐ25～29］

【「第2次学校教育推進計画　事務点検・評価」より】
(1)「学校の勉強がよくわかる児童生徒の割合」
　 中２については増加していますが、小３及び小５については横這いです。また、「学校の勉強が好きだと思
   う児童生徒の割合」は、中２については増加していますが、小３及び小５については減少傾向です。
(2)「将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合」
　 小６及び中３ともに減少傾向にあり、特に中３については、全国平均と比較して低い値です。
(3)「人の役に立つ人間になりたいと強く思う児童生徒の割合」
　 「地域や社会をよくするために、何をすべきかを考えることがある児童生徒の割合」と共に増加傾向です。
(4)「体力や運動習慣、朝食喫食率等」
　 健やかな体の育成に関する指標については、全国平均や県平均と比較して総じて良好な状況です。
(5)「コンピュータなどのＩＣＴ機器を他の友達と意見交換したり、調べたりするために使用している児童生徒
   の割合」
　 GIGAスクール構想による1人１台端末が配付された直後（R3当初）の調査であるが、小・中学校共に全国平均
   値と比較して低い値です。
(6)「授業において、課題の解決に向け、自分で考え、自分から取り組んでいる児童生徒の割合」
   中学校においては、増加傾向ですが、小・中学校共に全国平均値（R3）と比較してわずかに低い値です。



　最近の子どもの印象としては、「明るく元気だ」、「優しさや思いやりがある」、「社会のきまりや約束した
ことを守っている」、「何事もまじめに取り組むことができる」が上位に挙げられています。
　一方これからの社会を生きるために子どもに特に必要な能力として、コミュニケーション能力や他者を思いや
る心などをはじめとした知・徳・体に係る基本的な力が大切であると考えている人が多い結果でした。

第１章　第３次千葉市学校教育推進計画 総　論
１　現状と課題　［Ｐ8～24］

【「第2次学校教育推進計画　事務点検・評価」より】
(1)「学校の勉強がよくわかる児童生徒の割合」
　 中２については増加していますが、小３及び小５については横這いです。また、「学校の勉強が好きだと思
   う児童生徒の割合」は、中２については増加していますが、小３及び小５については減少傾向です。
(2)「将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合」
　 小６及び中３ともに減少傾向にあり、特に中３については、全国平均と比較して低い値です。
(3)「人の役に立つ人間になりたいと強く思う児童生徒の割合」
　 「地域や社会をよくするために、何をすべきかを考えることがある児童生徒の割合」と共に増加傾向です。
(4)「体力や運動習慣、朝食喫食率等」
　 健やかな体の育成に関する指標については、全国平均や県平均と比較して総じて良好な状況です。
(5)「コンピュータなどのＩＣＴ機器を他の友達と意見交換したり、調べたりするために使用している児童生徒
   の割合」
　 GIGAスクール構想による1人１台端末が配付された直後（R3当初）の調査であるが、小・中学校共に全国平均
   値と比較して低い値です。
(6)「授業において、課題の解決に向け、自分で考え、自分から取り組んでいる児童生徒の割合」
   中学校においては、増加傾向ですが、小・中学校共に全国平均値（R3）と比較してわずかに低い値です。

２　保護者や教職員の意識について　［Ｐ25～29］



３　第３次計画策定について　［Ｐ30～33］

１　第３次計画策定の基本方針
(1)第２次計画の課題への対応
　 単なる施策の羅列にせず、本市の教育が目指すべきものをしっかり見据えた上で、その実現のための計
   画となるよう再構築しました。
(2)第２次計画の継承
　「目指すべき子どもの姿」及び「教育目標」については、第１次千葉市学校教育推進計画から第２次計画
   に継承しており、公教育の安定性・継続性を踏まえ、第３次計画においても基本的に継承します。（本
   市の次期基本計画を踏まえ、「チャレンジする子ども」を「未来を拓く子ども」に修正。）

「 目 指 す べ き 子 ど も の 姿 」 夢と思いやりの心を持ち、未来を拓く子ども

「 教 育 目 標 」 自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ

２　第３次計画が目指す学校教育の姿
　本市で育つ全ての子どもが、自分の良さや可能性を認識し伸ばすとともに、一人一人が夢を持ち、多様な
人々と協働しながら様々な困難をたくましく乗り越え、豊かな人生を切り拓いていくことができるよう、取
組を進めていきます。

３　第３次計画策定において留意すべき事項
(1)人間尊重 (2)人権尊重　(3)すべては子どもたちのために　(4)主体性　(5)多様性
(6)新しいスタイルの学校教育　(7)持続可能性　(8)学校・家庭・地域・行政の連携・協働
(9)行政資源の最大限の有効活用



　まず、教育目標である「自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ」ために必要な資質・能力と
して、「１確かな学力」、「２豊かな心」、「３健やかな体」の３つを柱として設定しその育成に努めま
す。また、それらの育成を支えるのは、「４質の高い教職員」と「５魅力ある教育環境」の両輪であると考
え、これらを柱として設定し、家庭・地域との連携を基盤に取組を進めます。さらに、「６個別の支援が必
要な児童生徒へのサポート」を柱として設定し、誰一人取り残すことのない環境の実現を目指していきま
す。
　以上の６つの柱を設定するとともに、計画を体系的に捉えられるよう、６つの柱を「Ⅰ児童生徒の資質能
力の育成について」と「Ⅱ児童生徒の育成を支える教育環境の整備について」の２つに分類しました。
　本計画に沿って、Socieity5.0に対応したICTの効果的な活用等を通じ、子どもたちが主体的に他者と協働
して取り組む探究的な学びを充実させ、夢や希望を抱きながら成長できる学びを実現していきます。

４　第３次計画の全体像　［Ｐ34～35］
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いじめ対応の校内研修のための要

請訪問

専門人材の配置拡充

小学生ライトポートの設置と機能

拡充

スクールカウンセラーの配置時間

の拡充

スクールソーシャルワーカーの配

置拡充

「交流及び共同学習」の実施

特別支援連携協議会の充実

公立夜間中学に係る学び直し応援

プランの策定及び支援体制の構築

日本語指導における多様な人材や

場の活用

【施策方針6-2】

＜不登校児童生徒への

　　　　　支援の充実＞

不登校児童生徒数は、小・中学校ともに増加しており、本市の喫緊の課題となっている。学校以外の学びの場の重要性等を考慮し、不登校児童生

徒それぞれの実態に応じ、学校内外の様々な学びの場を確保することで、全ての子どもたちの学びと成長を担保する。

【施策方針6-3】

＜インクルーシブ教育

　　　システムの構築＞

インクルーシブ教育システム構築の観点から、子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、多様な学びの場を設定することで、子どもの実態に合っ

た適切な指導及び支援を切れ目なく保障していく。また、共生社会の実現のため、「交流及び共同学習」の更なる推進を図り、家庭や地域、関係

機関との連携を図りながら、子どもたちの自立と社会参加に向けた主体的な取組を支援する。

【施策方針6-4】

＜切れ目のない

　　　支援体制の構築＞

特別な支援を必要とする子どもの成長に合わせた支援を継続的に行うため、学齢期を中心とするライフステージに応じた相談支援体制の構築を図っていく。各ス

テージや関係機関との円滑な引継ぎや連携が図れるよう、個別の教育支援計画等の作成・活用の理解と推進を図る。また、専門職としての資質や指導力の向上を

図るための研修を行うとともに、様々な教育的ニーズがある子どもたちのために人的配置を行い学校を支援する。

【施策方針6-5】

＜教育機会確保

　に向けた施策の充実＞

家庭の経済状況や日本語能力など様々な理由により学習が困難である者等に対し、教育を受ける機会を実質的に保障するため、就学援助等の支援

の充実、日本語指導などの支援体制や受け入れ態勢の充実、夜間中学の設置などの取組を進める。

【施策方針5-5】

＜ICT環境の整備＞

教職員及び児童生徒の端末一人一台化が実現されたことから、それらを最大限に利活用できるよう、スムーズな通信状況を確保しデジタル教科書を有効に活用するためのネット

ワーク整備をはじめとしたＩＣＴ環境整備を進める。また、感染症や災害等が発生した際、質の高いオンライン教育が可能となるよう取組を進める。このようなＩＣＴ機器を活用

した教育活動を充実させるために、教職員の力量を高めるとともに、メディアリテラシーの育成を図る。

６

個別の支
援が必要
な児童生
徒へのサ
ポート

一人一人に寄り
添った誰一人取り
残すことのない教
育の実現

【施策方針6-1】

＜いじめ防止等対策

　　　　　　　の推進＞

いじめにおいては、認知件数が毎年、右肩上がりで増えており、憂慮すべき事態だが、認知件数が多いことは、これまでのいじめ防止等の取組に

より、教職員のいじめに関する理解が深まった結果である。今後も、いじめについて正しく理解するとともに、未然防止、早期発見・早期対応、

組織的な対応を一層徹底することにより、いじめを許さない学校づくりを推進する。

【施策方針5-2】

＜安全・安心な

　　　教育環境の確保＞

子どもの学習・生活の場として、学校は、安全で安心な環境であることが求められる。そのために、学校管理下における事故、災害、不審者の発

生等の緊急時における危機管理体制を確立するとともに、家庭・地域・関係機関と情報を共有することで連携・協働を推進し、安全・安心な環境

を構築する。

【施策方針5-3】

＜放課後活動の整備＞

児童が放課後を安全・安心に過ごせる居場所を確保するとともに、多様な体験・活動　を通じて社会性や自主性、創造性を育むことができる環境

を整備するため、余裕教室その他の学校施設を有効活用し、放課後児童クラブと放課後子ども教室を一体的に運営する「アフタースクール」の拡

充を進めていく。

【施策方針5-4】

＜学校施設・整備

　　　　　　　の充実＞

老朽化が進行した学校施設について、安全性の確保や老朽化対策を計画的に進めるとともに、社会の変化や時代の要求水準に沿った施設・設備環

境を整えるため、バリアフリー改修などを進めるほか、「学習・生活の場」として安全・安心で衛生的な環境の整備を進める。

校内外の研修の充実

派遣研修等の積極的な活用

「学校における働き方改革プラ

ン」による改革推進

学校の業務・行事の精選

専門スタッフ等の活用

【施策方針4-2】

＜学校の働き方改革

　　　　　　　の推進＞

教員の採用倍率の低下傾向が続いており、意欲と資質のある教員の確保に支障が生じる懸念がある。働き方改革の推進により教員が真に必要な業

務に専念することができる環境を構築することで、教職員一人一人の心身の健康保持を実現し、いきいきと教育活動が行えるようにする。

５
魅力ある
教育環境

特色ある教育活動
とソフト・ハード
両面における魅力
的で充実した環境
の整備

【施策方針5-1】

＜魅力ある教育の推進＞

本市では国に先駆けて少人数学級や少人数指導の実現や専科指導の充実を進めてきたところである。こうした本市ならではの特色ある教育活動を充実させ、各学

校種間の連携（幼保小連携、小中一貫教育など）、市立中等教育学校・高等学校改革、学校・家庭・地域・行政がそれぞれの役割と機能を果たしつつ子どもの教

育にあたる体制作りや、よりよい教育環境の整備と教育の質の充実を目指した学校規模の適正化などを推進する。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

小学校・中学校の連携や小中一貫

教育の推進

市立高等学校・中等教育学校の教

育の充実

学校適正配置の推進

地域等関係者との連携体制の強化

学校総合防災マニュアルの改訂

アフタースクールの拡充

外壁改修工事の実施

バリアフリー環境整備

ネットワーク回線の増強

情報モラル研修の充実

メディアリテラシーについての情

報発信

４
質の高い
教職員

教職員のキャリア
ステージに応じた
研修の充実と働き
方の抜本的改革

【施策方針4-1】

＜教職員の指導力

　　　　　　　の育成＞

教職員が自己の現状と学校の置かれた状況を分析し、課題を明確にしたうえで、主体的に学び続けることができるようにするために、「千葉県・

千葉市教員等育成指標」及び本市の教職員研修体系に基づいた研修を行い、キャリアステージや時代の変化に応じた資質・能力を身に付けること

ができるよう支援する。

・

・

・

・

・

・

・

　

・

・

・

・

・

体力つくり活動の充実

中学校運動部活動指導員・民間指

導者の派遣

運動習慣を身に付ける取組

健康の保持増進を図る取組

食文化や食の歴史を尊重する心の

育成

睡眠リズムを整える学習

歯と口の健康づくりの推進

【施策方針3-2】

＜食育の推進＞

本市の学校教育における魅力の一つである学校給食を「生きた教材」として活用し、食に対する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けさせる食

育を推進する。

【施策方針3-3】

＜健康的な生活のため

　の資質・能力の育成＞

身近な生活における健康に関する知識を身に付け、適切な生活習慣の確立を図るとともに、積極的に健康な生活を実践することのできる資質・能

力を育成する。

道徳教育の推進

人権教育の推進

国際教育の推進

体験学習の充実

文化芸術に触れる機会の充実

環境教育の推進

社会参画意識の育成

キャリア教育推進のための校内指

導の充実

職業体験学習の推進

【施策方針2-2】

＜多様な他者と協働

　　していく力の育成＞

異文化や多様性を理解し受け入れ、自分の判断基準を持ち、対話等を通して人間関係を作り出す力を育み、主体的に行動できることを推奨する。

【施策方針2-3】

＜夢や目標に向けた

　　　　　学びの実現＞

子どもたちの興味・関心を引き出し、一人一人が夢や目標を持つことができるような学びを展開していく。また、一人一人の社会的・職業的自立

に向けて必要な基盤となる基礎的・汎用的能力を着実に身に付けさせ、キャリア発達を促すとともに、様々な困難を乗り越えることができるよう

支援する。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

３
健やかな
体の育成

生涯にわたり健や
かに生きるための
土台の育成

【施策方針3-1】

＜学校体育の充実＞

運動する楽しさが感じられるような機会を創り、積極的に体を動かす子どもを育む。また、体育的行事や運動部活動などを通して、学校体育の充

実を図る。

２
豊かな心
の育成

思いやりの心の育
成と一人一人の夢
の実現

【施策方針2-1】

＜思いやりの心と

　　自己肯定感の育成＞

温かい心を持ち、弱い立場の人間を支えるなど他者を思いやり尊重する豊かな心を育成することが重要である。他者に対する理解や他者から謙虚

に学ぶ姿勢を大切にしつつ、人との関わりを通じて形成される自己肯定感をバランスよく育むことを推進する。

・

・

・

・

・

・

・

・

「わかる授業」の推進

少人数学級・少人数指導の推進

学力状況調査の実施と活用

小学校高学年における一部教科担

任制の充実

ICTを活用した授業改善

教職員向けICT研修の充実

デジタル教科書の活用

探究的な学習の充実

【施策方針1-2】

＜ICTを活用した

　　　　　学びの充実＞

特に、情報化が加速度的に進む中、GIGAスクール構想が進められ、令和３年度から一人一台端末による教育活動がスタートした。これらの端末を

有効活用することにより、協働的な学び、創造性を育む教育、効果的な個別学習の充実など一人一人の子どもに寄り添った新しいスタイルの学校

教育を確立していく。

【施策方針1-3】

＜探究的な学びの推進＞

子どもたち一人一人が学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど、自らの学習を調整しながら粘り強く取り組む態度を育成する

ことが必要である。答えのない課題に対して多様な他者と協働して主体的に実社会に関わり、最適解や納得解を生み出せるような学びを展開して

いく。

第１章　第３次千葉市学校教育推進計画

施策展開の柱（６本） 施策方針（２１方針）
主なアクションプラン
（全８５事業中）

夢にチャレンジ　未来を拓け！～すべての子どもたちの可能性を引き出す千葉市の学び応援プラン～

１
確かな学
力の育成

「わかる授業」の
推進に向けた新し
いスタイルの学校
教育の確立

【施策方針1-1】

＜基礎学力の定着＞

予測困難な時代において、子どもたちが次代を切り拓いていくため、基礎的・基本的な知識・技能を習得させ、これらを活用して課題を解決する

ために必要な思考力・判断力・表現力等を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を育成し、確かな学力を身に付けさせる。また、主体的・

対話的で深い学びの視点から授業改善に取り組み、学力の把握に基づいたきめ細かな指導の充実を図る。

Ⅰ

児
童
生
徒
の
資
質
能
力
の
育
成
に
つ
い
て

Ⅱ

児
童
生
徒
の
育
成
を
支
え
る
教
育
環
境
の
整
備
に
つ
い
て

■目指すべき

子どもの姿■

夢と思いやり

の心を持ち、

未来を拓く

子ども

■教育目標■

自ら考え、

自ら学び、

自ら行動できる

力をはぐくむ



(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第１章　第３次千葉市学校教育推進計画

施策展開の柱（６本） 施策方針（２１方針）
主なアクションプラン
（全８５事業中）

「わかる授業」の推進
少人数学級・少人数指導の推進
学力状況調査の実施と活用
小学校高学年における一部教科
担任制の充実
ICTを活用した授業改善
教職員向けICT研修の充実
デジタル教科書の活用
探究的な学習の充実

【施策方針1-2】
＜ICTを活用した
　　　　　学びの充実＞

【施策方針1-3】
＜探究的な学びの推進＞

２
豊かな心
の育成

思いやりの心の
育成と一人一人
の夢の実現

【施策方針2-1】
＜思いやりの心と
　　自己肯定感の育成＞

・
・
・
・
・
・
・
・

・

道徳教育の推進
人権教育の推進
国際教育の推進
体験学習の充実
文化芸術に触れる機会の充実
環境教育の推進
社会参画意識の育成
キャリア教育推進のための校内
指導の充実
職業体験学習の推進

【施策方針2-2】
＜多様な他者と協働
　　していく力の育成＞

１
確かな学
力の育成

「わかる授業」
の推進に向けた
新しいスタイル
の学校教育の確
立

【施策方針1-1】
＜基礎学力の定着＞

・
・
・
・

・
・
・
・

【施策方針2-3】
＜夢や目標に向けた
　　　　　学びの実現＞

３
健やかな
体の育成

生涯にわたり健
やかに生きるた
めの土台の育成

【施策方針3-1】
＜学校体育の充実＞

体力つくり活動の充実
中学校運動部活動指導員・民間
指導者の派遣
運動習慣を身に付ける取組
健康の保持増進を図る取組
食文化や食の歴史を尊重する心
の育成
睡眠リズムを整える学習
歯と口の健康づくりの推進

【施策方針3-2】
＜食育の推進＞

【施策方針3-3】
＜健康的な生活のため
　の資質・能力の育成＞

・
・
　
・
・
・

・
・

Ⅰ

児
童
生
徒
の
資
質
能
力
の
育
成
に
つ
い
て

■目指すべき

子どもの姿■

夢と思いやり

の心を持ち、

未来を拓く

子ども

■教育目標■

自ら考え、

自ら学び、

自ら行動できる

力をはぐくむ



(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

６

個別の支
援が必要
な児童生
徒へのサ
ポート

一人一人に寄り
添った誰一人取
り残すことのな
い教育の実現

【施策方針6-1】
＜いじめ防止等対策
　　　　　　　の推進＞

・

・
・

・

・

・
・
・
・

・

いじめ対応の校内研修のための
要請訪問
専門人材の配置拡充
小学生ライトポートの設置と機
能拡充
スクールカウンセラーの配置時
間の拡充
スクールソーシャルワーカーの
配置拡充
「交流及び共同学習」の実施
特別支援連携協議会の充実
公立夜間中学に係る学び直し応
援プランの策定及び支援体制の
構築
日本語指導における多様な人材
や場の活用

【施策方針6-2】
＜不登校児童生徒への
　　　　　支援の充実＞

【施策方針6-3】
＜インクルーシブ教育
　　　システムの構築＞

【施策方針6-4】
＜切れ目のない
　　　支援体制の構築＞

【施策方針6-5】
＜教育機会確保
　に向けた施策の充実＞

５
魅力ある
教育環境

特色ある教育活
動とソフト・
ハード両面にお
ける魅力的で充
実した環境の整
備

【施策方針5-1】
＜魅力ある教育の推進＞

・

・

・
・

・
・
・
・
・
・
・

校内外の研修の充実
派遣研修等の積極的な活用
「学校における働き方改革プラ
ン」による改革推進
学校の業務・行事の精選
専門スタッフ等の活用

【施策方針4-2】
＜学校の働き方改革
　　　　　　　の推進＞

小学校・中学校の連携や小中一
貫教育の推進
市立高等学校・中等教育学校の
教育の充実
学校適正配置の推進
地域等関係者との連携体制の強
化
学校総合防災マニュアルの改訂
アフタースクールの拡充
外壁改修工事の実施
バリアフリー環境整備
ネットワーク回線の増強
情報モラル研修の充実
メディアリテラシーについての
情報発信

【施策方針5-2】
＜安全・安心な
　　　教育環境の確保＞

【施策方針5-3】
＜放課後活動の整備＞

【施策方針5-4】
＜学校施設・整備
　　　　　　　の充実＞

【施策方針5-5】
＜ICT環境の整備＞

４
質の高い
教職員

教職員のキャリ
アステージに応
じた研修の充実
と働き方の抜本
的改革

【施策方針4-1】
＜教職員の指導力
　　　　　　　の育成＞

・
・
・

・
・

Ⅱ

児
童
生
徒
の
育
成
を
支
え
る
教
育
環
境
の
整
備
に
つ
い
て

■目指すべき

子どもの姿■

夢と思いやり

の心を持ち、

未来を拓く

子ども

■教育目標■

自ら考え、

自ら学び、

自ら行動できる

力をはぐくむ



生涯学習の種類

　計画の性格については、生涯学習の目指すべき目標・施策展開の方向性を定めた基本計画部分と、それを実現するための基本
施策・具体的な事業を定めた実施計画部分の二つの要素を持った計画とします。
　目標、３つの施策展開の方向性、７つの基本施策は右図のとおりで、目標の実現を目指します。

総　論

５　第６次千葉市生涯学習推進計画の全体像　［Ｐ132～135］

（１）第５次千葉市生涯学習推進計画の課題への対応

　本市の生涯学習が目指すべきものを見据え、その実現のための計画とするとともに、周知に力を入れます。
　また、生涯学習に関する情報提供、学習環境、多様な学習機会の充実、地域人材の発掘・育成に力を入れます。

（２）第５次千葉市生涯学習推進計画からの継承

　これまでの本市の生涯学習推進計画は、教育基本法第３条で規定されている生涯学習の理念をめざした計画を継承してお
り、第６次千葉市生涯学習推進計画においても基本的に継承します。
　また、急速に変化する社会において、新しい時代の課題に対応するため、「あらたな視点」を取り入れるとともに、市民
の学びを支え、その成果を適切に生かせる環境づくりをめざします。

２　第６次千葉市生涯学習推進計画のあらたな視点

３　第６次千葉市生涯学習推進計画策定において留意すべき事項

４　第６次千葉市生涯学習推進計画策定について　［Ｐ130～131］

１　第６次千葉市生涯学習推進計画策定の基本方針

第２章　第６次千葉市生涯学習推進計画

２　現状と課題　［Ｐ119～121］

３　生涯学習に関する市民の意識について　［Ｐ122～129］

生涯学習の意味（１）

（２）

（１）

（２）

１　生涯学習の理念　［Ｐ118］

　生活の向上、職業上の能力の向上や自己の充実を目指し、各人が自発的意思に基づいて行うことを基本とし、必要に応
じ、可能な限り自己に適した手段及び方法を自ら選びながら、生涯を通じて行う学習です。

　人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、家庭教育、社会教育、文化活動、スポーツ活動、レクリエーショ
ン活動、ボランティア活動、企業内教育、趣味など様々な場や機会において行われるものです。

　生涯学習は、一人ひとりが、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会
に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
（教育基本法第３条）

生涯学習については、多くの市民が関心を持っており、市民ニーズに応じた各種事業を実施するとともに、様々な媒体
を活用して情報を発信し、学習のきっかけづくりに努める必要があります。

地域の担い手となる人材育成や、学習成果の活用機会の提供については、感染症拡大の影響を受けましたが、活動に関
する講座の充実や活動の周知、ニーズのマッチングなどの施策を進める必要があります。

市民ニーズに対応した学習機会の提供については、公民館主催講座の受講者においては高い満足度を示しており、ニー
ズ等を踏まえた上で、講座内容や実施回数を充実し、満足度の向上を図る必要があります。

学習環境の整備については、感染症拡大防止による利用制限等もあり、利用しやすさの市民の満足度が目標に達しませ
んでした。施設の整備等を図り利用しやすい学習環境づくりに努める必要があります。

（１） 生涯学習活動を個人の成長と捉える市民が多くなっています。

（３）

（４）

（２）

（３）

（４） 学習成果が地域に十分に還元されているとは言えない結果となっています。

市の歴史や文化財をはじめ、身近な地域のさまざまなものに愛着を感じています。

生涯学習に関する情報入手のツールとしてインターネットをあげる方が多くなっています。また、だれでも気軽に参加
できる行事やイベントのニーズがあります。

（１）

（２）

（４） 公民館が身近な地域活動拠点となるため、社会教育主事有資格者を活用し、各地域の課題解決に向けた講座を通して成
果が地域に還元され、循環させるサイクルの構築を進め、機能強化を図ります。

ＩＣＴ機器を利用できる者とできない者の格差（デジタルデバイド）の解消を図ります。

新型感染症や自然災害などの課題に対し、必要な知識を得たり地域課題に向けて共に学びあったりする機会の充実を図
ります。

（３） 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の目標４「質の高い教育をみんなに」の目標達成に貢献するとともに、１７の目標す
べてのゴールを意識した施策を展開します。

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

高齢者や障害者も、必要な時に必要な学びを通じ成長し活動することが求められます。（６）

（７）

（８）

（９） ＳＤＧｓを踏まえた取組を進め、持続可能な社会の実現に向けた取組への理解の浸透を図ります。

「オンライン」だけでなく「対面による学び」の組み合わせで、学びが更に豊かなものになります。

「命を守る」生涯学習・社会教育という視点が今後ますます重要です。

目指すべき姿の達成状況を適切に把握・評価できる成果指標を検討します。

学びはじめから学習活動を経て、学習成果の活用によるコミュニティづくりが実現できる環境づくりを継承します。

講座に参加する形態だけでなく、個人でインターネットを活用し調べる形態も学習といえます。

子どもや若者が地域の課題解決に主体的にかかわることは、よりよい社会を創るうえで重要です。

学びの活動と、地域をつないでコーディネートする人材が重要です。

地域課題の解決
家 庭

行 政

企業・ＮＰＯ法人

高等教育機関

（大学等）

社会教育関係団体
地域団体

（町内自治会等）

小学校・中学校等

新しい時代の市民の学びを支え、生活や地域・社会に生かし、多様な主体と連携・協働を図り

持続可能な社会を形成できる環境をつくる

地域の課題を発見し

解決する力を身に付けます

市民が自ら学んだ成果を

地域･社会に還元します

…

方向性２ 多様な学習機会の充実

多種多様な学びの機会を確保し、

市民の学習活動を支援します。

２－１ 郷土や地域への愛着を

深める学習機会の提供

２－２ 市民ニーズに対応した

学習機会の提供
２－３ 現代的課題に対応する

学習機会の提供

方向性３ 学習を生かした活力ある

コミュニティづくり

学びによって得た知識や経験が社会に還元

され、持続可能で活力あるコミュニティの

形成を目指します。

３－１ 地域の担い手となる人材の

発掘・育成

３－２ 市民の参加・協働による

学習成果の活用

方向性 １ 学習活動のきっかけと場の提供

市民の学びはじめをお手伝いします。

１－１ 生涯学習の普及啓発

１－２ 学習環境の整備

生涯学習の意義に気づきます

「学び」と「活動」

の

循環サイクル

学習活動を通じて「社会

が人を育み、人が社会を

つくる」という好循環を

目指します。

!

２

３

～ 一人ひとりが 学びを通して成長し

みんなが輝くまち 千葉市 ～

３

２

１

千葉市の生涯学習を支える連携・協働イメージ

■ 計画目標 ■

～目指すべき姿～



生涯学習の種類

３　生涯学習に関する市民の意識について　［Ｐ122～129］
（１） 生涯学習活動を個人の成長と捉える市民が多くなっています。
（２） 生涯学習に関する情報入手のツールとしてインターネットをあげる方が多くなっています。また、だれで

も気軽に参加できる行事やイベントのニーズがあります。

（３） 市の歴史や文化財をはじめ、身近な地域のさまざまなものに愛着を感じています。
（４） 学習成果が地域に十分に還元されているとは言えない結果となっています。

（２） 学習環境の整備については、感染症拡大防止による利用制限等もあり、利用しやすさの市民の満足度が目
標に達しませんでした。施設の整備等を図り利用しやすい学習環境づくりに努める必要があります。

（３） 市民ニーズに対応した学習機会の提供については、公民館主催講座の受講者においては高い満足度を示し
ており、ニーズ等を踏まえた上で、講座内容や実施回数を充実し、満足度の向上を図る必要があります。

（４） 地域の担い手となる人材育成や、学習成果の活用機会の提供については、感染症拡大の影響を受けました
が、活動に関する講座の充実や活動の周知、ニーズのマッチングなどの施策を進める必要があります。

　生活の向上、職業上の能力の向上や自己の充実を目指し、各人が自発的意思に基づいて行うことを基本と
し、必要に応じ、可能な限り自己に適した手段及び方法を自ら選びながら、生涯を通じて行う学習です。

（２）
　人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、家庭教育、社会教育、文化活動、スポーツ活動、レ
クリエーション活動、ボランティア活動、企業内教育、趣味など様々な場や機会において行われるものです。

２　現状と課題　［Ｐ119～121］
（１） 生涯学習については、多くの市民が関心を持っており、市民ニーズに応じた各種事業を実施するととも

に、様々な媒体を活用して情報を発信し、学習のきっかけづくりに努める必要があります。

第２章　第６次千葉市生涯学習推進計画 総　論
１　生涯学習の理念　［Ｐ118］
　生涯学習は、一人ひとりが、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あ
らゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図
られなければならない。（教育基本法第３条）

（１） 生涯学習の意味



（９） ＳＤＧｓを踏まえた取組を進め、持続可能な社会の実現に向けた取組への理解の浸透を図ります。

５　第６次千葉市生涯学習推進計画の全体像　［Ｐ132～135］
　計画の性格については、生涯学習の目指すべき目標・施策展開の方向性を定めた基本計画部分と、それを実現す
るための基本施策・具体的な事業を定めた実施計画部分の二つの要素を持った計画とします。
　目標、３つの施策展開の方向性、７つの基本施策は右図のとおりで、目標の実現を目指します。

（６） 高齢者や障害者も、必要な時に必要な学びを通じ成長し活動することが求められます。
（７） 「オンライン」だけでなく「対面による学び」の組み合わせで、学びが更に豊かなものになります。
（８） 「命を守る」生涯学習・社会教育という視点が今後ますます重要です。

（３） 講座に参加する形態だけでなく、個人でインターネットを活用し調べる形態も学習といえます。
（４） 子どもや若者が地域の課題解決に主体的にかかわることは、よりよい社会を創るうえで重要です。
（５） 学びの活動と、地域をつないでコーディネートする人材が重要です。

（２） 学びはじめから学習活動を経て、学習成果の活用によるコミュニティづくりが実現できる環境づくりを継承します。

（２）第５次千葉市生涯学習推進計画からの継承
　これまでの本市の生涯学習推進計画は、教育基本法第３条で規定されている生涯学習の理念をめざした計画
を継承しており、第６次千葉市生涯学習推進計画においても基本的に継承します。
　また、急速に変化する社会において、新しい時代の課題に対応するため、「あらたな視点」を取り入れると
ともに、市民の学びを支え、その成果を適切に生かせる環境づくりをめざします。

２　第６次千葉市生涯学習推進計画のあらたな視点
（１） ＩＣＴ機器を利用できる者とできない者の格差（デジタルデバイド）の解消を図ります。
（２） 新型感染症や自然災害などの課題に対し、必要な知識を得たり地域課題に向けて共に学びあったりする機

会の充実を図ります。

（３） 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の目標４「質の高い教育をみんなに」の目標達成に貢献するとともに、
１７の目標すべてのゴールを意識した施策を展開します。

３　第６次千葉市生涯学習推進計画策定において留意すべき事項
（１） 目指すべき姿の達成状況を適切に把握・評価できる成果指標を検討します。

（４） 公民館が身近な地域活動拠点となるため、社会教育主事有資格者を活用し、各地域の課題解決に向けた講
座を通して成果が地域に還元され、循環させるサイクルの構築を進め、機能強化を図ります。

　本市の生涯学習が目指すべきものを見据え、その実現のための計画とするとともに、周知に力を入れます。
　また、生涯学習に関する情報提供、学習環境、多様な学習機会の充実、地域人材の発掘・育成に力を入れま
す。

４　第６次千葉市生涯学習推進計画策定について　［Ｐ130～131］

１　第６次千葉市生涯学習推進計画策定の基本方針
（１）第５次千葉市生涯学習推進計画の課題への対応





1-1-1
拡充 1-1-2

1-1-3

新規・拡充 1-2-1
拡充 1-2-2
新規 1-2-3

1-2-4

2-1-1
2-1-2
2-1-3
2-1-4

新規 2-1-5
2-1-6
2-1-7
2-1-8

新規 2-1-9

2-2-1
2-2-2
2-2-3
2-2-4

拡充 2-2-5
2-2-6
2-2-7

拡充 2-2-8
2-2-9

拡充 2-3-1
拡充 2-3-2

2-3-3
2-3-4
2-3-5

新規・拡充 2-3-6
2-3-7

2-3-8

拡充 3-1-1
3-1-2
3-1-3
3-1-4
3-1-5

3-2-1
3-2-2

拡充 3-2-3
3-2-4
3-2-5
3-2-6

第２章　第６次千葉市生涯学習推進計画 各　論

施策展開の方向性 基本施策（７施策） アクションプラン（４４事業）※再掲１事業含む

基本施策　１－１
生涯学習の普及啓発

市民に学びの楽しさ、大切さに興味・関
心を持ってもらえるよう、様々な機会を
活用して情報を発信し、学習のきっかけ
づくりにつなげます。

学習のきっかけづくりとなる生涯学習イベントの開催
学ぶ場と学ぶための情報提供の充実
ｅラーニングの普及事業の実施

千葉氏に関する調査研究の推進
郷土博物館の充実
千葉市史史料編近現代の刊行
文化財の保存･活用の推進

基本施策　１－２
学習環境の整備

学びに興味を持った市民が学習活動をは
じめるにあたって、快適で参加しやす
く、新しい時代に合った学習環境の整備
を行うとともに、子どもや若者をはじ
め、あらゆる世代が利用しやすい環境づ
くりに努めます。

生涯学習施設等の利用環境の充実
子どもの居場所の確保
生涯学習施設の老朽化への対応
公民館の改修

地域情報サービスの充実

基本施策　２－２
市民ニーズに対応した
学習機会の提供

多様化する社会において、多岐にわたる
市民の学習ニーズに対応するとともに、
すべての市民が必要な時に必要な学びが
できる、幅広い分野にわたる学習機会を
提供します。

文化・芸術学習事業の実施
スポーツ・レクリエーション事業の実施
科学関連学習事業の実施
青少年教育・少年教育事業の実施
電子書籍サービスの充実
レファレンスサービスの充実
多様な主体による学習活動の推進

基本施策　２－１
郷土や地域への愛着を
深める学習機会の提供

郷土や地域に対する理解と愛着を深める
ため、市の歴史や文化資源を活用すると
ともに、地域に密着した資源も活用した
学習機会を提供します。

郷土や身近な地域の理解を深める講座・事業の充実
特別史跡加曽利貝塚の魅力向上
縄文文化調査研究の推進
千葉氏をはじめとする郷土の歴史に関する企画展の実施

公民館への社会教育主事有資格者配置
学習相談の充実

基本施策　２－３
現代的課題に対応する
学習機会の提供

急速に変化する社会において、新たな時
代の課題に対応し、生命やくらしを守る
学習や、持続可能なコミュニティづくり
につながる学習の機会を提供します。

生命やくらしを守る学習の充実
子ども達の放課後対策
家庭教育支援事業の実施
子ども読書活動の推進
高齢化社会に対応した学習機会の提供
公民館の機能強化
キャリア教育・リカレント教育の推進

ＳＤＧｓの達成に寄与する学習機会の提供

基本施策　３－１
地域の担い手となる
人材の発掘・育成

地域における学習活動の活発化を図るた
め、リーダーやファシリテーター、ボラ
ンティアなどの人材を発掘・育成しま
す。

公民館への社会教育主事有資格者配置　≪再掲≫
ボランティアの発掘・育成
ボランティアセンター等におけるコーディネートの実施
団体・グループ活動のリーダーやファシリテーターの養成・育成
社会教育関係団体の育成

基本施策　３－２
市民の参加・協働によ
る学習成果の活用

学んだ成果が地域に還元され、様々な課
題の解決が図られることで、持続可能な
コミュニティの形成につながるよう、活
用方法や機会を提供します。

市民自主企画講座や施設ボランティアによる学習機会の提供
生涯学習ボランティアの活動場所の提供
千葉市版コミュニティ・スクールモデル校の拡充
学習成果の発表機会の提供
地域交流・多世代交流事業の実施
青少年交流事業の実施

方向性 ３

学習を生かした

活力ある

コミュニティづくり

学びによって得た知識や経験

が社会に還元され、持続可能

で活力あるコミュニティの形

成を目指します。

方向性 １

学習活動の

きっかけと場

の提供

市民の学びはじめをお手伝い

します。

方向性 ２

多様な学習機会

の充実

多種多様な学びの機会を確保

し、市民の学習活動を支援し

ます。

■計画目標■

新しい時代の市民の学びを支え、

生活や地域・社会に生かし、

多様な主体と連携・協働を図り

持続可能な社会を形成できる

環境をつくる

～ 一人ひとりが

学びを通して成長し

みんなが輝くまち

千葉市 ～



基本施策
１－１
生涯学習の
普及啓発

市民に学びの楽しさ、大切
さに興味・関心を持っても
らえるよう、様々な機会を
活用して情報を発信し、学
習のきっかけづくりにつな
げます。

基本施策
１－２
学習環境の
整備

学びに興味を持った市民が
学習活動をはじめるにあ
たって、快適で参加しやす
く、新しい時代に合った学
習環境の整備を行うととも
に、子どもや若者をはじ
め、あらゆる世代が利用し
やすい環境づくりに努めま
す。

第２章　第６次千葉市生涯学習推進計画 各　論

施策展開の方向性 基本施策（７施策）

方向性 １

学習活動の

きっかけと場

の提供

市民の学びはじめをお手伝い

します。

■計画目標■

新しい時代の市民の学びを支え、

生活や地域・社会に生かし、

多様な主体と連携・協働を図り

持続可能な社会を形成できる

環境をつくる

～ 一人ひとりが

学びを通して成長し

みんなが輝くまち

千葉市 ～



1-1-1
拡充 1-1-2

1-1-3

新規・拡充 1-2-1
拡充 1-2-2
新規 1-2-3

1-2-4

学習のきっかけづくりとなる生涯学習イベントの開催
学ぶ場と学ぶための情報提供の充実
ｅラーニングの普及事業の実施

生涯学習施設等の利用環境の充実
子どもの居場所の確保
生涯学習施設の老朽化への対応
公民館の改修

アクションプラン（４４事業）※再掲１事業含む



基本施策
２－３
現代的課題
に対応する
学習機会の
提供

急速に変化する社会におい
て、新たな時代の課題に対
応し、生命やくらしを守る
学習や、持続可能なコミュ
ニティづくりにつながる学
習の機会を提供します。

基本施策
２－２
市民ニーズ
に対応した
学習機会の
提供

多様化する社会において、
多岐にわたる市民の学習
ニーズに対応するととも
に、すべての市民が必要な
時に必要な学びができる、
幅広い分野にわたる学習機
会を提供します。

基本施策
２－１
郷土や地域
への愛着を
深める学習
機会の提供

郷土や地域に対する理解と
愛着を深めるため、市の歴
史や文化資源を活用すると
ともに、地域に密着した資
源も活用した学習機会を提
供します。

方向性 ２

多様な学習機会

の充実

多種多様な学びの機会を確保

し、市民の学習活動を支援し

ます。

■計画目標■

新しい時代の市民の学びを支え、

生活や地域・社会に生かし、

多様な主体と連携・協働を図り

持続可能な社会を形成できる

環境をつくる

～ 一人ひとりが

学びを通して成長し

みんなが輝くまち

千葉市 ～



2-1-1
2-1-2
2-1-3
2-1-4

新規 2-1-5
2-1-6
2-1-7
2-1-8

新規 2-1-9

2-2-1
2-2-2
2-2-3
2-2-4

拡充 2-2-5
2-2-6
2-2-7

拡充 2-2-8
2-2-9

拡充 2-3-1
拡充 2-3-2

2-3-3
2-3-4
2-3-5

新規・拡充 2-3-6
2-3-7

2-3-8

多様な主体による学習活動の推進
公民館への社会教育主事有資格者配置
学習相談の充実

科学関連学習事業の実施
青少年教育・少年教育事業の実施
電子書籍サービスの充実
レファレンスサービスの充実

生命やくらしを守る学習の充実
子ども達の放課後対策
家庭教育支援事業の実施
子ども読書活動の推進
高齢化社会に対応した学習機会の提供
公民館の機能強化
キャリア教育・リカレント教育の推進

ＳＤＧｓの達成に寄与する学習機会の提供

郷土や身近な地域の理解を深める講座・事業の充実
特別史跡加曽利貝塚の魅力向上
縄文文化調査研究の推進
千葉氏をはじめとする郷土の歴史に関する企画展の実施
千葉氏に関する調査研究の推進
郷土博物館の充実
千葉市史史料編近現代の刊行
文化財の保存･活用の推進
地域情報サービスの充実

文化・芸術学習事業の実施
スポーツ・レクリエーション事業の実施



基本施策
３－１
地域の担い
手となる
人材の発
掘・育成

地域における学習活動の活
発化を図るため、リーダー
やファシリテーター、ボラ
ンティアなどの人材を発
掘・育成します。

基本施策
３－２
市民の参
加・協働に
よる学習成
果の活用

学んだ成果が地域に還元さ
れ、様々な課題の解決が図
られることで、持続可能な
コミュニティの形成につな
がるよう、活用方法や機会
を提供します。

方向性 ３

学習を生かした

活力ある

コミュニティづくり

学びによって得た知識や経験

が社会に還元され、持続可能

で活力あるコミュニティの形

成を目指します。

■計画目標■

新しい時代の市民の学びを支え、

生活や地域・社会に生かし、

多様な主体と連携・協働を図り

持続可能な社会を形成できる

環境をつくる

～ 一人ひとりが

学びを通して成長し

みんなが輝くまち

千葉市 ～



拡充 3-1-1
3-1-2
3-1-3
3-1-4
3-1-5

3-2-1
3-2-2

拡充 3-2-3
3-2-4
3-2-5
3-2-6

公民館への社会教育主事有資格者配置　≪再掲≫
ボランティアの発掘・育成
ボランティアセンター等におけるコーディネートの実施
団体・グループ活動のリーダーやファシリテーターの養成・育成

市民自主企画講座や施設ボランティアによる学習機会の提供
生涯学習ボランティアの活動場所の提供
千葉市版コミュニティ・スクールモデル校の拡充
学習成果の発表機会の提供
地域交流・多世代交流事業の実施
青少年交流事業の実施

社会教育関係団体の育成



   １

第３次千葉市学校教育推進計画
第６次千葉市生涯学習推進計画

1

１　第３次千葉市学校教育推進計画・第６次千葉市生涯学習推進計画の位置付け

　本市の教育施策は、「人間尊重の教育」を基調としており、学校教育については、平成２１年度に学校教育推
進計画を策定し、目指すべき子どもの姿である「夢と思いやりの心を持ち、チャレンジする子ども」の実現を図
るため、教育目標「自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ」を定め、第２次を経て様々な施策に取
り組んできました。
　同様に、生涯学習については、平成５年度に「生涯学習推進基本構想」を策定し、平成７年度から第５次にわ
たり生涯学習推進計画を策定し、生涯学習社会の実現を図るため、様々な施策に取り組んできました。
　一方、中長期的な市政運営の基本指針となる「千葉市基本計画」（計画期間：令和５年度～令和１４年度）が
策定されるとともに、国において次期「教育振興基本計画」（計画期間：令和５年度～令和９年度）の策定が進
められています。
　本市の今後の教育行政の指針となる「第３次千葉市学校教育推進計画」及び「第６次千葉市生涯学習推進計
画」は、次期「教育振興基本計画」踏まえるとともに、「千葉市基本計画」との整合性を考慮しながら策定しま
した。この２つの計画に沿って、本市の現状に即した教育行政に取り組んでまいります。

（２）中間年度におけるアクションプランの見直し

（１）ＰＤＣＡサイクル等に基づき計画の進行を管理します。

　計画（Ｐ）、実施（Ｄ）、確認・評価（Ｃ）、改善行動（Ａ）へと続くマネジメントを、適切に行いま
す。

序　章

（１）法的な位置付け

（３）千葉市の教育に関する大綱との調和

２　第３次千葉市学校教育推進計画・第６次千葉市生涯学習推進計画の計画期間

千葉市の教育行政について　［Ｐ2～4］

　両計画の期間が１０年間であることから、変化への対応と実行力のある計画とするため、アクションプラ
ンについては、中間年度（令和９年度）での見直しを行うこととします。

３　第３次千葉市学校教育推進計画・第６次千葉市生涯学習推進計画の推進

　「第３次千葉市学校教育推進計画」及び「第６次千葉市生涯学習推進計画」は、教育基本法第１７条第２
項に基づく、地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画として、策定するもので
す。

　両計画が中・長期的な視点に立った施策を明示するものであること、また、国の「第４期教育振興基本計
画」（令和５年度～令和９年度）の計画が令和５年度からであることを踏まえつつ、「千葉市基本計画」（令
和５年度～令和１４年度）との整合を図るため、市基本計画と同じ１０年間とします。ただし、令和９年度に
中間見直しを図ります。また、社会状況の変化等から、必要に応じて中途での部分修正を行うこともありま
す。

（２）本市の計画行政における位置付け

　本市の計画行政における個別部門計画として位置付け、本市の総合計画（基本構想・基本計画・実施計
画）と連携・整合を図ることとし、本計画に位置付ける個別事業の推進にあたっては、実施計画への位置付
けや毎年度の予算編成において、実施時期及び事業量を定めます。

　地方公共団体の長は、総合教育会議の設置とともに、教育基本法第１７条第１項に規定する基本的な方針
を参酌し、地域の実情に応じ、当該地方公共団体の「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大
綱」を定めることとされています。
　本市の「第３次千葉市学校教育推進計画」及び「第６次千葉市生涯学習推進計画」は、「千葉市の教育に
関する大綱」と調和した計画となっています。

概要版



   ２

自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ「 教 育 目 標 」

(1)第２次計画の課題への対応
　 単なる施策の羅列にせず、本市の教育が目指すべきものをしっかり見据えた上で、その実現のための計
   画となるよう再構築しました。
(2)第２次計画の継承
　「目指すべき子どもの姿」及び「教育目標」については、第１次千葉市学校教育推進計画から第２次計画
   に継承しており、公教育の安定性・継続性を踏まえ、第３次計画においても基本的に継承します。（本
   市の次期基本計画を踏まえ、「チャレンジする子ども」を「未来を拓く子ども」に修正。）

　まず、教育目標である「自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ」ために必要な資質・能力と
して、「１確かな学力」、「２豊かな心」、「３健やかな体」の３つを柱として設定しその育成に努めま
す。また、それらの育成を支えるのは、「４質の高い教職員」と「５魅力ある教育環境」の両輪であると考
え、これらを柱として設定し、家庭・地域との連携を基盤に取組を進めます。さらに、「６個別の支援が必
要な児童生徒へのサポート」を柱として設定し、誰一人取り残すことのない環境の実現を目指していきま
す。
　以上の６つの柱を設定するとともに、計画を体系的に捉えられるよう、６つの柱を「Ⅰ児童生徒の資質能
力の育成について」と「Ⅱ児童生徒の育成を支える教育環境の整備について」の２つに分類しました。
　本計画に沿って、Socieity5.0に対応したICTの効果的な活用等を通じ、子どもたちが主体的に他者と協働
して取り組む探究的な学びを充実させ、夢や希望を抱きながら成長できる学びを実現していきます。

第１章　第３次千葉市学校教育推進計画 総　論

　本市で育つ全ての子どもが、自分の良さや可能性を認識し伸ばすとともに、一人一人が夢を持ち、多様な
人々と協働しながら様々な困難をたくましく乗り越え、豊かな人生を切り拓いていくことができるよう、取
組を進めていきます。

４　第３次計画の全体像　［Ｐ34～35］

(1)人間尊重 (2)人権尊重　(3)すべては子どもたちのために　(4)主体性　(5)多様性
(6)新しいスタイルの学校教育　(7)持続可能性　(8)学校・家庭・地域・行政の連携・協働
(9)行政資源の最大限の有効活用

夢と思いやりの心を持ち、未来を拓く子ども

１　第３次計画策定の基本方針

３　第３次計画策定について　［Ｐ30～33］

「 目 指 す べ き 子 ど も の 姿 」

１　現状と課題　［Ｐ8～24］

　最近の子どもの印象としては、「明るく元気だ」、「優しさや思いやりがある」、「社会のきまりや約束した
ことを守っている」、「何事もまじめに取り組むことができる」が上位に挙げられています。
　一方これからの社会を生きるために子どもに特に必要な能力として、コミュニケーション能力や他者を思いや
る心などをはじめとした知・徳・体に係る基本的な力が大切であると考えている人が多い結果でした。

２　保護者や教職員の意識について　［Ｐ25～29］

【「第2次学校教育推進計画　事務点検・評価」より】
(1)「学校の勉強がよくわかる児童生徒の割合」
　 中２については増加していますが、小３及び小５については横這いです。また、「学校の勉強が好きだと思
   う児童生徒の割合」は、中２については増加していますが、小３及び小５については減少傾向です。
(2)「将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合」
　 小６及び中３ともに減少傾向にあり、特に中３については、全国平均と比較して低い値です。
(3)「人の役に立つ人間になりたいと強く思う児童生徒の割合」
　 「地域や社会をよくするために、何をすべきかを考えることがある児童生徒の割合」と共に増加傾向です。
(4)「体力や運動習慣、朝食喫食率等」
　 健やかな体の育成に関する指標については、全国平均や県平均と比較して総じて良好な状況です。
(5)「コンピュータなどのＩＣＴ機器を他の友達と意見交換したり、調べたりするために使用している児童生徒
   の割合」
　 GIGAスクール構想による1人１台端末が配付された直後（R3当初）の調査であるが、小・中学校共に全国平均
   値と比較して低い値です。
(6)「授業において、課題の解決に向け、自分で考え、自分から取り組んでいる児童生徒の割合」
   中学校においては、増加傾向ですが、小・中学校共に全国平均値（R3）と比較してわずかに低い値です。

３　第３次計画策定において留意すべき事項

２　第３次計画が目指す学校教育の姿



１
確かな学
力の育成

「わかる授業」
の推進に向けた
新しいスタイル
の学校教育の確
立

【施策方針1-1】
＜基礎学力の定着＞

予測困難な時代において、子どもたちが次代を切り拓いていくため、基礎的・基本的な知識・技能を習得させ、これらを活用して課題を解
決するために必要な思考力・判断力・表現力等を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を育成し、確かな学力を身に付けさせる。ま
た、主体的・対話的で深い学びの視点から授業改善に取り組み、学力の把握に基づいたきめ細かな指導の充実を図る。

第１章　第３次千葉市学校教育推進計画

施策展開の柱（６本） 施策方針（２１方針）
主なアクションプラン
（全８５事業中）

夢にチャレンジ　未来を拓け！～すべての子どもたちの可能性を引き出す千葉市の学び応援プラン～

・
・
・
・

・
・
・
・

「わかる授業」の推進
少人数学級・少人数指導の推進
学力状況調査の実施と活用
小学校高学年における一部教科
担任制の充実
ICTを活用した授業改善
教職員向けICT研修の充実
デジタル教科書の活用
探究的な学習の充実

【施策方針1-2】
＜ICTを活用した
　　　　　学びの充実＞

特に、情報化が加速度的に進む中、GIGAスクール構想が進められ、令和３年度から一人一台端末による教育活動がスタートした。これらの
端末を有効活用することにより、協働的な学び、創造性を育む教育、効果的な個別学習の充実など一人一人の子どもに寄り添った新しいス
タイルの学校教育を確立していく。

【施策方針1-3】
＜探究的な学びの推進＞

子どもたち一人一人が学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど、自らの学習を調整しながら粘り強く取り組む態度を育
成することが必要である。答えのない課題に対して多様な他者と協働して主体的に実社会に関わり、最適解や納得解を生み出せるような学
びを展開していく。

２
豊かな心
の育成

思いやりの心の
育成と一人一人
の夢の実現

【施策方針2-1】
＜思いやりの心と
　　自己肯定感の育成＞

温かい心を持ち、弱い立場の人間を支えるなど他者を思いやり尊重する豊かな心を育成することが重要である。他者に対する理解や他者か
ら謙虚に学ぶ姿勢を大切にしつつ、人との関わりを通じて形成される自己肯定感をバランスよく育むことを推進する。

３
健やかな
体の育成

生涯にわたり健
やかに生きるた
めの土台の育成

【施策方針3-1】
＜学校体育の充実＞

運動する楽しさが感じられるような機会を創り、積極的に体を動かす子どもを育む。また、体育的行事や運動部活動などを通して、学校体
育の充実を図る。

道徳教育の推進
人権教育の推進
国際教育の推進
体験学習の充実
文化芸術に触れる機会の充実
環境教育の推進
社会参画意識の育成
キャリア教育推進のための校内
指導の充実
職業体験学習の推進

【施策方針2-2】
＜多様な他者と協働
　　していく力の育成＞

異文化や多様性を理解し受け入れ、自分の判断基準を持ち、対話等を通して人間関係を作り出す力を育み、主体的に行動できることを推奨
する。

【施策方針2-3】
＜夢や目標に向けた
　　　　　学びの実現＞

子どもたちの興味・関心を引き出し、一人一人が夢や目標を持つことができるような学びを展開していく。また、一人一人の社会的・職業
的自立に向けて必要な基盤となる基礎的・汎用的能力を着実に身に付けさせ、キャリア発達を促すとともに、様々な困難を乗り越えること
ができるよう支援する。

・
・
・
・
・
・
・
・

・

・
・
　
・
・
・

・
・

体力つくり活動の充実
中学校運動部活動指導員・民間
指導者の派遣
運動習慣を身に付ける取組
健康の保持増進を図る取組
食文化や食の歴史を尊重する心
の育成
睡眠リズムを整える学習
歯と口の健康づくりの推進

【施策方針3-2】
＜食育の推進＞

本市の学校教育における魅力の一つである学校給食を「生きた教材」として活用し、食に対する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けさ
せる食育を推進する。

【施策方針3-3】
＜健康的な生活のため
　の資質・能力の育成＞

身近な生活における健康に関する知識を身に付け、適切な生活習慣の確立を図るとともに、積極的に健康な生活を実践することのできる資
質・能力を育成する。

校内外の研修の充実
派遣研修等の積極的な活用
「学校における働き方改革プラ
ン」による改革推進
学校の業務・行事の精選
専門スタッフ等の活用

【施策方針4-2】
＜学校の働き方改革
　　　　　　　の推進＞

教員の採用倍率の低下傾向が続いており、意欲と資質のある教員の確保に支障が生じる懸念がある。働き方改革の推進により教員が真に必
要な業務に専念することができる環境を構築することで、教職員一人一人の心身の健康保持を実現し、いきいきと教育活動が行えるように
する。

５
魅力ある
教育環境

特色ある教育活
動とソフト・
ハード両面にお
ける魅力的で充
実した環境の整
備

【施策方針5-1】
＜魅力ある教育の推進＞

本市では国に先駆けて少人数学級や少人数指導の実現や専科指導の充実を進めてきたところである。こうした本市ならではの特色ある教育活動を充
実させ、各学校種間の連携（幼保小連携、小中一貫教育など）、市立中等教育学校・高等学校改革、学校・家庭・地域・行政がそれぞれの役割と機
能を果たしつつ子どもの教育にあたる体制作りや、よりよい教育環境の整備と教育の質の充実を目指した学校規模の適正化などを推進する。

・

・

・
・

・
・
・
・
・
・
・

小学校・中学校の連携や小中一
貫教育の推進
市立高等学校・中等教育学校の
教育の充実
学校適正配置の推進
地域等関係者との連携体制の強
化
学校総合防災マニュアルの改訂
アフタースクールの拡充
外壁改修工事の実施
バリアフリー環境整備
ネットワーク回線の増強
情報モラル研修の充実
メディアリテラシーについての
情報発信

４
質の高い
教職員

教職員のキャリ
アステージに応
じた研修の充実
と働き方の抜本
的改革

【施策方針4-1】
＜教職員の指導力
　　　　　　　の育成＞

教職員が自己の現状と学校の置かれた状況を分析し、課題を明確にしたうえで、主体的に学び続けることができるようにするために、「千
葉県・千葉市教員等育成指標」及び本市の教職員研修体系に基づいた研修を行い、キャリアステージや時代の変化に応じた資質・能力を身
に付けることができるよう支援する。

・
・
・

・
・

【施策方針5-2】
＜安全・安心な
　　　教育環境の確保＞

子どもの学習・生活の場として、学校は、安全で安心な環境であることが求められる。そのために、学校管理下における事故、災害、不審
者の発生等の緊急時における危機管理体制を確立するとともに、家庭・地域・関係機関と情報を共有することで連携・協働を推進し、安
全・安心な環境を構築する。

【施策方針5-3】
＜放課後活動の整備＞

児童が放課後を安全・安心に過ごせる居場所を確保するとともに、多様な体験・活動　を通じて社会性や自主性、創造性を育むことができ
る環境を整備するため、余裕教室その他の学校施設を有効活用し、放課後児童クラブと放課後子ども教室を一体的に運営する「アフタース
クール」の拡充を進めていく。

【施策方針5-4】
＜学校施設・整備
　　　　　　　の充実＞

老朽化が進行した学校施設について、安全性の確保や老朽化対策を計画的に進めるとともに、社会の変化や時代の要求水準に沿った施設・
設備環境を整えるため、バリアフリー改修などを進めるほか、「学習・生活の場」として安全・安心で衛生的な環境の整備を進める。

【施策方針5-5】
＜ICT環境の整備＞

教職員及び児童生徒の端末一人一台化が実現されたことから、それらを最大限に利活用できるよう、スムーズな通信状況を確保しデジタル教科書を有効に活用
するためのネットワーク整備をはじめとしたＩＣＴ環境整備を進める。また、感染症や災害等が発生した際、質の高いオンライン教育が可能となるよう取組を
進める。このようなＩＣＴ機器を活用した教育活動を充実させるために、教職員の力量を高めるとともに、メディアリテラシーの育成を図る。

６

個別の支
援が必要
な児童生
徒へのサ
ポート

一人一人に寄り
添った誰一人取
り残すことのな
い教育の実現

【施策方針6-1】
＜いじめ防止等対策
　　　　　　　の推進＞

いじめにおいては、認知件数が毎年、右肩上がりで増えており、憂慮すべき事態だが、認知件数が多いことは、これまでのいじめ防止等の
取組により、教職員のいじめに関する理解が深まった結果である。今後も、いじめについて正しく理解するとともに、未然防止、早期発
見・早期対応、組織的な対応を一層徹底することにより、いじめを許さない学校づくりを推進する。

・

・
・

・

・

・
・
・
・

・

いじめ対応の校内研修のための
要請訪問
専門人材の配置拡充
小学生ライトポートの設置と機
能拡充
スクールカウンセラーの配置時
間の拡充
スクールソーシャルワーカーの
配置拡充
「交流及び共同学習」の実施
特別支援連携協議会の充実
公立夜間中学に係る学び直し応
援プランの策定及び支援体制の
構築
日本語指導における多様な人材
や場の活用

【施策方針6-2】
＜不登校児童生徒への
　　　　　支援の充実＞

不登校児童生徒数は、小・中学校ともに増加しており、本市の喫緊の課題となっている。学校以外の学びの場の重要性等を考慮し、不登校
児童生徒それぞれの実態に応じ、学校内外の様々な学びの場を確保することで、全ての子どもたちの学びと成長を担保する。

【施策方針6-3】
＜インクルーシブ教育
　　　システムの構築＞

インクルーシブ教育システム構築の観点から、子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、多様な学びの場を設定することで、子どもの実態
に合った適切な指導及び支援を切れ目なく保障していく。また、共生社会の実現のため、「交流及び共同学習」の更なる推進を図り、家庭
や地域、関係機関との連携を図りながら、子どもたちの自立と社会参加に向けた主体的な取組を支援する。

【施策方針6-4】
＜切れ目のない
　　　支援体制の構築＞

特別な支援を必要とする子どもの成長に合わせた支援を継続的に行うため、学齢期を中心とするライフステージに応じた相談支援体制の構築を図っ
ていく。各ステージや関係機関との円滑な引継ぎや連携が図れるよう、個別の教育支援計画等の作成・活用の理解と推進を図る。また、専門職とし
ての資質や指導力の向上を図るための研修を行うとともに、様々な教育的ニーズがある子どもたちのために人的配置を行い学校を支援する。

【施策方針6-5】
＜教育機会確保
　に向けた施策の充実＞

家庭の経済状況や日本語能力など様々な理由により学習が困難である者等に対し、教育を受ける機会を実質的に保障するため、就学援助等
の支援の充実、日本語指導などの支援体制や受け入れ態勢の充実、夜間中学の設置などの取組を進める。

Ⅰ
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支
え
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教
育
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■目指すべき

子どもの姿■

夢と思いやり

の心を持ち、

未来を拓く

子ども

■教育目標■

自ら考え、

自ら学び、

自ら行動できる

力をはぐくむ



   ４

生涯学習の種類

　計画の性格については、生涯学習の目指すべき目標・施策展開の方向性を定めた基本計画部分と、それを実現す
るための基本施策・具体的な事業を定めた実施計画部分の二つの要素を持った計画とします。
　目標、３つの施策展開の方向性、７つの基本施策は右図のとおりで、目標の実現を目指します。

総　論

５　第６次千葉市生涯学習推進計画の全体像　［Ｐ132～135］

（１）第５次千葉市生涯学習推進計画の課題への対応
　本市の生涯学習が目指すべきものを見据え、その実現のための計画とするとともに、周知に力を入れます。
　また、生涯学習に関する情報提供、学習環境、多様な学習機会の充実、地域人材の発掘・育成に力を入れま
す。

（２）第５次千葉市生涯学習推進計画からの継承
　これまでの本市の生涯学習推進計画は、教育基本法第３条で規定されている生涯学習の理念をめざした計画
を継承しており、第６次千葉市生涯学習推進計画においても基本的に継承します。
　また、急速に変化する社会において、新しい時代の課題に対応するため、「あらたな視点」を取り入れると
ともに、市民の学びを支え、その成果を適切に生かせる環境づくりをめざします。

２　第６次千葉市生涯学習推進計画のあらたな視点

３　第６次千葉市生涯学習推進計画策定において留意すべき事項

４　第６次千葉市生涯学習推進計画策定について　［Ｐ130～131］

１　第６次千葉市生涯学習推進計画策定の基本方針

第２章　第６次千葉市生涯学習推進計画

２　現状と課題　［Ｐ119～121］

３　生涯学習に関する市民の意識について　［Ｐ122～129］

生涯学習の意味（１）

（２）

（１）

（２）

１　生涯学習の理念　［Ｐ118］

　生活の向上、職業上の能力の向上や自己の充実を目指し、各人が自発的意思に基づいて行うことを基本と
し、必要に応じ、可能な限り自己に適した手段及び方法を自ら選びながら、生涯を通じて行う学習です。

　人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、家庭教育、社会教育、文化活動、スポーツ活動、レ
クリエーション活動、ボランティア活動、企業内教育、趣味など様々な場や機会において行われるものです。

　生涯学習は、一人ひとりが、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あ
らゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図
られなければならない。（教育基本法第３条）

生涯学習については、多くの市民が関心を持っており、市民ニーズに応じた各種事業を実施するととも
に、様々な媒体を活用して情報を発信し、学習のきっかけづくりに努める必要があります。

地域の担い手となる人材育成や、学習成果の活用機会の提供については、感染症拡大の影響を受けました
が、活動に関する講座の充実や活動の周知、ニーズのマッチングなどの施策を進める必要があります。

市民ニーズに対応した学習機会の提供については、公民館主催講座の受講者においては高い満足度を示し
ており、ニーズ等を踏まえた上で、講座内容や実施回数を充実し、満足度の向上を図る必要があります。

学習環境の整備については、感染症拡大防止による利用制限等もあり、利用しやすさの市民の満足度が目
標に達しませんでした。施設の整備等を図り利用しやすい学習環境づくりに努める必要があります。

（１） 生涯学習活動を個人の成長と捉える市民が多くなっています。

（３）

（４）

（２）

（３）
（４） 学習成果が地域に十分に還元されているとは言えない結果となっています。

市の歴史や文化財をはじめ、身近な地域のさまざまなものに愛着を感じています。

生涯学習に関する情報入手のツールとしてインターネットをあげる方が多くなっています。また、だれで
も気軽に参加できる行事やイベントのニーズがあります。

（１）
（２）

（４） 公民館が身近な地域活動拠点となるため、社会教育主事有資格者を活用し、各地域の課題解決に向けた講
座を通して成果が地域に還元され、循環させるサイクルの構築を進め、機能強化を図ります。

ＩＣＴ機器を利用できる者とできない者の格差（デジタルデバイド）の解消を図ります。
新型感染症や自然災害などの課題に対し、必要な知識を得たり地域課題に向けて共に学びあったりする機
会の充実を図ります。

（３） 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の目標４「質の高い教育をみんなに」の目標達成に貢献するとともに、
１７の目標すべてのゴールを意識した施策を展開します。

（１）
（２）
（３）
（４）
（５）

高齢者や障害者も、必要な時に必要な学びを通じ成長し活動することが求められます。（６）
（７）
（８）
（９） ＳＤＧｓを踏まえた取組を進め、持続可能な社会の実現に向けた取組への理解の浸透を図ります。

「オンライン」だけでなく「対面による学び」の組み合わせで、学びが更に豊かなものになります。
「命を守る」生涯学習・社会教育という視点が今後ますます重要です。

目指すべき姿の達成状況を適切に把握・評価できる成果指標を検討します。
学びはじめから学習活動を経て、学習成果の活用によるコミュニティづくりが実現できる環境づくりを継承します。

講座に参加する形態だけでなく、個人でインターネットを活用し調べる形態も学習といえます。
子どもや若者が地域の課題解決に主体的にかかわることは、よりよい社会を創るうえで重要です。
学びの活動と、地域をつないでコーディネートする人材が重要です。

地域課題の解決
家 庭

行 政

企業・ＮＰＯ法人

高等教育機関

社会教育関係団体 地域団体

小学校・中学校等

新しい時代の市民の学びを支え、生活や地域・社会に生かし、多様な主体と連携・協働を図り

持続可能な社会を形成できる環境をつくる

地域の課題を発見し

解決する力を身に付けます

市民が自ら学んだ成果を

地域･社会に還元します

…

方向性２ 多様な学習機会の充実

多種多様な学びの機会を確保し、

市民の学習活動を支援します。

２－１ 郷土や地域への愛着を

深める学習機会の提供

２－２ 市民ニーズに対応した

学習機会の提供

２－３ 現代的課題に対応する

学習機会の提供

方向性３ 学習を生かした活力ある

コミュニティづくり

学びによって得た知識や経験が社会に還

元され、持続可能で活力あるコミュニ

ティの形成を目指します。

３－１ 地域の担い手となる人材の

発掘・育成

３－２ 市民の参加・協働による

学習成果の活用

方向性 １ 学習活動のきっかけと場の提供

市民の学びはじめをお手伝いします。

１－１ 生涯学習の普及啓発

１－２ 学習環境の整備

生涯学習の意義に気づきます

「学び」と「活動」

の

循環サイクル

学習活動を通じて「社

会が人を育み、人が社

会をつくる」という好

循環を目指します。

!

２

３

～ 一人ひとりが 学びを通して成長し

みんなが輝くまち 千葉市 ～

３

２

１

千葉市の生涯学習を支える連携・協働イメージ

■ 計画目標 ■

～目指すべき姿～



 ５

1-1-1
拡充 1-1-2

1-1-3

新規・拡充 1-2-1
拡充 1-2-2
新規 1-2-3

1-2-4

2-1-1
2-1-2
2-1-3
2-1-4

新規 2-1-5
2-1-6
2-1-7
2-1-8

新規 2-1-9

2-2-1
2-2-2
2-2-3
2-2-4

拡充 2-2-5
2-2-6
2-2-7

拡充 2-2-8
2-2-9

拡充 2-3-1
拡充 2-3-2

2-3-3
2-3-4
2-3-5

新規・拡充 2-3-6
2-3-7

2-3-8

拡充 3-1-1
3-1-2
3-1-3
3-1-4
3-1-5

3-2-1
3-2-2

拡充 3-2-3
3-2-4
3-2-5
3-2-6

第２章　第６次千葉市生涯学習推進計画 各　論

施策展開の方向性 基本施策（７施策） アクションプラン（４４事業）※再掲１事業含む

基本施策　１－１
生涯学習の普及啓発

市民に学びの楽しさ、大切さに興味・関
心を持ってもらえるよう、様々な機会を
活用して情報を発信し、学習のきっかけ
づくりにつなげます。

学習のきっかけづくりとなる生涯学習イベントの開催
学ぶ場と学ぶための情報提供の充実
ｅラーニングの普及事業の実施

千葉氏に関する調査研究の推進
郷土博物館の充実
千葉市史史料編近現代の刊行
文化財の保存･活用の推進

基本施策　１－２
学習環境の整備

学びに興味を持った市民が学習活動をは
じめるにあたって、快適で参加しやす
く、新しい時代に合った学習環境の整備
を行うとともに、子どもや若者をはじ
め、あらゆる世代が利用しやすい環境づ
くりに努めます。

生涯学習施設等の利用環境の充実
子どもの居場所の確保
生涯学習施設の老朽化への対応
公民館の改修

地域情報サービスの充実

基本施策　２－２
市民ニーズに対応した
学習機会の提供

多様化する社会において、多岐にわたる
市民の学習ニーズに対応するとともに、
すべての市民が必要な時に必要な学びが
できる、幅広い分野にわたる学習機会を
提供します。

文化・芸術学習事業の実施
スポーツ・レクリエーション事業の実施
科学関連学習事業の実施
青少年教育・少年教育事業の実施
電子書籍サービスの充実
レファレンスサービスの充実
多様な主体による学習活動の推進

基本施策　２－１
郷土や地域への愛着を
深める学習機会の提供

郷土や地域に対する理解と愛着を深める
ため、市の歴史や文化資源を活用すると
ともに、地域に密着した資源も活用した
学習機会を提供します。

郷土や身近な地域の理解を深める講座・事業の充実
特別史跡加曽利貝塚の魅力向上
縄文文化調査研究の推進
千葉氏をはじめとする郷土の歴史に関する企画展の実施

公民館への社会教育主事有資格者配置
学習相談の充実

基本施策　２－３
現代的課題に対応する
学習機会の提供

急速に変化する社会において、新たな時
代の課題に対応し、生命やくらしを守る
学習や、持続可能なコミュニティづくり
につながる学習の機会を提供します。

生命やくらしを守る学習の充実
子ども達の放課後対策
家庭教育支援事業の実施
子ども読書活動の推進
高齢化社会に対応した学習機会の提供
公民館の機能強化
キャリア教育・リカレント教育の推進

ＳＤＧｓの達成に寄与する学習機会の提供

基本施策　３－１
地域の担い手となる
人材の発掘・育成

地域における学習活動の活発化を図るた
め、リーダーやファシリテーター、ボラ
ンティアなどの人材を発掘・育成しま
す。

公民館への社会教育主事有資格者配置　≪再掲≫
ボランティアの発掘・育成
ボランティアセンター等におけるコーディネートの実施
団体・グループ活動のリーダーやファシリテーターの養成・育成
社会教育関係団体の育成

基本施策　３－２
市民の参加・協働によ
る学習成果の活用

学んだ成果が地域に還元され、様々な課
題の解決が図られることで、持続可能な
コミュニティの形成につながるよう、活
用方法や機会を提供します。

市民自主企画講座や施設ボランティアによる学習機会の提供
生涯学習ボランティアの活動場所の提供
千葉市版コミュニティ・スクールモデル校の拡充
学習成果の発表機会の提供
地域交流・多世代交流事業の実施
青少年交流事業の実施

方向性 ３

学習を生かした

活力ある

コミュニティづくり

学びによって得た知識や経験

が社会に還元され、持続可能

で活力あるコミュニティの形

成を目指します。

方向性 １

学習活動の

きっかけと場

の提供

市民の学びはじめをお手伝い

します。

方向性 ２

多様な学習機会

の充実

多種多様な学びの機会を確保

し、市民の学習活動を支援し

ます。

■計画目標■

新しい時代の市民の学びを支え、

生活や地域・社会に生かし、

多様な主体と連携・協働を図り

持続可能な社会を形成できる

環境をつくる

～ 一人ひとりが

学びを通して成長し

みんなが輝くまち

千葉市 ～
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第３次千葉市学校教育推進計画 

第６次千葉市生涯学習推進計画 

 

千葉市／千葉市教育委員会 



. 

 

  



 

は じ め に 
 

 このたび、本市教育の基本指針となる、「第３次千葉市学校教育推進計画」及び「第６次千

葉市生涯学習推進計画」を令和５年度から令和１４年度までの１０年間を計画期間として策

定いたしました。 

 

 「第３次千葉市学校教育推進計画」は、本市学校教育の目指すべき子どもの姿を「夢と思

いやりの心を持ち、未来を拓く子ども」とし、これを実現するための教育目標として「自ら

考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ」を掲げ、この目標の達成に向け、６つの柱

と２１の施策方針をまとめています。 

 この計画の推進にあたっては、学校・家庭・地域・行政の四者が、「子どもの成長と自立を

支える」という共通の目的のもと、連携・協働して、よりよい学校教育の実現を図っていき

ます。 

 

 また、「第６次千葉市生涯学習推進計画」は、計画目標「新しい時代の市民の学びを支え、

生活や地域・社会に生かし、多様な主体と連携・協働を図り持続可能な社会を形成できる環

境をつくる～一人ひとりが学びを通して成長し みんなが輝くまち 千葉市～」の実現に向

け、３つの施策展開の方向性と７つの施策をまとめています。 

 この計画においては、市民の「学びはじめ」から「多種多様な学習活動」を経て「学びに

よって得た知識や経験が社会に還元される活力あるコミュニティ」が実現できる環境づくり

を、様々な主体が相互に連携・協働して進めることとしています。 

 

 今後も、両計画に基づく教育施策を着実に実施していくことで、「人間尊重の教育」を基調

とする本市の教育施策を、深化・充実させ、これまで以上に「千葉市で学んでよかった」「千

葉市で学ばせてよかった」と思える教育を目指してまいります。 

 市民の皆様には、本市の教育に一層の御理解と御協力を賜りますよう、心からお願い申し

上げます。 

 

 おわりに、千葉市学校教育審議会委員や千葉市生涯学習審議会委員をはじめ、各種意識調

査や意見聴取など、両計画の策定にあたり貴重な御意見等を頂きました皆様に厚く御礼申し

上げます。 

 

 

 

 

令和５年３月 

千葉市／千葉市教育委員会 

  



目 次 

 

 

序 章 1 

 

１ 千葉市の教育行政について  2 

 １ 第３次学校教育推進計画・第６次生涯学習推進計画の位置づけ 2 

 （１）法的な位置づけ 2 

 （２）本市の計画行政における位置づけ 2 

 （３）千葉市の教育に関する大綱との調和 2 

 ２ 第３次学校教育推進計画・第６次生涯学習推進計画の計画期間 4 

 ３ 第３次学校教育推進計画・第６次生涯学習推進計画の推進 4 

 （１）ＰＤＣＡサイクル等に基づく計画の進行管理 4 

 （２）中間年度におけるアクションプランの見直し 4 

 

 

第１章 第３次千葉市学校教育推進計画 5 

 

総 論   7 

１ 現状と課題  8 

 １ 全体の評価について（令和３年度）  8 

 ２ 各評価指標の状況について  8 

２ 保護者や教職員の意識について  25 

 
１ 意識調査概要  25 

２ 意識調査結果  26 

３ 第３次計画策定について  30 

 

１ 第３次計画策定の基本方針  30 

２ 第３次計画が目指す学校教育の姿  31 

３ 第３次計画策定において留意すべき事項  32 

４ 第３次計画の全体像  34 

   

各 論   37 

１  確かな学力の育成  39 

 施策方針１－１ 基礎学力の定着  40 

 施策方針１－２ ＩＣＴを活用した学びの充実  43 

 施策方針１－３ 探究的な学びの推進  46 

２ 豊かな心の育成  48 

 施策方針２－１ 思いやりの心と自己肯定感の育成  49 



 施策方針２－２ 多様な他者と協働していく力の育成  52 

 施策方針２－３ 夢や目標に向けた学びの実現  56 

３ 健やかな体の育成  59 

 施策方針３－１ 学校体育の充実  60 

 施策方針３－２ 食育の推進  61 

 施策方針３－３ 健康的な生活のための資質・能力の育成  66 

４ 質の高い教職員  68 

 施策方針４－１ 教職員の指導力の育成  69 

 施策方針４－２ 学校の働き方改革の推進  71 

５ 魅力ある教育環境  74 

 施策方針５－１ 魅力ある教育の推進  75 

 施策方針５－２ 安全・安心な教育環境の確保  79 

 施策方針５－３ 放課後活動の整備  82 

 施策方針５－４ 充実した教育施設・設備  84 

 施策方針５－５ ＩＣＴ環境の整備  87 

６ 個別の支援が必要な児童生徒へのサポート  89 

 施策方針６－１ いじめ防止等対策の推進  90 

 施策方針６－２ 不登校児童生徒への支援の充実  94 

 施策方針６－３ インクルーシブ教育システムの構築  98 

７ 施策方針６－４ 切れ目のない支援体制の構築  100 

 施策方針６－５ 教育機会確保に向けた施策の充実  102 

    

参考資料   104 

１ 参考資料  105 

 １ 小・中学校児童生徒の推移  105 

 ２ 策定体制  106 

 ３ 第３次千葉市学校教育推進計画策定本部設置要綱  107 

２ ４ 策定スケジュール  109 

２ 用語解説  110 

 

 

第２章 第６次千葉市生涯学習推進計画 115 

 

総 論   117 

１ 生涯学習の理念  118 

２ 現状と課題  119 

 １ 全体の評価について（令和３年度）  119 

 ２ 各成果指標の現状について  119 

３ 生涯学習に関する市民の意識について  122 



 １ 千葉市生涯学習基礎調査概要  122 

 ２ 意識調査結果  123 

４ 第６次千葉市生涯学習推進計画策定について  130 

 １ 第６次千葉市生涯学習推進計画策定の基本方針  130 

 ２ 第６次千葉市生涯学習推進計画のあらたな視点  131 

 ３ 第６次千葉市生涯学習推進計画策定において留意すべき事項  131 

５ 第６次千葉市生涯学習推進計画の全体像  132 

 

各 論   137 

１ 学習活動のきっかけと場の提供  138 

 基本施策１－１ 生涯学習の普及啓発  138 

 基本施策１－２ 学習環境の整備  142 

２ 多様な学習機会の充実  146 

 基本施策２－１ 郷土や地域への愛着を深める学習機会の提供  146 

 基本施策２－２ 市民ニーズに対応した学習機会の提供  152 

 基本施策２－３ 現代的課題に対応する学習機会の提供  156 

３ 学習を生かした活力あるコミュニティづくり  161 

 基本施策３－１ 地域の担い手となる人材の発掘・育成  161 

 基本施策３－２ 市民の参加・協働による学習成果の活用  164 

 

参考資料   167 

１ 参考資料  168 

 １ 生涯学習施設  168 

 ２ 策定体制  170 

 ３ 策定経過  171 

２ 用語解説  172 

 

. 

  



 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序 章 

 

 

 

  



 
2 

 
 

１ 千葉市の教育行政について 
 

本市の教育施策は、「人間尊重の教育」を基調としており、学校教育については、平成２１

年度に学校教育推進計画を策定し、目指すべき子どもの姿である「夢と思いやりの心を持ち、

チャレンジする子ども」の実現を図るため、教育目標「自ら考え、自ら学び、自ら行動でき

る力をはぐくむ」を定め、第２次を経て様々な施策に取り組んできました。 

同様に、生涯学習については、平成５年度に「生涯学習推進基本構想」を策定し、平成７

年度から第５次にわたり生涯学習推進計画を策定し、生涯学習社会の実現を図るため、様々

な施策に取り組んできました。 

 

一方、中長期的な市政運営の基本指針となる「千葉市基本計画」（計画期間：令和５年度～

令和１４年度）が策定されるとともに、国において次期「教育振興基本計画」（計画期間：令

和５年度～令和９年度）の策定が進められています。 

 

本市の今後の教育行政の指針となる「第３次千葉市学校教育推進計画」及び「第６次千葉

市生涯学習推進計画」は、次期「教育振興基本計画」踏まえるとともに、「千葉市基本計画」

との整合性を考慮しながら策定しました。この２つの計画に沿って、本市の現状に即した教

育行政に取り組んでまいります。 

 

 １ 第３次千葉市学校教育推進計画・第６次千葉市生涯学習推進計画の位置づけ 

 

（１）法的な位置付け 

 「第３次千葉市学校教育推進計画」及び「第６次千葉市生涯学習推進計画」は、教育基本

法第１７条第２項に基づく、地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的

な計画として、策定するものです。 

 

（２）本市の計画行政における位置付け 

 本市の計画行政における個別部門計画として位置付け、本市の総合計画（基本構想・基本

計画・実施計画）と連携・整合を図ることとし、本計画に位置付ける個別事業の推進にあた

っては、実施計画への位置付けや毎年度の予算編成において、実施時期及び事業量を定めま

す。 

 

（３）千葉市の教育に関する大綱 との調和 

 地方公共団体の長は、総合教育会議の設置とともに、教育基本法第１７条第１項に規定す

る基本的な方針を参酌し、地域の実情に応じ、当該地方公共団体の「教育、学術及び文化の

振興に関する総合的な施策の大綱」を定めることとされています。 

 本市の「第３次千葉市学校教育推進計画」及び「第６次千葉市生涯学習推進計画」は、

「千葉市の教育に関する大綱」と調和した計画となっています。 
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市の総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の３層で構成 

「人とまち いきいきと幸せに輝く都市」の実現のために、将来を見据えた中長期的な市

政運営の基本方針を示し、必要な施策・取組みを、総合的かつ体系的に取りまとめた計画。 

千葉市総合計画の計画体系 

 

 

 基本構想 

基本計画 

実施計画 

●市政運営の指針として、変化の激しい時代であっても

変わることのない恒久的な都市づくりの基本理念・基

本目標及び望ましい都市の姿を示しています。 

〔基本理念〕人間尊重・市民生活優先 

〔基本目標〕人とまち いきいきと幸せに輝く都市 

●基本構想を実現するため、まちづくりの方向性などを

示す基本方針や今後の施策展開を示すものです。 

〔10年後に実現すべき千葉市の姿〕 

みんなが輝く 都市と自然が織りなす・千葉市 

●基本計画に基づく具体的な事業を示すものです。 

 

 

市政の特定課題等に対応するため各部局が策定する方針・計画 

第３次千葉市学校教育推進計画  令和５年度～令和１４年度 

第６次千葉市生涯学習推進計画  令和５年度～令和１４年度  他 

個別部門計画 

連 携 

本市の計画行政 参考 
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 ２ 第３次学校教育推進計画・第６次生涯学習推進計画の計画期間 

 

 両計画が中・長期的な視点に立った施策を明示するものであること、また、国の「第４期

教育振興基本計画」（令和５年度～令和９年度）の計画が令和５年度からであることを踏まえ

つつ、「千葉市基本計画」（令和５年度～令和１４年度）との整合を図るため、市基本計画と

同じ１０年間とします。ただし、令和９年度に中間見直しを図ります。また、社会状況の変

化等から、必要に応じて中途での部分修正を行うこともあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 第３次千葉市学校教育推進計画・第６次千葉市生涯学習推進計画の推進 

 

（１）ＰＤＣＡサイクル等に基づく計画の進行管理 

計画（Ｐｌａｎ）に基づく、実施（Ｄｏ）と確認・評価（Ｃｈｅｃｋ）、さらには改善行

動（Ａｃｔ）へと続くマネジメントを、適切に行います。 

両計画の評価にあたっては、成果指標の達成状況により評価することとし、計画策定時

の「令和４度末現状」に対し、「令和９度末中間目標」を明示し、各年度の決算時に計画の

進行管理を行い、公表します。そして、令和９年度に中間見直しを行い、「令和１４年度最

終目標」を設定し、同様に進行管理を行い、公表することとします。 

 

（２）中間年度におけるアクションプランの見直し 

両計画の期間が１０年間であることから、変化への対応と実行力のある計画とするため、

アクションプランについては、中間年度（令和９年度）での見直しを行うこととします。 

令和９年度に計画策定からの評価と検証を行い、令和１０年度からのアクションプラン

を再構築します。 

 

  

 

   

中間 
見直し 

千葉市基本計画 

千葉市学校教育推進計画 
千葉市生涯学習推進計画 

千葉市基本計画 

千葉市実施計画 

千葉市の教育に関する大綱 

教育振興基本計画
（国） 

第３次 
第６次 

第２次 第３次 

千葉市の教育 
に関する大綱 

年度 

計画 

令和 
５ 

年度 

令和 
６ 

年度 

令和 
１１ 
年度 

令和 
１０ 
年度 

令和 
７ 

年度 

令和 
８ 

年度 

令和 
９ 

年度 

令和 
１２ 
年度 

令和 
１３ 
年度 

令和 
１４ 
年度 

第１次 

第４期 
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第１章 

 

 

夢にチャレンジ 未来を拓け！ 
～すべての子どもたちの可能性を引き出す千葉市の学び応援プラン～ 

（第３次千葉市学校教育推進計画） 
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１ 現状と課題 
 

確かな学力の定着や規範意識の向上、地域の教育力を一層生かした教育活動の展開などの

課題を踏まえ、第２次学校教育推進計画（以下「第２次計画」）では、子どもを取り巻く状況

の変化に的確に対応した計画づくりを行うとともに、学校・家庭・地域・行政の四者が連携・

協働して学校教育を推進してきた。 

第２次計画の進捗状況は以下のとおり。 

 

 １ 全体の評価について（令和３年度） 

   

  アクションプランの進捗状況は「順調」の項目が多い一方で、成果指標の達成状況は「○」

の項目は少なく、実施している取組が成果として表れていない傾向が見られる。成果指標

の妥当性、成果指標とアクションプランとの整合性を見直すとともに、より効果の高い事

業を実施する必要がある。 

 
成果指標 アクションプラン 

 〇 × －  順調 遅れ 休止 

学校教育分野 54 ４ ２２ ２８ 108 ９４ １３ １ 

 

 

 

 

 ２ 各成果指標の状況について 

 

全体的な傾向としては、多くの成果指標において、ここ５年間それほど大きな変化がな

い状況であることが見て取れる。また、全国平均と比較しても大きく差がない指標が多い。 

一方、各成果指標を個別に見ていくと、以下のようなことが分かる。 

 

➢ 「学校の勉強がよくわかる児童生徒の割合（№１８）」 

中２については増加しているが、小３及び小５についてはほぼ横這いです。また、「学

校の勉強が好きだと思う児童生徒の割合（№１）」は、中２については増加している

が、小３及び小５については減少傾向である。学校の勉強がわかることが学校の勉強

を好きになることにつながっている可能性があると思われるが、本市としては「わか

る授業」の推進に力を入れており、これらの割合についてもっと伸ばしていく必要が

ある。 

 

➢ 「将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合（№８）」 

小６及び中３ともに減少傾向にあり、特に中３については、全国平均と比較して低く

なっている。「夢と思いやりの心を持つ」という本市が目指すべき子どもの姿を実現

するためには、これらの状況を着実に改善していく必要がある。 

 

 

 

成果指標 

○ 最終目標値（R3目標値）以上であるもの 

× 最終目標値（R3目標値）未満であるもの 

－ 達成率で評価しない（できない）もの 
  

アクションプラン 

順調 最終目標（R3目標）以上のもの 

遅れ 進捗状況に遅れが出ているもの 

休止 事業を休止したもの 
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➢ 「人の役に立つ人間になりたいと強く思う児童生徒の割合（№６）」 

「地域や社会をよくするために、何をすべきかを考えることがある児童生徒の割合

（№１０）」と共に増加傾向にあり、学校内外における多様な体験活動や地域との関

わりなどを通じて、主体的に社会・地域の形成に参画し、貢献しようとする資質・態

度の育成が進んでいることが分かる。 

 

➢ 体力や運動習慣、朝食喫食率等（№１１～１４） 

健やかな体の育成に関する指標については、全国平均や県平均と比較して総じて良好

な状況である。 

 

➢ 「小・中学校における特別支援学級の個別の教育支援計画作成の割合（№２０）」 

「『卒業後を見通した連続性のある教育が行われている』と答える特別支援学校の保

護者の割合（№２１）」と共に大幅に増加しており、特別支援教育の充実は順調に進ん

でいると考えられる。 

 

➢ 「全児童生徒数に対する不登校児童生徒の割合（№２３）」 

小・中学校の不登校児童・生徒数の割合は、増加傾向にあり、これらの状況の改善

は喫緊の課題である。 

 

なお、アンケートが実施されず評価ができない指標が多く、第３次学校教育推進計画（以

下「第３次計画））では同様の状況が発生することがないように留意する必要がある。 

 

 

≪追加資料について≫ 

➢ 「コンピュータなどのＩＣＴ機器を他の友達と意見交換したり、調べたりするために

使用している児童生徒の割合」 

   GIGAスクール構想による 1人１台端末が配付された直後（R3当初）であるが、小・中

学校共に全国平均値より低い。今後 1 人１台端末を活用した有効事例の横展開やこれ

ら実践の定着に向けた取組等ＩＣＴの効果的な活用の推進が必要である。 

 

➢ 「授業において、課題の解決に向け、自分で考え、自分から取り組んでいる児童生徒

の割合」 

中学校においては、増加傾向にあるが、小・中学校共に全国平均値（R3）にわずかに

及ばない。探究的な学びの充実が求められる。 

 

➢ 「「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりす

ることができている」と答えた児童生徒の割合」 

   小・中学校ともに増加傾向にはあるが、全国平均値（R3）にはわずかに及ばない。今

後も協働的な学びの充実に向けた取組が必要であると考えられる。 
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（１） 確かな学力を育てる 

 

１－１ 主体的に学ぶ力の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 成果指標 項目 
当初 目標 実績 

H27末 R3末 H28 末 H29末 H30 末 R1 末 R2末 R3末 

1 

学校の勉強が好

きだと思う児童

生徒の割合 

小 3 86.8% 
(H26 末) 

88.0% 87.0% 86.3% 86.3% 85.3% 85.4% 84.4% 

小 5 77.3% 
(H26 末) 

80.0% 77.3% 76.9% 74.6% 72.2% 73.8% 72.5% 

中 2 53.0% 
(H26 末) 

56.0% 49.8% 53.6% 54.8% 未実施 56.0% 55.6% 

千葉市学力状況調査 

№ 成果指標 項目 
当初 目標 実績 

H27末 R3末 H28 末 H29末 H30 末 R1 末 R2末 R3末 

2 
全国学力・学習状況調査 

における全国平均正答率

との比較 

小 6 +1.8 +2.5 0 +1.0 0 0 未実施 +0.5 

中 3 +1.9 +2.5 +1.0 0 0 0 未実施 +1.0 

全国学力・学習状況調査 

86.8%
87.0%
86.3%
86.3%
85.3%
85.4%
84.4%

77.3%
77.3%
76.9%

74.6%
72.2%
73.8%

72.5%

53.0%
49.8%

53.6%
54.8%

56.0%
55.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

当初(H26末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H26末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H26末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

小
３

小
５

中
２

№１ 学校の勉強が好きだと思う児童生徒の割合 
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１－２ 未来へ飛躍する力の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 豊かな人間性を育てる 

 

２－１ 豊かな心の育成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 成果指標 項目 
当初 目標  実績 全国

(R3) H27 末 R3 末 H28 末 H29 末 H30 末 R1 末 R2 末 R3 末 

5 

いじめは、どん

な理由があって

もいけないこと

だと思う児童生

徒の割合 

小 6 － － － － 95.9% 96.6% 未実施 96.3% 96.8% 

中 3 － － － － 93.8% 94.3% 未実施 94.8% 95.9% 

 全国学力・学習状況調査 

  

№ 成果指標 項目 
当初 目標 実績 

H27末 R3末 H28 末 H29末 H30 末 R1末 R2末 R3末 

3 

自分の考えや意見

を発表することが

得意な児童生徒の

割合 

小 6 49.0% 53.0% 48.2% 48.2%  
  

 

中 3 52.5% 55.0% 50.8% 51.0%   
 

 

全国学力・学習状況調査 

№ 成果指標 項目 
当初 目標 実績 

H27末 R3末 H28 末 H29末 H30 末 R1末 R2末 R3末 

4 

中学校卒業段階で

CEFR A1（英検３

級相当）以上の生

徒の割合 

中 3 50.0% 60.0% 46.6% 47.2% 46.8% 44.2% 未実施 44.5% 

千葉市教育委員会教育改革推進課調べ 

50.0%
46.6%
47.2%
46.8%

44.2%

44.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

中
３

№４ 中学校卒業段階で CEFR A1（英検３級相当）以上の生徒の割合 

95.9%
96.6%

96.3%

93.8%
94.3%

94.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

H30末
R1末
R2末
R3末

H30末
R1末
R2末
R3末

小
６

中
３

№５ いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思う児童生徒の割合 

H30～全国学力・学習状況調査質問 

事項から除外 
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№ 成果指標 項目 
当初 目標 実績 全国

(R3) H27 末 R3 末 H28 末 H29 末 H30 末 R1 末 R2 末 R3 末 

6 

人の役に立つ人

間になりたいと

強く思う児童生

徒の割合  

小 6 71.1% 80.0% 70.8% 67.5% 72.0% 73.8% 未実施 75.6% 75.4% 

中 3 72.4% 80.0% 67.1% 65.4% 68.9% 69.8% 未実施 73.2% 74.3% 

全国学力・学習状況調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 成果指標 項目 
当初 目標 実績 

H27末 R3 末 H28 末 H29 末 H30 末 R1末 R2末 R3末 

7 
読書習慣のある児

童生徒の割合 

小 3 49.5% 
(H26 末) 

55.0% 53.0% 50.4% 49.4% 48.7% 50.4% 47.5% 

小 5 
45.1% 
(H26 末) 52.5% 45.9% 48.1% 44.0% 44.1% 46.0% 42.4% 

中 2 46.7% 
(H26 末) 

52.5% 44.4% 44.5% 43.0% 未実施 44.2% 41.5% 

                           千葉市学力状況調査 

  

71.1%
70.8%

67.5%
72.0%
73.8%

75.6%

72.4%
67.1%

65.4%
68.9%
69.8%

73.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

小
６

中
３

№６ 人の役に立つ人間になりたいと強く思う児童生徒の割合 

49.5%
53.0%

50.4%
49.4%
48.7%
50.4%

47.5%

45.1%
45.9%
48.1%

44.0%
44.1%
46.0%

42.4%

46.7%
44.4%
44.5%

43.0%

44.2%
41.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

当初(H26末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H26末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H26末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

小
３

小
５

中
２

№７ 読書習慣のある児童生徒の割合 
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２－２ 社会的自立に向けた強い心の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 成果指標 項目 
当初 目標 実績 全国 

(R3) H27 末 R3 末 H28 末 H29 末 H30 末 R1 末 R2 末 R3 末 

8 

将来の夢や目標

を持っている児

童生徒の割合  

小 6 87.3% 90.0% 85.9% 85.4% 84.1% 84.7% 未実施 80.2% 80.3% 

中 3 71.3% 78.0% 69.3% 68.9% 71.3% 70.0% 未実施 65.4% 68.6% 

全国学力・学習状況調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 成果指標 項目 
当初 目標 実績 

H27末 R3末 H28 末 H29 末 H30 末 R1 末 R2末 R3末 

9 

色々なことに挑戦

している児童生徒

の割合 

小３ － － － － 83.6% 82.9% 82.7% 84.0% 

小５ － － － － 75.9% 75.3% 74.5% 74.9% 

中２ － － － － 73.0% 未実施 73.0% 72.8% 

                           千葉市学力状況調査 

  

87.3%
85.9%
85.4%

84.1%
84.7%

80.2%

71.3%
69.3%
68.9%

71.3%
70.0%

65.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

小
６

中
３

№８ 将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合 

83.6%
82.9%
82.7%
84.0%

75.9%
75.3%
74.5%
74.9%

73.0%

73.0%
72.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

H30末
R1末
R2末
R3末

H30末
R1末
R2末
R3末

H30末
R1末
R2末
R3末

小
３

小
５

中
２

№９ 色々なことに挑戦している児童生徒の割合 
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№ 成果指標 項目 
当初 目標 実績 全国 

(R3) H27 末 R3 末 H28 末 H29 末 H30 末 R1 末 R2 末 R3 末 

10 

地域や社会をよくす

るために、何をすべ

きかを考えることが

ある児童生徒の割合 

小 6 46.1% 48.0% － 42.7% 50.2% 53.9% 未実施 52.8% 52.4% 

中 3 32.3% 35.0% － 30.4% 37.6% 37.8% 未実施 38.3% 43.8% 

全国学力・学習状況調査 

 

（３） 健やかな体を育てる 

 

３－１ 心身の健康の保持増進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 成果指標 
項

目 

当初 目標 実績 県 

（R3） H27 末 R3 末 H28 末 H29 末 H30 末 R1 末 R2 末 R3 末 

11 

朝食を必ず食べ

る児童生徒の割

合 

小 90.8% 100.0% 89.6% 90.1% 89.7% 90.3% 89.1% 89.2% 89.0% 

中 87.6% 100.0% 87.1% 87.9% 86.5% 87.3% 85.6% 85.3% 87.3% 

千葉県学校給食実施状況調査 

 

46.1%

42.7%
50.2%

53.9%

52.8%

32.3%

30.4%
37.6%
37.8%

38.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

小
６

中
３

№１０ 地域や社会をよくするために、何をすべきかを考えることがある 

児童生徒の割合 

90.8%
89.6%
90.1%
89.7%
90.3%

89.1%
89.2%

87.6%
87.1%
87.9%

86.5%
87.3%

85.6%
85.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

小

中

№１１ 朝食を必ず食べる児童生徒の割合 
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№ 成果指標 
項

目 

当初 目標 実績  県 

(R3) H27 末 R3 末 H28 末 H29 末 H30 末 R1 末 R2 末 R3 末 

12 

１２歳児（中学

１年生）で、む

し歯のない生徒

の割合 

  67.3% 75.0% 68.4% 69.4% 70.2% 71.9% 73.6% 74.8% 73.4% 

千葉市学校保健統計 

  

67.3%
68.4%
69.4%
70.2%
71.9%
73.6%
74.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

№１２ １２歳児（中学１年生）で、むし歯のない生徒の割合 
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３－２ 体力の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 成果指標 項目 
当初 目標 実績 

県(R3) 
H27 末 R3 末 H28 末 H29 末 H30 末 R1 末 R2 末 R3 末 

13 

全国体力・運

動能力、運動

習慣等調査に

おいて、各学

年・男女別・

種目で全国平

均を上回る割

合 

小男子 81.2% 95.8% 70.8% 75.0% 75.0% 75.0% 未実施 50.0% 39.6% 

小女子 93.7% 100.0% 91.7% 75.0% 75.0% 62.5% 未実施 75.0% 50.0% 

中男子 58.3% 75.0% 37.5% 87.5% 87.5% 87.5% 未実施 50.0% 25.0% 

中女子 58.3% 87.5% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0% 未実施 100.0% 37.5% 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査 

  

81.2%
70.8%

75.0%
75.0%
75.0%

50.0%

93.7%
91.7%

75.0%
75.0%

62.5%

75.0%

58.3%
37.5%

87.5%
87.5%
87.5%

50.0%

58.3%
75.0%

100.0%
100.0%
100.0%

100.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

小
男
子

小
女
子

中
男
子

中
女
子

№１３ 全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、各学年・

男女別・種目で全国平均を上回る割合 
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№ 成果指標 項目 
当初 目標 実績 

国(R3) 
H27 末 R3 末 H28 末 H29 末 H30 末 R1 末 R2 末 R3 末 

14 

１週間の総運

動時間が６０

分以上の割合 

小 5 

男子 
94.6% 96.7% 94.6% 93.8% 93.6% 92.9% 未実施 93.6% 91.2% 

小 5 

女子 
89.6% 94.5% 90.3% 89.6% 87.6% 87.7% 未実施 86.1% 85.5% 

中 2 

男子 
91.6% 92.7% 92.7% 93.0% 93.3% 92.9% 未実施 92.4% 92.5% 

中 2 

女子 
80.5% 84.5% 80.6% 82.5% 80.2% 79.7% 未実施 81.5% 82.2% 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査 

 

  

94.6%
94.6%
93.8%
93.6%
92.9%

93.6%

89.6%
90.3%
89.6%

87.6%
87.7%

86.1%

91.6%
92.7%
93.0%
93.3%
92.9%

92.4%

80.5%
80.6%
82.5%

80.2%
79.7%

81.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

小
５
男
子

小
５
女
子

中
２
男
子

中
２
女
子

№１４ １週間の総運動時間が６０分以上の割合 
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（４） 子どもの学びを支える環境を整える 

 

４－１ 安全・安心な教育環境の確保 

 

№ 成果指標 
当初 目標 実績 

H27末 R3末 H28 末 H29 末 H30 末 R1 末 R2末 R3末 

15 

登下校時の見守り

など地域の人の関

わりが多いと感じ

る市民の割合 

－ － － － 22.9% 未実施 未実施 

アンケ

ート項

目変更

のため

未実施 

                       千葉市まちづくりアンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 成果指標 
当初 目標 実績 

H27末 R3末 H28 末 H29 末 H30 末 R1 末 R2末 R3末 

16 

学校セーフティウ

ォッチャーの登録

者数 

26,855 人 
(H26 末) 

30,000 人 26,469 人 25,800 人 26,265 人 25,149 人 24,341 人 22,909 人 

千葉市教育委員会学事課調べ 

 

４－２ 魅力ある学校づくりの推進 

 

№ 成果指標 
当初 目標 実績 

H27末 R3末 H28 末 H29 末 H30 末 R1 末 R2末 R3末 

17 

子どもが小・中学

校で充実した教育

を受けられると感

じる市民の割合 

－ － － － 35.5% 未実施 未実施 44.0% 

                      千葉市まちづくりアンケート 

 

  

26,855
26,469

25,800
26,265

25,149
24,341

22,909

0人 5,000人 10,000人 15,000人 20,000人 25,000人 30,000人

当初(H26末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

№１６ 学校セーフティウォッチャーの登録者数 



 
19 

（５） 信頼される教職員が子どもと向き合う環境を整える 

 

５－１ 教職員の資質・指導力の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 成果指標 項目 
当初 目標 実績 

H27末 R3末 H28 末 H29末 H30 末 R1末 R2末 R3末 

18 

学校の勉強がよ

くわかる児童生

徒の割合 

小 3 90.6% 
(H26 末) 

92.0% 90.6% 90.4% 90.6% 90.1% 90.1% 90.2% 

小 5 86.7% 
(H26 末) 

90.0% 87.9% 87.7% 87.1% 85.7% 88.4% 87.8% 

中 2 68.4% 
(H26 末) 

75.0% 69.4% 71.2% 72.4% 未実施 77.5% 78.2% 

千葉市学力状況調査 

 

５－２ 「チーム学校」の実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 成果指標 
当初 目標 実績 

H27 末 R3末 H28末 H29 末 H30 末 R1 末 R2末 R3末 

19 

教員一人当たり

の勤務時間を除

く在校時間の月

平均時間数 

－ 39 時間 56 時間 49 時間 54 時間 

 

49 時間 

 

45 時間 44 時間 

千葉市教育委員会教育職員課調べ 

  

90.6%
90.6%
90.4%
90.6%
90.1%
90.1%
90.2%

86.7%
87.9%
87.7%
87.1%

85.7%
88.4%
87.8%

68.4%
69.4%
71.2%
72.4%

77.5%
78.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

当初(H26末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H26末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H26末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

小
３

小
５

中
２

№１８ 学校の勉強がよくわかる児童生徒の割合 

56
49

54
49

45
44

0時間 10時間 20時間 30時間 40時間 50時間 60時間

H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

№１９ 教員一人当たりの勤務時間を除く在校時間の月平均時間数 
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（６） 多様な教育的支援の充実を図る 

 

６－１ 特別支援教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 成果指標 
当初 目標 実績 

H27末 R3 末 H28 末 H29 末 H30末 R1末 R2末 R3末 

20 

小・中学校における特別

支援学級の個別の教育支

援計画作成の割合 

39.1% 100% 84.4% 95.3% 90.5% 未実施 96.5% 98.3% 

千葉市教育委員会教育支援課調べ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 成果指標 
当初 目標 実績 

H27末 R3 末 H28 末 H29 末 H30末 R1末 R2末 R3末 

21 

「卒業後を見通した連続

性のある教育が行われて

いる」と答える特別支援

学校の保護者の割合 

67.6% 90.0% 76.6% 75.0% 83.3% 81.1% 80.8% 74.8% 

千葉市教育委員会教育支援課調べ 

 

  

39.1%
84.4%

95.3%
90.5%

96.5%
98.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

№２０ 小・中学校における特別支援学級の個別の教育支援計画作成の割合 

67.6%
76.6%

75.0%
83.3%

81.1%
80.8%

74.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

№２１ 「卒業後を見通した連続性のある教育が行われている」と答える 

特別支援学校の保護者の割合  



 
21 

６－２ いじめや不登校の未然防止と早期発見・解消 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 成果指標 項目 
当初 目標 実績 

H27末 R3末 H28 末 H29 末 H30 末 R1末 R2末 R3末 

22 

がんばったことを、

先生や友達からほめ

られることがよくあ

る児童生徒の割合 

小５ － － － － 58.0% 58.8% 62.5% 62.8% 

中２ － － － － 63.1% 未実施 66.9% 67.9% 

千葉市学力状況調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 成果指標 項目 
当初 目標 実績 

全国 
H27 末 R3 末 H28 末 H29 末 H30 末 R1 末 R2 末 R3 末 

23 

全児童生徒数に対

する不登校児童生

徒の割合 

小 
0.46% 0.35% 0.49% 0.52% 0.57% 0.70% 0.86% 0.81% 1.00% 
(H26 末)  (H27 末) (H28 末） (H29 末） (H30 末) (R1末) (R2末) 

中 
2.38% 2.20% 2.49% 2.67% 3.05% 3.42% 3.59% 3.09% 4.09% 
(H26 末)  (H27 末) (H28 末） (H29 末） (H30 末) (R1末) (R2末) 

千葉市教育委員会教育支援課調べ 

 

  

58.0%
58.8%

62.5%
62.8%

63.1%

66.9%
67.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

H30末
R1末
R2末
R3末

H30末
R1末
R2末
R3末

小
５

中
２

№２２ がんばったことを、先生や友達からほめられることがよくある 

児童生徒の割合   

0.46%
0.49%
0.52%
0.57%
0.70%
0.86%
0.81%

2.38%
2.49%
2.67%
3.05%
3.42%
3.59%
3.09%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

当初(H26末)
H27末
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末

当初(H26末)
H27末
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末

小

中

№２３ 全児童生徒数に対する不登校児童生徒の割合 
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№ 成果指標 項目 
当初 目標 実績 

全国 
H27 末 R3 末 H28 末 H29 末 H30 末 R1 末 R2 末 R3 末 

24 いじめ解消率 

小 
82.2% 90.0% 87.9% 89.2% 68.9% 62.3% 74.5% 60.6% 

77.5% 
(H26 末)  (H27 末) (H28 末） (H29 末） (H30 末) (R1末) (R2末) 

中 
80.3% 87.0% 89.6% 91.7% 81.8% 66.7% 61.3% 60.6% 76.9% 
(H26 末)  (H27 末) (H28 末） (H29 末） (H30 末) (R1末) (R2末) 

千葉市教育委員会教育支援課調べ 

 

 

 

※「№２４ いじめ解消率」補助資料（施策方針６－１参照） 

  

  

【認知件数】

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度

小学校 471 529 623 937 1468 1305 1947

中学校 313 301 269 252 400 282 527

計 784 830 892 1189 1868 1587 2474

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度

いじめの認知件数の推移

小学校 中学校 計

82.2%
87.9%
89.2%

68.9%
62.3%

74.5%
60.6%

80.3%
89.6%
91.7%

81.8%
66.7%

61.3%
60.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

当初(H26末)
H27末
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末

当初(H26末)
H27末
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末

小

中

№２４ いじめ解消率 
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６－３ 学習や社会生活が困難な子どもへの支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 成果指標 項目 
当初 目標 実績 全国 

(R3) H27 末 R3 末 H28 末 H29 末 H30 末 R1 末 R2 末 R3 末 

25 

家で、自分で計画を

立てて勉強すること

を全くしていない児

童生徒の割合 

小 6 10.3% 9.0% 10.7% 10.7% 9.0% 6.1% 未実施 7.5% 6.1% 

中 3 17.8% 14.0% 16.4% 16.5% 14.3% 13.8% 未実施 10.5% 9.4% 

全国学力・学習状況調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 成果指標 項目 
当初 目標 実績 

H27末 R3末 H28末 H29 末 H30 末 R1末 R2末 R3末 

26 

日本語指導が必要な帰

国・外国人児童生徒で

指導を受けている割合 

小 90.5% 
(H26 末) 

92.0% 90.8% 91.4% 91.9% 100% 100% 100% 

中 93.4% 
(H26 末) 

95.0% 93.7% 98.5% 98.5% 100% 99.5% 98.3% 

千葉市教育委員会教育指導課調べ 

  

10.3%
10.7%
10.7%

9.0%
6.1%

7.5%

17.8%
16.4%
16.5%

14.3%
13.8%

10.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

小
６

中
３

№２５ 家で、自分で計画を立てて勉強することを全くしていない 

児童生徒の割合 

90.5%
90.8%
91.4%
91.9%

100.0%
100.0%
100.0%

93.4%
93.7%

98.5%
98.5%
100.0%
99.5%

98.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

当初(H27末)
H28末
H29末
H30末
R1末
R2末
R3末

小
６

中
３

№２６ 日本語指導が必要な帰国・外国人児童生徒で指導を受けている割合 
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 (７) 地域社会全体で子どもの成長を支える 

 

７－１ 地域とともにある学校づくりの推進 

 

№ 成果指標 
当初 目標 実績 

H27 末 R3末 H28 末 H29末 H30 末 R1 末 R2末 R3末 

27 

この１年間に、

小・中学校を支

援する活動に参

加した市民の割

合 

－ － － － 2.8% 未実施 未実施 

アンケー

ト項目変

更のため

未実施 

                       千葉市まちづくりアンケート 

 

№ 成果指標 
当初 目標 実績 

H27 末 R3末 H28 末 H29末 H30 末 R1 末 R2末 R3末 

28 

学 校 と 保 護 者

会・町内自治会

などが連携・協

働する体制がで

きていると感じ

る市民の割合 

－ － － － 17.4% 未実施 未実施 

アンケー

ト項目変

更のため

未実施 

                       千葉市まちづくりアンケート 

 

※ 目標「－」・・・中間見直しにより項目を変更したため設定されていません。 

 

≪追加資料≫ 

成果指標 項目 
実績 全国 

(R3) H28 H29 H30 R1 R2 R3 

コンピュータなどの

ICT 機器を他の友達と

意見交換したり、調べ

たりするために使用し

ている児童生徒の割合 

小 6 － － － － － 29.8% 39.0% 

中 3 － － － － － 18.5% 34.8% 

全国学力・学習状況調査 

 

 

 

成果指標 項目 
実績 全国 

(R3) H28 H29 H30 R1 R2 R3 

授業において、課題の

解決に向け、自分で考

え、自分から取り組ん

でいる児童生徒の割合 

小 6 － － 75.1% 77.0% 未実施 76.5% 78.2% 

中 3 － － 73.7% 74.2% 未実施 78.0% 81.0% 

全国学力・学習状況調査 

成果指標 項目 
実績 全国 

(R3) H28 H29 H30 R1 R2 R3 

「学級の友達との間で

話し合う活動を通じ

て、自分の考えを深め

たり、広げたりするこ

とができている」と答

えた児童生徒の割合 

小 6 68.9% 68.1% 76.5% 73.8% 未実施 76.2% 78.8% 

中 3 63.0% 64.2% 74.4% 72.1% 未実施 76.5% 77.8% 

全国学力・学習状況調査 
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２ 保護者や教職員の意識について 
 

 １ 意識調査概要 

 

計画策定にあたり、学校教育に関する基本的なニーズを把握するため、保護者及び教職

員に意識調査を行った。 

  【実施期間】令和３年６月１４日（月）～７月５日（月）  

  【調査対象】・市立小学校５年生（抽出校各区３校 計１８校）、 

市立第二養護学校５年生の保護者 

           ・市立中学校２年生（抽出校各区３校 計１８校）、 

市立養護学校中学部２年生の保護者 

        ・市立千葉高等学校、市立稲毛高等学校、 

市立高等特別支援学校２年生の保護者 

        ・上記対象学校の全教職員 

    【回答方法】Google フォームによる電子回答 

   【回 答 数】２，８８６（保護者２，１２４、教職員７６２） 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

明るく元気だ

優しさや思いやりがある

社会のきまりや約束したことを守っている

何事もまじめに取り組むことができる

自分らしさを持っている

他者と協力して物事に取り組む

やる気がある

周囲の人や社会の役に立とうとする気持ちがある

自分の気持ちをコントロールできる

好奇心旺盛で様々なことに興味を持っている

粘り強く、最後までやりとげる

食事や睡眠など、規則正しい生活をしている

自分から学習する態度が身についている

新しいことにチャレンジする

自己肯定感が高い

古くからのものを大切にする

人間関係を築くのが上手である

体力がある

自分ひとりで選択や判断をする力がある

自分の気持ちを相手にうまく伝えられる

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない

 ２ 意識調査結果 

 

（１）最近の子どもの印象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 

➢ 肯定的な回答の上位には、「明るく元気だ」、「優しさや思いやりがある」、「社会のきま

りや約束したことを守っている」、「何事もまじめに取り組むことができる」が挙げら

れる。元気で優しく、決まりを守りまじめであるという子ども像が浮かび上がる。 

➢ 否定的な回答の上位には、「自分の気持ちを相手にうまく伝えられる」、「自分一人で

選択や判断をする力がある」、「人間関係を築くのが上手である」が挙げられる。一人

で判断することや他者と関わることが苦手であるという印象が強いことが分かる。 
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73

54

39

37

36

33

29

26

21

20

19

18

18

13

12

12

11

8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

コミュニケーション能力

他人を思いやる心、他者に感動する心

社会を生きる基礎的な知識や技能

多様な考えを認め合う力

健康で安全な生活を営む力

自己肯定感が高い、前向きに取り組む態度

論理的に考える力、多面的に考える力

規範意識を持ち、社会のルールやマナーを守る

語学力や国際感覚を持ち、様々な国の人々と協調できる

災害など予期せぬことに適切に対応する力

主体的に物事に取り組む力

課題を発見し解決する力

読解力や情報活用能力

高い志や強い意欲を持つ

ICTを活用する力

自然や環境を大切にする心

豊かな表現力

リーダーシップ、責任感

（２）これからの社会を生きるために、特に子どもに必要だと思われる資質・能力について

（５つまで選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※回答者率（％）・・・全回答者のうち、その項目を選択した率 

 

【考察】 

➢ 「コミュニケーション能力」との回答がひときわ多く、「多様な考えを認め合う力」も

上位となっており、他者と関わり合うための力が重視されていることが分かる。一方、

（１）の回答では、他者と関わることが苦手である印象が強いという結果が出ており、

これらの力の育成が喫緊の課題である。 

➢ 「社会を生きる基礎的な知識や技能」、「他人を思いやる心、他者に感動する心」、「健

康で安全な生活を営む力」も多く回答を得ており、いわゆる知・徳・体の基本的な部

分の大切さを感じている者が多いことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

回答者率（％） 
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65

56

54

53

48

46

37

34

27

15

14

7

0 10 20 30 40 50 60 70

子どものやる気を引き出し、意欲を高める

子どもの悩みや思いを受けとめ支援する

基礎を大切にし、わかりやすい授業をする

子どもから信頼され、尊敬される人格を持っている

人間性が豊かで、熱意をもって指導している

公正・公平に子どもを評価する

子ども一人一人に応じた指導をする

子どもにとって安全・安心な居場所を提供する

子どもに基本的な生活習慣や態度を身につけさせる

集団をまとめ適切な指導をする

高い専門性を持って指導をする

保護者の相談に気軽に応じる

（３）どのような教員が望ましいと考えるか（５つまで選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 

➢ 「子どものやる気を引き出し、意欲を高める」、「子どもの悩みや思いを受けとめ支援

する」、「基礎を大切にし、わかりやすい授業をする」、「子どもから信頼され、尊敬さ

れる人格を持っている」という順に回答が多く、子どもに寄り添い、やる気を引き出

し、わかりやすい授業をする教員が求められていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者率（％） 
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44

40

33

31

28

28

26

24

23

22

22

21

21

17

16

16

11

10

9

4

3

0 10 20 30 40 50

社会性を備えた豊かな心の育成への取組

基礎学力向上への取組

個に応じた学びへの取組

キャリア教育の充実への取組（※１）

教職員が各々の職務に専念できる体制の整備への取組（※２）

いじめや不登校等の問題解消のための積極的な取組

教職員の柔軟な配置や特色ある教育活動など学習環境の整備への取組

事故のない安全・安心な学校づくりへの取組

全ての子どもが等しく学べるように、多様な教育的支援の充実への取組

体力の向上や健やかな体の育成への取組

子どもの居場所としての学校づくりへの取組

ICTを活用した教育の充実への取組

基本的な生活習慣やルール・マナーを身に付けさせる取組

STEAM教育の充実への取組（※３）

読解力や情報活用能力の育成への取組

国際社会に通用する主体性や発信力を高める教育の充実への取組

科学的な好奇心や探究心を育む教育への取組

特別支援教育の充実への取組

学校施設の機能の充実への取組

主権者の１人として自覚を深めていく学びへの取組

郷土に誇りを持つ子どもの育成への取組

（４）今後の学校教育施策で重要だと思うものについて（５つまで選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 社会人として自立した人を育てる、将来に向けて希望を持ち夢を描くための教育（キャリア教育）の充

実への取組 

※２ 質の高い教職員を確保し、教職員が各々の職務に専念できる体制の整備への取組 

※３ 各教科での学習を実社会の問題発見・解決にいかしていくための教科横断的な教育（STEAM 教育）の充実

への取組 
 

【考察】 

➢ 「社会性を備えた豊かな心の育成への取組」が最も回答が多く、（２）の回答でも重視

されたとおり、他者と関わり合うための力の育成や「徳」に関する取組が最も大切で

あると考えられていることが分かる。 

➢ 次いで、「基礎学力向上への取組」、「個に応じた学びへの取組」の回答が多く、児童生

徒一人一人に寄り添った「わかる授業」の推進などが求められていると考えられる。 

➢ さらに、「キャリア教育」が多く挙げられており、千葉市が目指すべき子どもの姿にも

掲げられるように、将来に向けて夢を描くための教育が必要とされている。 

➢ また、「質の高い教職員を確保し、教職員が各々の職務に専念できる体制の整備への

取組」、「いじめや不登校等の問題解消のための積極的な取組」、「教職員の柔軟な配置

や特色ある教育活動など学習環境の整備への取組」の回答も多く、これらの取組への

関心が高いことが伺える。 

 

 

回答者率（％） 



 
30 

 

３ 第３次計画策定について 
 

 １ 第３次計画策定の基本方針 

 

（１）第２次計画の課題への対応 

第２次計画では、１０８のアクションプランは順調に進んでいるものの、５４の成果

指標の達成につながっていないことが課題となっており、理由として以下のことが考え

られる。 

➢ 網羅的にアクションプランが並んでおり、成果指標の達成に真に必要なものとなって

いない。 

➢ アクションプランの実施に尽力しているが、最終的な目標を意識できていない。 

➢ 学校現場の教職員に目標等の共有が十分になされていない。 

 

こうした課題を解消するために、第３次計画では以下のことに留意して検討を行うこ

ととする。 

➢ 単なる施策の羅列にせず、本市の教育が目指すべきものをしっかり見据えた上で、そ

の実現のための計画となるよう再構築する。 

➢ 学校現場や保護者、地域への周知に力を入れる（計画概要の作成等）。 

 

（２）第２次計画の継承 

「目指すべき子どもの姿」及び「教育目標」については、第１次千葉市学校教育推進計

画から第２次計画に継承しており、公教育の安定性・継続性を踏まえ、第３次計画におい

ても基本的に継承する。（本市の次期基本計画を踏まえ、「チャレンジする子ども」を「未

来を拓く子ども」に修正する。） 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目指すべき子どもの姿 

夢と思いやりの心を持ち、未来を拓く子ども 

教育目標 

自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ 
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（３）第３次計画の構成 

①計画の体系化 

計画を体系的に捉えられるよう、各柱を束ねる大分類を新たに創設する。 

※P34「４ 第 3 次計画の全体像」参照 

 

②主観指標の在り方 

主観指標はできるだけ無くすべきとの考えもあるが、国の計画や他市の計画にも主

観指標は多く存在する。また、主観指標といってもその内容は様々である。主観指標全

てを排除するのではなく、真に必要なものは残し、評価の対象とする。 

 

③施策の精選 

目標達成のために真に必要な施策を精選する。 

 

④施策の大括り化 

各施策がばらばらに推進されており、施策間での連携ができていない状況を踏まえ、

関連する施策はできる限り大きな括りとして捉え直す。 

 

 

 ２ 第３次計画が目指す学校教育の姿 

 

（１）社会の現状と子どもたちに求められる資質・能力 

➢ 人工知能（AI）、ビッグデータ等の先端技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に

取り入れられた Society５．０時代が到来しつつある。Society５．０時代は「予測困

難な時代」であると言われており、私たち一人一人、そして社会全体が答えのない問

いにどう立ち向かうのかが問われている。 

➢ こうした時代にあって、子どもたちには、 

・どのような未来を創っていくか主体的に考え、 

・目の前の事象から解決すべき課題を見出し 

・多様な意見を尊重し、様々な立場の者と協働的に議論し、 

・最適解や納得解を生み出す 

ことができる力を育成することが必要であるとされている。 

 

 

（２）子どもたちの現状と保護者や教職員の意識 

➢ 本市で育つ子どもたちの現状を見てみると、元気で優しく、決まりを守りまじめであ

り、他者や社会の役に立ちたいという思いを持っている子どもたちが多いものの、一

方で、他者と関わることが苦手であり、将来の夢や目標を持っている子どもたちが減

少しているという状況である。 

➢ また、本市の保護者や教職員は、これからの社会を生きるために子どもに特に必要な

能力として、コミュニケーション能力や他者を思いやる心などをはじめとした知・徳・

体に係る基本的な力が大切であると考えており、これらを着実に育成するとともに、

将来に向けて希望を持ち夢を描くための教育を必要としていることが分かった。 
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（３）目指すべき学校教育の姿 

➢ 本市で学ぶ子どもたちは実に多様である。「みんな違ってみんないい」。そうした一人

一人の個性を教職員がしっかりと理解し、それぞれに寄り添った個別最適化された教

育を行うことにより、知・徳・体に係る基本的な力をバランスよく育成することが重

要である。 

➢ また、こうした教育を実現するため、各学校では、全教職員が協調して自校の学校教

育目標の具現化を図り、学校全体で子どもの学びを支えることにより、「自ら考え、自

ら学び、自ら行動できる力」の育成を目指す。 

➢ 本市で育つ全ての子どもが、自分の良さや可能性を認識し伸ばすとともに、一人一人

が夢を持ち、多様な人々と協働しながら様々な困難をたくましく乗り越え、豊かな人

生を切り拓いていくことができるよう、取組を進めていく。 

 

 

 ３ 第３次計画策定において留意すべき事項 

第３次計画に位置付けられる各施策に共通して重要とされる考え方として以下のとおり

示す。 

 

（１）人間尊重 

人間尊重の教育を基調とし、子どもたち一人一人を尊重することが重要である。施策

の推進にあたっては、教職員が児童生徒を大切にすることはもちろんであるが、学校は

児童生徒に加え教職員を大切にし、教育委員会は児童生徒や教職員に加え学校を大切に

するという、それぞれがそれぞれの立場で互いに尊重し合いながらつながっていくこと

が重要である。 

 

（２）人権尊重 

子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約である「児童の権利に

関する条約（子どもの権利条約）」では、子どもの権利を「生きる権利」、「育つ権利」、「守

られる権利」、「参加する権利」とするとともに、「命を守られ成長できること」、「子ども

にとって最もよいこと」、「意見を表明し参加できること」、「差別のないこと」を一般原則

として掲げている。こうした子どもの権利が守られ、すべての子どもが健やかに育つこ

とができることを目指す。 

 

（３）すべては子どもたちのために 

学校教育として行う様々な取組はすべて、言うまでもなく子どもたちのために行うも

のであり、常にその視点を忘れることなく取組を進める。 

 

（４）主体性 

学習指導要領では、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進が求め

られ、子どもたちが主体的に学習に取り組む態度を養うことが重要であるとされている。

複雑で困難な時代であっても、子どもたちが自ら考え、自ら学び、主体的に判断し、自ら

の将来の生き方を考えるなど、幸福な人生を切り拓くために必要な力を育んでいく。 

また、各学校における創意工夫を生かした特色ある教育活動を推進するため、教育委

員会はそれらの学校の主体的な取組を尊重し、支援していくことが重要である。 
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（５）多様性 

多様化する子どもたち一人一人と向き合い、誰一人取り残すことない教育を実現する

とともに、子どもたち自身も、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様性を認

め合うことができることを目指す。  

 

（６）新しいスタイルの学校教育 

Society５．０の時代を迎え、GIGAスクール構想をはじめ、学校教育はこれまで直面し

たことがないほどの変化が求められる時期が到来している。個別最適な学びと協働的な

学びの一体的充実や、対面指導と遠隔・オンライン教育のハイブリッド化など、従来の枠

組みにとらわれない新しいスタイルの学校教育の確立を目指す。 

 

（７）持続可能性 

「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向け、国連サ

ミットで採択された持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）を踏

まえた取組を進める。 

本市の学校教育自体の持続可能性という観点からは、教職員の多忙化が深刻な状況で

あることを踏まえ、教職員の働き方改革に向けた取組を着実に進めていく。 

 

（８）学校・家庭・地域・行政の連携・協働 

学校・家庭・地域・行政の四者が連携・協働・分担する体制の構築により、社会・地域

全体で子どもの学びを支援する取組や地域とともにある学校づくりを進める。また、政

治、経済、科学など様々な分野において、子どもが社会・地域と関わり合うことができる

機会を大切にする。 

 

（９）行政資源の最大限の有効活用 

計画を実施する際には、特に財源及び人員が無限ではないことを踏まえ、行政資源を

施策に優先順位を付けて投入し、最大限に有効活用する。 
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質の高い
教職員

魅力ある
教育環境

個別の支
援が必要
な児童生
徒へのサ
ポート

１

「わかる授業」の
推進に向けた新し
いスタイルの学校
教育の確立

２
思いやりの心の育
成と一人一人の夢
の実現

５

特色ある教育活動
とソフト・ハード
両面における魅力
的で充実した環境
の整備

確かな学
力の育成

豊かな心
の育成

健やかな
体の育成

３
生涯にわたり健や
かに生きるための
土台の育成

４

教職員のキャリア
ステージに応じた
研修の充実と働き
方の抜本的改革

６

一人一人に寄り
添った誰一人取り
残すことのない教
育の実現

施策展開の柱（６本）

Ⅰ

児
童
生
徒
の
資
質
能
力
の
育
成
に
つ
い
て

Ⅱ

児
童
生
徒
の
育
成
を
支
え
る
教
育
環
境
の
整
備
に
つ
い
て

■目指すべき

子どもの姿■

夢と思いやり

の心を持ち、
未来を拓く

子ども

■教育目標■

自ら考え、

自ら学び、

自ら行動できる

力をはぐくむ

 

  以上を踏まえ、第３次計画の全体像を以下のとおり整理する。 

まず、教育目標である「自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ」ために必要

な資質・能力として、「１確かな学力」、「２豊かな心」、「３健やかな体」の３つを柱として

設定しその育成に努める。また、それらの育成を支えるのは、「４質の高い教職員」と「５

魅力ある教育環境」の両輪であると考え、これらを柱として設定し、家庭・地域との連携

を基盤に取組を進める。さらに、「６個別の支援が必要な児童生徒へのサポート」を柱とし

て設定し、誰一人取り残すことのない環境の実現を目指していく。 

 

 

  

４ 第３次計画の全体像 
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以上の６つの柱を設定するとともに、計画を体系的に捉えられるよう、６つの柱を「Ⅰ

児童生徒の資質能力の育成について」と「Ⅱ児童生徒の育成を支える教育環境の整備につ

いて」の２つに分類する。 

  本計画に沿って、Socieity5.0 に対応したＩＣＴの効果的な活用等を通じ、子どもたち

が主体的に他者と協働して取り組む探究的な学びを充実させ、夢や希望を抱きながら成長

できる学びを実現する。 

 

 

  

小学校・中学校の連携や小中一貫

教育の推進

市立高等学校・中等教育学校の教

育の充実

学校適正配置の推進

地域等関係者との連携体制の強化

学校総合防災マニュアルの改訂

アフタースクールの拡充

外壁改修工事の実施

バリアフリー環境整備

ネットワーク回線の増強

情報モラル研修の充実

メディアリテラシーについての情

報発信

いじめ対応の校内研修のための要

請訪問

専門人材の配置拡充

小学生ライトポートの設置と機能

拡充

スクールカウンセラーの配置時間

の拡充

スクールソーシャルワーカーの配

置拡充

「交流及び共同学習」の実施

特別支援連携協議会の充実

公立夜間中学に係る学び直し応援

プランの策定及び支援体制の構築

日本語指導における多様な人材や

場の活用

「わかる授業」の推進

少人数学級・少人数指導の推進

学力状況調査の実施と活用

小学校高学年における一部教科担

任制の充実

ICTを活用した授業改善

教職員向けICT研修の充実

デジタル教科書の活用

探究的な学習の充実

【施策方針1-1】

＜基礎学力の定着＞

【施策方針1-2】

＜ICTを活用した

　　　　　学びの充実＞

【施策方針1-3】

＜探究的な学びの推進＞

【施策方針2-1】

＜思いやりの心と

　　自己肯定感の育成＞
【施策方針2-2】

＜多様な他者と協働

　　していく力の育成＞
【施策方針2-3】

＜夢や目標に向けた

　　　　　学びの実現＞

【施策方針3-3】

＜健康的な生活のため

　の資質・能力の育成＞

【施策方針3-2】

＜食育の推進＞

【施策方針3-1】

＜学校体育の充実＞

【施策方針6-5】

＜教育機会確保

　に向けた施策の充実＞

【施策方針6-4】

＜切れ目のない

　　　支援体制の構築＞

主なアクションプラン
（全８５事業中）

道徳教育の推進

人権教育の推進

国際教育の推進

体験学習の充実

文化芸術に触れる機会の充実

環境教育の推進

社会参画意識の育成

キャリア教育推進のための校内指

導の充実

職業体験学習の推進

体力つくり活動の充実

中学校運動部活動指導員・民間指

導者の派遣

運動習慣を身に付ける取組

健康の保持増進を図る取組

食文化や食の歴史を尊重する心の

育成

睡眠リズムを整える学習

歯と口の健康づくりの推進

校内外の研修の充実

派遣研修等の積極的な活用

「学校における働き方改革プラ

ン」による改革推進

学校の業務・行事の精選

専門スタッフ等の活用

予測困難な時代において、子どもたちが次代を切り拓いていくため、基礎的・基本的な知識・技能を習得させ、これらを活用して課題を解決する

ために必要な思考力・判断力・表現力等を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を育成し、確かな学力を身に付けさせる。また、主体的・

対話的で深い学びの視点から授業改善に取り組み、学力の把握に基づいたきめ細かな指導の充実を図る。

特に、情報化が加速度的に進む中、GIGAスクール構想が進められ、令和３年度から一人一台端末による教育活動がスタートした。これらの端末を

有効活用することにより、協働的な学び、創造性を育む教育、効果的な個別学習の充実など一人一人の子どもに寄り添った新しいスタイルの学校

教育を確立していく。

温かい心を持ち、弱い立場の人間を支えるなど他者を思いやり尊重する豊かな心を育成することが重要である。他者に対する理解や他者から謙虚

に学ぶ姿勢を大切にしつつ、人との関わりを通じて形成される自己肯定感をバランスよく育むことを推進する。

子どもたちの興味・関心を引き出し、一人一人が夢や目標を持つことができるような学びを展開していく。また、一人一人の社会的・職業的自立

に向けて必要な基盤となる基礎的・汎用的能力を着実に身に付けさせ、キャリア発達を促すとともに、様々な困難を乗り越えることができるよう

支援する。

子どもたち一人一人が学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど、自らの学習を調整しながら粘り強く取り組む態度を育成する

ことが必要である。答えのない課題に対して多様な他者と協働して主体的に実社会に関わり、最適解や納得解を生み出せるような学びを展開して

いく。

本市の学校教育における魅力の一つである学校給食を「生きた教材」として活用し、食に対する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けさせる食

育を推進する。

身近な生活における健康に関する知識を身に付け、適切な生活習慣の確立を図るとともに、積極的に健康な生活を実践することのできる資質・能

力を育成する。

特別な支援を必要とする子どもの成長に合わせた支援を継続的に行うため、学齢期を中心とするライフステージに応じた相談支援体制の構築を図っていく。各ス

テージや関係機関との円滑な引継ぎや連携が図れるよう、個別の教育支援計画等の作成・活用の理解と推進を図る。また、専門職としての資質や指導力の向上を

図るための研修を行うとともに、様々な教育的ニーズがある子どもたちのために人的配置を行い学校を支援する。

【施策方針6-1】

＜いじめ防止等対策

　　　　　　　の推進＞

【施策方針5-5】

＜ICT環境の整備＞

【施策方針5-4】

＜学校施設・整備

　　　　　　　の充実＞

【施策方針5-3】

＜放課後活動の整備＞

【施策方針5-2】

＜安全・安心な

　　　教育環境の確保＞

【施策方針6-3】

＜インクルーシブ教育

　　　システムの構築＞

【施策方針6-2】

＜不登校児童生徒への

　　　　　支援の充実＞

本市では国に先駆けて少人数学級や少人数指導の実現や専科指導の充実を進めてきたところである。こうした本市ならではの特色ある教育活動を充実させ、各学

校種間の連携（幼保小連携、小中一貫教育など）、市立中等教育学校・高等学校改革、学校・家庭・地域・行政がそれぞれの役割と機能を果たしつつ子どもの教

育にあたる体制作りや、よりよい教育環境の整備と教育の質の充実を目指した学校規模の適正化などを推進する。

【施策方針5-1】

＜魅力ある教育の推進＞

【施策方針4-2】

＜学校の働き方改革

　　　　　　　の推進＞

教員の採用倍率の低下傾向が続いており、意欲と資質のある教員の確保に支障が生じる懸念がある。働き方改革の推進により教員が真に必要な業

務に専念することができる環境を構築することで、教職員一人一人の心身の健康保持を実現し、いきいきと教育活動が行えるようにする。

児童が放課後を安全・安心に過ごせる居場所を確保するとともに、多様な体験・活動　を通じて社会性や自主性、創造性を育むことができる環境

を整備するため、余裕教室その他の学校施設を有効活用し、放課後児童クラブと放課後子ども教室を一体的に運営する「アフタースクール」の拡

充を進めていく。

老朽化が進行した学校施設について、安全性の確保や老朽化対策を計画的に進めるとともに、社会の変化や時代の要求水準に沿った施設・設備環

境を整えるため、バリアフリー改修などを進めるほか、「学習・生活の場」として安全・安心で衛生的な環境の整備を進める。

教職員及び児童生徒の端末一人一台化が実現されたことから、それらを最大限に利活用できるよう、スムーズな通信状況を確保しデジタル教科書を有効に活用するためのネット

ワーク整備をはじめとしたＩＣＴ環境整備を進める。また、感染症や災害等が発生した際、質の高いオンライン教育が可能となるよう取組を進める。このようなＩＣＴ機器を活用

した教育活動を充実させるために、教職員の力量を高めるとともに、メディアリテラシーの育成を図る。

不登校児童生徒数は、小・中学校ともに増加しており、本市の喫緊の課題となっている。学校以外の学びの場の重要性等を考慮し、不登校児童生

徒それぞれの実態に応じ、学校内外の様々な学びの場を確保することで、全ての子どもたちの学びと成長を担保する。

インクルーシブ教育システム構築の観点から、子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、多様な学びの場を設定することで、子どもの実態に合っ

た適切な指導及び支援を切れ目なく保障していく。また、共生社会の実現のため、「交流及び共同学習」の更なる推進を図り、家庭や地域、関係

機関との連携を図りながら、子どもたちの自立と社会参加に向けた主体的な取組を支援する。

【施策方針4-1】

＜教職員の指導力

　　　　　　　の育成＞

施策方針（２１方針）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

異文化や多様性を理解し受け入れ、自分の判断基準を持ち、対話等を通して人間関係を作り出す力を育み、主体的に行動できることを推奨する。

教職員が自己の現状と学校の置かれた状況を分析し、課題を明確にしたうえで、主体的に学び続けることができるようにするために、「千葉県・

千葉市教員等育成指標」及び本市の教職員研修体系に基づいた研修を行い、キャリアステージや時代の変化に応じた資質・能力を身に付けること

ができるよう支援する。

子どもの学習・生活の場として、学校は、安全で安心な環境であることが求められる。そのために、学校管理下における事故、災害、不審者の発

生等の緊急時における危機管理体制を確立するとともに、家庭・地域・関係機関と情報を共有することで連携・協働を推進し、安全・安心な環境

を構築する。

いじめにおいては、認知件数が毎年、右肩上がりで増えており、憂慮すべき事態だが、認知件数が多いことは、これまでのいじめ防止等の取組に

より、教職員のいじめに関する理解が深まった結果である。今後も、いじめについて正しく理解するとともに、未然防止、早期発見・早期対応、

組織的な対応を一層徹底することにより、いじめを許さない学校づくりを推進する。

家庭の経済状況や日本語能力など様々な理由により学習が困難である者等に対し、教育を受ける機会を実質的に保障するため、就学援助等の支援

の充実、日本語指導などの支援体制や受け入れ態勢の充実、夜間中学の設置などの取組を進める。

運動する楽しさが感じられるような機会を創り、積極的に体を動かす子どもを育む。また、体育的行事や運動部活動などを通して、学校体育の充

実を図る。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

　

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・
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  各論の見方 

 

１ 全体構成 

 各論は６つの「柱」、２１の「施策の方針」で構成し、施策の方針ごとに「成果指標」及

び個別具体の事業からなる「アクションプラン」を掲載しています。 

 

 

 
 

２ 成果指標 

 施策を推進するための目的・目標 

・ 様々な取組によって、児童生徒や保護者・市民の実感や効果・成果を示します。 

・ 「令和３年度末現状」（計画施行時には令和４年度末）を基準に、「令和９年度末中間

目標」を設定し、各年度の進捗管理を行います。 

 

３ アクションプラン 

 目標を実現するための手段として、個別具体の事業一覧 

【凡例】 

 

№1 ○○○○教育の推進                              

 質の高い○○○○教育に取り組むため、□□教材を作成し教育内容の充実を図ります。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇国の□□教

材の活用 

〇千葉市の□□教材の作成 〇千葉市の□□教材の活用 

 〇千葉市の□

□教材の見

直し 

 

 

 

※ アクションプランにおける各年度の数値は目標数値であり、今後の社会

情勢等の状況により変更することもあり、確定したものではありません。 

 

 

  

Ⅰ 児童生徒の資質能力の育成について 

 

 １ 確かな学力の育成 

 ～「わかる授業」の推進に向けた新しいスタイルの学校教育の確立～ 

 

１ ２

○事業名 

○柱 

○計画期間中の事業展開 ○関連する成果指標の№ 
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Ⅰ 児童生徒の資質能力の育成について 
 

 １ 確かな学力の育成 

 ～「わかる授業」の推進に向けた新しいスタイルの学校教育の確立～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   施策の方針    

 

１－１＜基礎学力の定着＞ 

予測困難な時代において、子どもたちが次代を切り拓いていくため、基礎的・基本的な

知識・技能を習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・

表現力等を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を育成し、確かな学力を身に付

けさせる。また、主体的・対話的で深い学びの視点から授業改善に取り組み、学力の把

握に基づいたきめ細かな指導の充実を図る。 

 

１－２＜ＩＣＴを活用した学びの充実＞ 

特に、情報化が加速度的に進む中、GIGA スクール構想が進められ、令和３年度から１

人１台端末による教育活動がスタートした。これらの端末を有効活用することにより、

協働的な学び、創造性を育む教育、効果的な個別学習の充実など一人一人の子どもに寄

り添った新しいスタイルの学校教育を確立していく。 

 

１－３＜探究的な学びの推進＞ 

子どもたち一人一人が学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど、自

らの学習を調整しながら粘り強く取り組む態度を育成することが必要である。答えの

ない課題に対して多様な他者と協働して主体的に実社会に関わり、最適解や納得解を

生み出せるような学びを展開していく。 
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   施策の方針    

 

１－１＜基礎学力の定着＞ 

予測困難な時代において、子どもたちが次代を切り拓いていくため、基礎的・基本的な知識・

技能を習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等

を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を育成し、確かな学力を身に付けさせる。ま

た、主体的・対話的で深い学びの視点から授業改善に取り組み、学力の把握に基づいたきめ

細かな指導の充実を図る。 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R4） 中間目標(R9) 

1 
全国学力・学習状況調査における全国平均

正答率との比較 

小６：+1 

中３：0 

小６：+2 

中３：+1 

全国学力・学習状況調査 

2 千葉市学力状況調査における平均正答率 

小３：73.0 (R3) 

小５：76.3 (R3) 

中２：62.9 (R3) 

小３：75.0 

小５：78.0 

中２：65.0 

千葉市学力状況調査 

参考指標 

①「授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいた」と答えた児童生徒の割   

 合                         【現状値 小６：76.1% 中３：77.4%】 

②「授業では、各教科などで学んだことを生かしながら、自分の考えをまとめる活動を行っていた」

と答えた児童生徒の割合               【現状値 小６：69.7% 中３：63.6%】 

③「授業では、自分の思いや考えをもとに、作品や作文など新しいものを創り出す活動を行っていた」

と答えた児童生徒の割合               【現状値 小６：65.1% 中３：63.7%】 

③「学習した内容について、分かった点や、よく分からなかった点を見直し、次の学習につなげるこ

とができている」と答えた児童生徒の割合       【現状値 小６：75.9% 中３：73.0%】 

④「学校の勉強が好きだ」と答えた児童生徒の割合 

【現状値(R3) 小３：84.4% 小５：72.5% 中２：55.6%】 

⑤「学校の勉強はよくわかる」と答えた児童生徒の割合  

 【現状値(R3) 小３：90.2% 小５：87.8% 中２：78.2%】 
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 アクションプラン  

 

№１ 「わかる授業」の推進                          

 主体的・対話的で深い学びへの授業改善を進めるとともに、探究的な学びを核とした時代の変化に

応じた教育内容や授業形態の研究を進め、教職員の指導力及び教育の質の向上を図ります。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇計画訪問の確実な実施と内容の充実 

〇各教科等主任研修会、ブロック研修会の充実 

〇文部科学省各教科担当指導主事研究協議会の行政説明の確実な周知 

〇指導改善のポイントを示した指導資料の年度ごとの発行と共有 

 

 

№２ 学力状況調査の実施と活用                        

 児童生徒の学習状況を把握するとともに、学習指導上の課題や改善点を明らかにします。調査結果

から明らかになった課題を解決するための指導資料を作成し、児童生徒一人一人の個別最適な学びと

協働的な学びの充実に努めます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇学力状況調査結果から授業改善のための指導

資料作成 

〇学力状況調査のＣＢＴ化に向けた検討と分析

方法の検討 

〇国の動向を踏まえた全国学力・学習状況調査

のＣＢＴ化による分析方法の見直し 

〇学力向上アクションプラン(自校の学力状況の分析と方策・わかる授業の推進に向けた学校とし

ての具体的な方策)の実施と改善（ＰＤＣＡサイクル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ２

１ ２
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№３ 少人数学級・少人数指導の推進                     

公立小学校１学級の人数を３５人以下とする公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標

準に関する法律の改正に伴い、令和７年度までに小学校全学年が３５人学級になります。本市はこれ

まで国の加配定数を活用し、小学校２年生から４年生まで３５人学級、５年生から中学校３年生まで

３８人学級を可能とし、国の基準に比べきめ細かな教育環境を作ってきました。国の学級編制の標準

の引下げに伴い、現行で３８人学級である中学校の千葉市の学級編制の標準を見直し、国に先行する

「少人数学級」「少人数指導」の取組を検討します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇小・中学校に

係る千葉市

の学級編制

を用いて、独

自の少人数

学級・少人数

指導の取組

を進めてい

る。 

〇小１～小４

について 35

人学級を実

施 

〇小１～小５

について 35

人学級を実

施 

〇小学校の全学年で 35人学級の実施 

〇中１～中３について 38人学級を実施 〇中学校における更なる少人数

学級・少人数指導の取組推進 

〇小・中学校に係る千葉市の学

級編制基準と柔軟な教員配置

の見直し検討 

〇小・中学校に係る千葉市の学級編制基準と柔

軟な教員配置及び要綱の改正 

 

 

№４ 小学校高学年における一部教科担任制の推進               

 専門性の高い教科指導を通じて、教育のさらなる質の向上を図るとともに、学校における働き方改

革を実現するため、小学校高学年における一部教科担任制を推進していきます。本市では、小学校の

規模に応じて、専科指導教員（外国語・理科・算数・体育）、専科指導のための非常勤講師（図画工作・

家庭科・体育・音楽）の配置を進め児童一人一人の可能性を最大限伸ばす教育を実現していきます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇全小学校に専科指導教員（外国語・理科・算数・体育）又は専科指導のための非常勤講師（図画

工作・家庭科・体育・音楽）のいずれかを配置 

 〇24 学級以上の大規模校に専科指導教員及び専科指導のための非常勤講師を追加

配置 

 〇13～23 学級の学校に専科指導教員及び専科指導のための非常

勤講師を追加配置 

＜令和 10年度までを目途に構築＞ 

〇全小学校に外国語の専科教員または専科指導のための非常勤講師のいずれかを追加配置 

〇専科指導教員等による指導体制を構築することによって、小学校高学年の学級担任の持ちコマ数

を週 24時間に軽減 

 

  

１ ２
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   施策の方針    

 

１－２＜ＩＣＴを活用した学びの充実＞ 

特に、情報化が加速度的に進む中、GIGAスクール構想が進められ、令和３年度から１人１台

端末による教育活動がスタートした。これらの端末を有効活用することにより、協働的な学

び、創造性を育む教育、効果的な個別学習の充実など一人一人の子どもに寄り添った新しい

スタイルの学校教育を確立していく。 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R4） 中間目標(R9) 

3 

「学校で、授業中に自分で調べる場面で、Ｐ

Ｃ・タブレットなどの ICT 機器を、週３回以

上使っている（インターネット検索など）」

と答えた児童生徒の割合 

小６：44.8% 

中３：30.5% 

小６：100% 

中３：100% 

全国学力・学習状況調査 

4 

「学校で、学級の友達と意見を交換する場

面で、ＰＣ・タブレットなどの ICT 機器を、

週３回以上使っている」と答えた児童生徒

の割合 

小６：16.9% 

中３：10.7% 

小６：100% 

中３：100% 

全国学力・学習状況調査 

5 

「学校で、自分の考えをまとめ、発表する場

面で、ＰＣ・タブレットなどの ICT 機器を、

週３回以上使っている」と答えた児童生徒

の割合 

小６：21.2% 

中３： 9.7% 

小６：100% 

中３：100% 

全国学力・学習状況調査 

参考指標 

①「学習の中でＰＣ・タブレットなどの ICT機器を使うのは勉強の役に立つと思う」と答えた児童生

徒の割合                      【現状値 小６：94.4% 中３：91.9%】 

②「授業で、ＰＣ・タブレットなどの ICT 機器を、週３日以上使用している」と答えた児童生徒の割

合                         【現状値 小６：54.6% 中３：36.8%】 
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 アクションプラン  

 

№５ ＩＣＴを活用した授業改善                         

 １人１台端末や大型提示装置、デジタルコンテンツ等を活用したＩＣＴの特長を生かした教育を推

進していきます。ＩＣＴを活用した効果的な活動事例を優良事例として集積し、１人１台端末（ギガ

タブ）で活用できるように市全体で情報共有を図るとともに、指導事例を提供するなど、積極的な活

用を推進した学びを目指します。※「ギガタブ」とは、GIGAスクール構想に係る１人１台端末の愛称 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇優良事例 

・小学校 

86教材 

・中学校 

37教材 

〇優良事例 

・小学校 

160教材 

・中学校 

60教材 

〇優良事例 

・小学校 

230教材 

・中学校 

90教材 

〇優良事例 

・小学校 

390 教材 

・中学校 

180 教材 

〇優良事例 

・小学校 

390 教材 

・中学校 

180 教材 

〇各教科等のねらいを踏まえた、協働的な学びや創造性を育む学び、効果的な個別学習を推進する

ためのＩＣＴ活用指導資料の作成と更新 

〇学校訪問や研修会における優良事例の活用 

〇ギガタブの更新に伴う情報共有方法の見直し 

〇情報共有の推進と事例の内容の精査 

〇教育データの利活用その他ＩＣＴの有効活用に関する検討 

 

 

№６ 教職員向けのＩＣＴ研修の充実                                                 

教職員向けのＩＣＴ研修を毎年実施するとともに、第３次 CABINET システム更新と１人１台端末

(ギガタブ)更新に合わせて新規研修を追加します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇各種研修を実施 〇第３次

CABINETシ

ステムの更

新に伴う研

修の追加 

〇ギガタブの

更新に伴う

研修の追加 

〇研修会の継続実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
45 

４３ ５№７ デジタル教科書の活用                          

 学習環境をより良いものに改善していくことで、学びの充実や障害等による学習上の困難の低減に

資するよう、デジタル教科書の効果的な活用を図ります。映像・動画等のコンテンツを活用すること

により、多様な学びのスタイルを実現することで、思考力・判断力・表現力の伸長を促します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇小・中学校の一部教科に整備 

〇モデル校に導入し効果検証 

〇国の学習者用デジタル教科書

実証事業に参加 

〇国の動向を

踏まえて、教

師用デジタ

ル教科書を

小学校に整

備し、効果的

に活用 

〇国の動向を

踏まえて、教

師用デジタ

ル教科書を

中学校に整

備し、効果的

に活用 

〇国の動向を踏まえて、学習者

用デジタル教科書の小・中学

校への導入を検討 
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   施策の方針    

 

１－３＜探究的な学びの推進＞ 

子どもたち一人一人が学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど、自らの

学習を調整しながら粘り強く取り組む態度を育成することが必要である。答えのない課題に

対して多様な他者と協働して主体的に実社会に関わり、最適解や納得解を生み出せるような

学びを展開していく。 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R4） 中間目標(R9) 

6 

「授業では、課題の解決に向けて、自分で考

え、自分から取り組んでいた」と答えた児童

生徒の割合 

小６：76.1% 

中３：77.4% 

小６：79.0% 

中３：81.0% 

全国学力・学習状況調査 

参考指標 

〇「学習した内容について、分かった点や、よく分からなかった点を見直し、次の学習につなげるこ

とができている」と答えた児童生徒の割合        【現状値 小６：75.9% 中３：73.0%】 
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 アクションプラン  

 

№８ カリキュラム・マネジメントの推進                    

 教育課程の実施状況や学力状況調査をもとに、学力向上アクションプランを学校ごとに作成します。

また、学習指導の在り方や評価方法等について教職員研修を充実させたり指導資料を作成したりして、

授業改善を図っていきます。さらに、教科を横断した学習等、学習効果の最大化を図るためにカリキ

ュラム・マネジメントの確立に努めていきます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇学力状況調査の分析と活用    

〇学校訪問における授業改善のための学力向上アクションプランを活用した指導助言 

〇カリキュラム・マネジメントや学習指導の改善等についての教職員研修の充実 

〇指導と評価の一体化による授業改善を図るための指導資料の作成と更新 

 

 

№９ 探究的な学習の充実                           

 探究的な学習の過程を一層重視し、各教科等で育成する資質・能力を相互に関連付け、児童生徒が

互いのよさを生かしながら、積極的に社会に参画しようとする学びを目指していきます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇各教科等の研究計画の作成と活用 

〇各学校における総合的な学習の時間の全体計画と年間指導計画の集約と共有 

〇児童会活動、生徒会活動やボランティア活動などの学校生活の向上を図ることを推進するための

教職員研修の充実 

〇地域との連携を図り、自分たちの暮らす郷土に対する誇りや愛着を持てるようにするための郷土

教育の充実 

 

  

６

６
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Ⅰ 児童生徒の資質能力の育成について 
 

 ２ 豊かな心の育成 

 ～思いやりの心の育成と一人一人の夢の実現～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   施策の方針    

 

２－１＜思いやりの心と自己肯定感の育成＞ 

温かい心を持ち、弱い立場の人間を支えるなど他者を思いやり尊重する豊かな心を育

成することが重要である。他者に対する理解や他者から謙虚に学ぶ姿勢を大切にしつ

つ、人との関わりを通じて形成される自己肯定感をバランスよく育むことを推進する。 

 

２－２＜多様な他者と協働していく力の育成＞ 

異文化や多様性を理解し受け入れ、自分の判断基準を持ち、対話等を通して人間関係を

作り出す力を育み、主体的に行動できることを推奨する。 

 

２－３＜夢や目標に向けた学びの実現＞ 

子どもたちの興味・関心を引き出し、一人一人が夢や目標を持つことができるような学

びを展開していく。また、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる基

礎的・汎用的能力を着実に身に付けさせ、キャリア発達を促すとともに、様々な困難を

乗り越えることができるよう支援する。 
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   施策の方針    

 

２－１＜思いやりの心と自己肯定感の育成＞ 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R4） 中間目標(R9) 

7 
「自分には、よいところがあると思う」と答

えた児童生徒の割合 

小６：77.4% 

中３：76.6% 

小６：80% 

中３：80% 

全国学力・学習状況調査 

8 
「いじめは、どんな理由があってもいけな

いことだと思う」と答えた児童生徒の割合  

小６：96.0% 

中３：95.4% 

小６：100% 

中３：100% 

全国学力・学習状況調査 

参考指標 

①「道徳の授業では、自分の考えを深めたり、学級やグループで話し合ったりする活動に取り組んで

いる」と答えた児童生徒の割合              【現状値 小：76.2% 中：84.7%】 

②「人が困っているときは、進んで助けている」と答えた児童生徒の割合 

【現状値 小：89.2% 中：89.1%】 

③「学級生活をよりよくするために学級会で話し合い、互いの意見のよさを生かして解決方法を決め

ている」と答えた児童生徒の割合             【現状値 小：72.8% 中：76.3%】 

 

 

  

温かい心を持ち、弱い立場の人間を支えるなど他者を思いやり尊重する豊かな心を育成する

ことが重要である。他者に対する理解や他者から謙虚に学ぶ姿勢を大切にしつつ、人との関

わりを通じて形成される自己肯定感をバランスよく育むことを推進する。 
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 アクションプラン  

 

№１０ 道徳教育の推進と道徳科指導の充実                    

 道徳教育で取り組むべき重点目標を明確にした全体計画と各教科等における道徳教育に関わる指

導の内容や時期を整理した別葉を活用し、学校の教育活動全体で豊かな心を育みます。 

 また、道徳教育の要である「特別の教科 道徳」（以下「道徳科」）に重点を置き、「道徳科」の授業

の学習指導を工夫し、自分のよさや長所に気付き、自分を認める心や自分を大切にする心を育て、自

己肯定感を高めます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇各学校において道徳教育全体計画・別葉を年２回以上見直しするように周知 

〇道徳教育や道徳科指導を推進する学校訪問指導や研修会等の実施 

〇道徳教育や道徳科指導を確認するためのアンケート調査の実施 

〇道徳科授業における自己評価や相互評価などの評価活動の工夫を推進 

 

№１１ 読書活動の充実                                                         

 小学校から中学校までの９年間を通して、読書習慣が身に付くように読書活動の継続を図ります。

知識や教養、語彙力や想像力を高め、表現活動の場面設定と学習形態を工夫し、豊かな感性を育みま

す。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇全校一斉読書の実施など日常的な読書活動を継続するように周知 

〇学校図書館指導員の計画的な配置と研修の実施 

 

 

№１２ いじめを扱った教材を効果的に活用した道徳科指導の充実                   

 いじめに関する問題を自分自身の問題として捉え、多面的・多角的に考えられるような道徳科授業

の学習指導を工夫し、いじめをしない、許さない、見逃さない心を育てます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇いじめを扱った多様な教材を活用した多面的・多角的な道徳科の学習指導の実践事例の普及 

〇問題解決的な学習や体験的な学習など多様な学習活動を取り入れた授業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７

７

８
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№１３ 人権教育の推進                    

 児童生徒が人権の意義や内容について理解し、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること

ができるように、日常の学級経営などを中心とした指導を工夫します。教職員研修等を通して、人権

教育の充実を図ります。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇人権教育担当者や管理職を対象とした研修会において人権に関する理解を促進 

〇学校における地域の人材を活用した人権教室等の実施 

〇「生命（いのち）の安全教育」の推進 

 

 

№１４ 特別活動における学級活動の充実                   

 学級において互いのよさを見付け、違いを尊重し合い、仲よくしたり、信頼し合ったりして生活で

きるよう、指導の充実を図ります。また、相手の立場や気持ちを理解し、他者へ働きかけようとする

思いやりの心を育て、よりよい人間関係を築きます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇学校訪問や研修会等における指導方法の確実な周知 

〇実践事例の収集と共有 

 

 

 

 

 

 

 

  

８

８
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   施策の方針    

 

２－２＜多様な他者と協働していく力の育成＞ 

異文化や多様性を理解し受け入れ、自分の判断基準を持ち、対話等を通して人間関係を作り

出す力を育み、主体的に行動できることを推奨する。 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R4） 中間目標(R9) 

9 

「学級の友達との間で話し合う活動を通じ

て、自分の考えを深めたり、広げたりするこ

とができている」と答えた児童生徒の割合 

小６：78.1% 

中３：77.5% 

小６：82% 

中３：82% 

全国学力・学習状況調査 

10 

「地域や社会をよくするために何をすべき

かを考えることがある」と答えた児童生徒

の割合  

小６：52.7% 

中３：37.2% 

小６：54% 

中３：44% 

全国学力・学習状況調査 

参考指標 

①「困ったときは、友達と話し合って協力する」と答えた児童生徒の割合 

【現状値(R3) 小 3：80.5% 小 5：84.0% 中 2：86.8%】 

②「いろいろなことに挑戦している」と答えた児童生徒の割合 

【現状値(R3) 小 3：84.0% 小 5：74.9% 中 2：72.8%】 
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 アクションプラン  

 

№１５ 国際教育の推進                             

 教育委員会及び学校関係者を構成員とする国際理解教育研究推進協議会を通して、話合い活動推進

のための指導実績の集積や、ホームページを活用した指導事例の周知活用をしていきます。指導事例

の活用により、異文化や多様性を理解し、受け入れ、主体的に行動できる力を育てていきます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇国際理解教

育研究推進

協議会の実

施 

〇指導事例の

集積、ホーム

ページによ

る周知 

〇国際理解教育研究推進協議会の実施 

〇指導事例の集積、ホームページによる周知 

〇話合い活動推進のための指導実績の集積と活用 

 

 

№１６ 小学校外国語活動・外国語教育の推進                   

 児童に豊かな国際感覚を身に付けさせるとともに、異文化理解の推進やコミュニケーション能力を

育成するため、引き続き外国人講師を活用するなどして、外国の文化や生活習慣に親しむ体験的な外

国語活動と教科型外国語教育の充実を図ります。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇事務連絡会、教科主任会、訪問指導、外国人講師との効果的なティーム・ティーチングの方法や

事例の周知 

 

 

№１７ 総合的な学習の時間における探究的な見方・考え方を育成する指導の充実  

 異なる多様な他者と協働して主体的に課題を解決しようとする学習活動を重視していきます。異な

る視点から考え協働的に学ぶための話合い活動を推進していきます。また、対話を通して、異文化や

多様性を理解し受け入れ、主体的に行動できる力を育てていきます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇各学校における総合的な学習の時間の全体計画と年間指導計画の集約と共有 

〇主任研修会、各課訪問指導を通して探究的な見方・考え方を育成する指導方法や事例の周知 

 

 

 

 

 

９

９

９ 10
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№１８ 体験学習の充実                             

 地域との交流体験活動を通じて地域や社会について深く考え、主体的に行動できる力を育てていき

ます。また、宿泊学習を充実させることで、人間関係の構築方法を習得したり、集団活動の意義を学

んだりすることで社会性を育成します。 

現在 令和 5 年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇各学校にお

いて地域と

の交流活動

の実施 

〇移動教室、農

山村留学、修

学旅行、自然

教室等の実

施 

〇各学校において地域との交流体験活動の推進 

〇宿泊を伴う体験学習（移動教室、農山村留学、修学旅行、自然教室等）の充実 

 〇農山村留学から修学旅行に変更し実施 

 

 

№１９ 文化芸術に触れる機会の充実                                    

 我が国や諸外国の芸術文化へのグローバルな視野を広げ、情操を育てるため、伝統音楽や声楽、器

楽合奏の鑑賞および体験活動等の充実を図ります。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇こころの劇場 

実施 継続実施 

〇未来への夢を育む音楽芸術体験 

26校／年  28 校／年 

 

 

№２０ 環境教育の推進                            

子どもたちが人間と持続可能な環境との関わりについて正しく理解するとともに、環境問題を自ら

の課題として捉え、生涯にわたり環境の保全・創造に向けて取り組んでいけるよう、家庭や地域、事

業者等を含めた多様な主体と連携して、環境教育を推進します。 

よりよい環境づくりへの主体的な参加や体験活動をもとにし、主体的に考える場を工夫し、子ども

同士で対話を重ね、環境に対して責任のある行動をとることができる資質・能力を育成します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 中間目標 

令和 9年度 

○小学校６校、中学校６校を環境学習のモデル校として毎年指定 

○モデル校による環境学習に関する活動成果の報告、活動成果集の作成 

○千葉市環境学習モデル校による活動成果の発表会の開催 

○脱炭素社会の実現に向けた体験的な活動等、各校の実態に応じた特色ある環境学習の推進 

○千葉市環境教育教材や「脱炭素社会の実現」に向けた環境教育教材等の周知・活用 

10
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№２１ 学校における「こどもの参画」の取組の推進                

 社会の一員としての子どもの自覚と自立を促すことを目的とした学校での授業等において、出張授

業や助言等により参画の取組を推進します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇小・中学校への出張授業等の実施 

２校（R3） ３校 ４校 ６校 ６校 ６校 

 

 

№２２ 小・中・高校生の社会参画意識の育成                  

 将来を担う子どもに、社会の一員としての自覚を促し、選挙の意義の理解を促進するため、小・中

学校の児童・生徒会役員選挙などに選挙器材を貸し出すとともに、小・中・高等学校における出前授

業等を推進します。また、高校生を対象に、実際の選挙事務に従事する事業を通して政治的教養を育

成します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇小学校模擬選挙の実施 

21校(R3) 21校／年 

〇中学校出前授業の実施 

4校 

（R3予定） 

4校／年 

〇高等学校出前授業 随時受付 

〇高校生の選挙事務従事 選挙毎に実施 
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   施策の方針    

 

２－３＜夢や目標に向けた学びの実現＞ 

子どもたちの興味・関心を引き出し、一人一人が夢や目標を持つことができるような学びを

展開していく。また、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる基礎的・汎

用的能力を着実に身に付けさせ、キャリア発達を促すとともに、様々な困難を乗り越えるこ

とができるよう支援する。 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R4） 中間目標(R9) 

11 
「将来の夢や目標を持っている」と答えた

児童生徒の割合     

小６：79.8% 

中３：65.3% 

小６：83% 

中３：70% 

全国学力・学習状況調査 

12 
「難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦

している」と答えた児童生徒の割合 

小６：70.8% 

中３：66.6% 

小６：75% 

中３：71% 

全国学力・学習状況調査 
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 アクションプラン  

 

№２３ キャリア教育推進のための校内指導の充実                     

 各学校や地域の実態に応じて、より児童生徒たちの興味・関心を引き出し、一人一人が夢や目標を

持つことができるように、各学校において取り組むべき重点目標と各教科等におけるキャリア教育に

関わる指導の内容を明確にしたキャリア教育グランドデザインを作成していきます。また、児童生徒

が、これまでの経験を振り返り自己の成長に気付くことができるようなキャリア・パスポートの内容

を検討し、改善を図ります。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇各学校のキ

ャリア教育

グランドデ

ザインの作

成 

〇各学校のキャリア教育グランドデザインの活用、情報共有によ

る見直し 

〇各学校のキ

ャリア教育

グランドデ

ザインの再

構築 

〇研究指定校等の事例等好事例を周知 

〇キャリア・パスポートの内容の検討・改善 

〇教員のキャリア教育指導力向

上のための研究 

 

 

 

№２４ キャリア教育に関する中学生用指導資料の充実                           

 キャリア教育に関する中学生用ノート「わたしの夢」、「ハローマイフューチャー」を改訂し、活用

を推進します。様々な困難を乗り越えることができる能力を育てるため、自己理解の内容充実や探究

的な学習との連携、特別活動や総合的な学習との教科横断的な内容充実を行います。また、産業系専

門高校を紹介するリーフレットを作成し活用を推進します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇指導資料の

改訂と活用 

〇指導資料の

作成と活用

状況を把握

した改善 

〇指導資料の改訂と活用の検討 

 

 

【№１５再掲】  特別活動における学級活動の充実                      

 

 

【№１９再掲】 体験学習の充実                        
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№２５ 産学官の連携体制の強化                               

 より児童生徒たちの興味・関心を引き出すために、学校だけではなく、多方面からサポートし、多

様な価値観に触れることができる連携体制を強化します。学校、企業・産業界、大学等の有識者を構

成員とするキャリア教育推進連携会議を開催し、生涯を通じたキャリア教育の推進に向け、キャリア

教育の方向性や既存事業の改善、新規事業の検討等を行います。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇既存事業の

改善、新規事

業の検討 

〇改善案、新規

事業案を検

討 

〇既存事業の改善 

〇改善事業、新規事業の実施 

 

 

№２６ 職業体験学習の推進                                      

夢を持つことの大切さや今学んでいる意義等を考えるために、企業や各種団体等と積極的に連携を

図り、職場体験や出前授業を始めとした職業体験学習を推進します。一人一人の社会的・職業的自立

に向けて必要な基盤となる基礎的・汎用的能力を身に付けることができる学習機会を充実させます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇出前授業実施小・中学校の割合 

小：56% 

中：78% 

   小：60% 

中：100% 
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Ⅰ 児童生徒の資質能力の育成について 

 

 ３ 健やかな体の育成 

 ～生涯にわたり健やかに生きるための土台の育成～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   施策の方針    

 

３－１＜学校体育の充実＞ 

運動する楽しさが感じられるような機会を創り、積極的に体を動かす子どもを育む。ま

た、体育的行事や運動部活動などを通して、学校体育の充実を図る。 

 

３－２＜食育の推進＞ 

本市の学校教育における魅力の一つである学校給食を「生きた教材」として活用し、食

に対する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けさせる食育を推進する。 

 

３－３＜健康的な生活のための資質・能力の育成＞ 

身近な生活における健康に関する知識を身に付け、適切な生活習慣の確立を図るとと

もに、積極的に健康な生活を実践することのできる資質・能力を育成する。 
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   施策の方針    

 

３－１＜学校体育の充実＞ 

運動する楽しさが感じられるような機会を創り、積極的に体を動かす子どもを育む。また、

体育的行事や運動部活動などを通して、学校体育の充実を図る。 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R3） 中間目標(R9) 

13 千葉県運動能力証合格率 

小男子：19.0% 

小女子：20.3% 

中男子：11.6% 

中女子：30.3% 

小男子：28.2% 

小女子：31.6% 

中男子：15.8% 

中女子：41.6% 

千葉県運動能力証 

14 
1 週間の総運動時間が 60 分以上の割合（体

育の授業は含まない） 

小５男子：93.6% 

小５女子：86.1% 

中２男子：92.4% 

中２女子：81.5% 

小５男子：95.3% 

小５女子：90.1% 

中２男子：93.6% 

中２女子：84.7% 

全国体力・運動能力・運動習慣等調査 
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 アクションプラン  

 

№２７ 体力つくり活動の取組の充実                       

 児童生徒の運動への関心を高め、自ら運動する態度を育てるため、運動習慣の定着及び体力の向上

に向けた効果的な対応策を検討し実施していきます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇各学校での

体力つくり

活動 

〇研修会等の

実施 

〇新体力テス

ト等の結果

から、児童生

徒の体力・運

動能力、運動

習慣の状況

について把

握・分析 

〇各教科等主任研修会、ブロック研修会等研修会の充実 

〇体力向上に成果を上げている取組の実践例などを紹介 

〇指導事例の集積と共有 

 

 

 

№２８ 小学校各種体育大会の開催                       

 児童の表現運動・陸上運動・ボール運動に対する興味・関心及び技能を高めるとともに、心身の健

全な発達と児童相互の望ましい人間関係の育成を図るために、小学校各種体育大会の開催事業を推進

します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇表現運動発表会・陸上大会・球技大会の実施 

〇指導事例集の作成への支援 

〇教員への実技研修会の実施 

〇実践の共有

と指導事例

集の改訂 

 

 

№２９ 中学校運動部活動指導員・民間指導者の派遣               

 中学校の運動部活動を通して、スポーツに親しむ資質や能力を育て、体力の向上や健康の増進を図

るため、専門的な指導力を備えた指導者を必要とする学校に対し、部活動指導員・民間指導者を派遣

します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

（学校の希望に応じた部活動指導員、民間指導者の派遣） 

〇部活動指導員の拡充と効果的な配置 

〇民間指導者の派遣の継続 

 

 

 

 

 

13

13 14
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№３０ 運動習慣を身に付けるための取組                     

 児童生徒の運動への関心を高め、自ら運動する態度を育てるため、身近なスポーツイベントや試合

観戦などへの参加に向けて周知・啓発活動を進めていきます。また、国内外で活躍するアスリートと

の交流を通して、運動することの楽しさや素晴らしさを実感・体感できる各種事業を推進します。 

 さらに、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技開催都市としての経験を活かし、スポー

ツの魅力や価値をより一層理解できるよう、オリンピック・パラリンピック教育をレガシーとするた

めの取組を継続します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇千葉ロッテマリーンズベースボールチャレンジの実施 

〇ジェフユナイテッド市原・千葉おとどけ隊の実施 

〇ちば夢チャレンジ事業等の周知 

〇オリンピック・パラリンピックに関する学習を全小・中学校で体育・保健体育の年間指導計画に

位置付ける。 

  

14
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   施策の方針    

 

３－２＜食育の推進＞ 

本市の学校教育における魅力の一つである学校給食を「生きた教材」として活用し、食に対

する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けさせる食育を推進する。 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R3） 中間目標(R9) 

15 朝食を欠食する児童生徒の割合 

小：1.7%         

中：2.6% 

小：0%  

中：0% 

保健体育課調べ 
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 アクションプラン  

 

№３１ 適切な栄養摂取による健康の保持増進を図るための取組           

 児童生徒が、生涯にわたり健康で活力ある生活を送るための基礎を培い、自らの健康を考えて食の

自己管理ができる資質や能力を身に付けるために、学校給食を通じた指導の在り方等を検討し実施し

ていきます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇多様な食材や地場産物を取り入れた、安全安心で魅力的な給食の提供 

〇学校給食摂取基準に沿った栄養バランスのとれた給食の提供 

○児童生徒の給食の喫食状況や嗜好、健康状態の把握 

〇栄養教職員、

正規調理員

対象の研修

会の実施 

〇給食を教材とした食に関する指導の実施と内容の工夫や改善 

〇栄養教職員対象の給食管理研修会、栄養教職員と正規調理員対象の実技研修会、

正規調理員対象の全体研修会の充実 

〇魅力ある給食献立について、保護者や市民への情報提供  

 

 

№３２ 望ましい食習慣を育成するための食育の推進                 

 児童生徒が日常生活において望ましい食習慣を実践するために家庭・地域との連携を強化するため

の効果的な方策を検討して実施するとともに、児童生徒の実態を踏まえた各教科等の食に関わる学習

内容と食に関する指導を相互に関連させた指導の充実を図ります。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇各学校にお

ける「食に関

する指導の

全体計画」の

作成 

〇各学校にお

ける食に関

する指導の

実施（R3） 

小：100% 

中：78%  

〇研修会等の

実施   

〇各学校における「食に関する指導の全体計画」の見直しと指導の実践 

〇食に関する指導の推進 

 
〇授業実践の

指導案等の

共有 

〇栄養教職員を対象とした食に関する指導の研

修会（研究協議会・食に関する指導ブロック別

研修会〈市内 3ブロック〉）の充実 

〇給食指導主任を対象とした食に関する指導の

研修会（全体研修会・研究協議会）の充実 

〇指導事例の集約        

〇授業実践の

共有と指導

事例の集積 

〇各学校にお

ける食に関

する指導の

実施 

小：100% 

 中：100% 

 

  

15

15
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№３３ 自然の恩恵・勤労に感謝する心や食文化や食の歴史を尊重する心の育成    

 関係機関と連携を図ることにより計画的に地場農産物を導入した学校給食を提供するとともに、栄

養教諭等の専門性を生かし、郷土料理や行事食を取り上げることにより、食文化や様々な業種で働く

人への理解と関心を深めていきます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇地場農産物を活用した特別献立（※１）や、特色ある献立（※２）の全校実施と、資料の作成及

び配付 

○小学校、養護・第二養護学校における地場農産物を活用した共通メニューの全校での実施や、区

ごとの実施（※３）、学校給食センターでの実施（※４）と、資料の作成及び配付 

〇生産者による出張授業の抽出校での実施（ニンジン・キャベツ・コマツナ・牛乳・米を予定） 

〇有機食材を活用した学校給食のモデル実施（※５） 

〇市民を対象とした地産地消の学校給食試食会の実施  

※１ 6月「食育の日」、10 月「市民の日」、1月「学校給食週間」に全校実施、3回/年。 

※２ 12月「千葉氏ゆかりの地(令和 8年度、開府 900年まで実施予定)」、1回/年。 

※３ 小学校、養護・第二養護学校における共通メニューでの全校での実施：キャベツ、コマツナ、 

  ダイコン、サツマイモの 4回/年、区ごとの実施：ジャガイモ、スイカ、トウモロコシの 3回/年。 

※４ 学校給食センターにおける共通メニューでの実施：ジャガイモ、キャベツ、ダイコン、コマツ

ナの 4回/年。 

※５ 令和４年度より、市立小学校において年１回実施。 

  

15
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   施策の方針    

 

３－３＜健康的な生活のための資質・能力の育成＞ 

身近な生活における健康に関する知識を身に付け、適切な生活習慣の確立を図るとともに、

積極的に健康な生活を実践することのできる資質・能力を育成する。 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値 中間目標(R9) 

16 毎日の睡眠時間 

睡眠 8時間未満 

小５：29.2%（R1） 

睡眠 8時間未満 

小５:28.7% 

睡眠 6時間未満 

中２:10.1%（R1） 

睡眠 6時間未満 

中２:8.7% 

全国体力・運動能力・運動習慣等調査 

17 
12 歳児（中学 1 年生）で、むし歯のない生

徒の割合 

（現状値 R2） 

73.6% 
78.0% 

千葉市学校保健統計 
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 アクションプラン  

 

№３４ 睡眠リズムを整える学習                                                

 よりよい生活を送ることができるよう、決まった時間に寝起きすることのよさについて学び、実践

することができるようにします。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇保健学習の充実（小 3と中 1で生活のリズムを整えしっかり睡眠をとることの大切さを学ぶ。） 

〇文部科学省等のリーフレットの活用 

 

〇保健学習の充実 

〇中学校での文部科学省のリーフレットの活用 

 

〇学習事例の収集 〇養護教諭や保健主事の研修会での学習事例の紹介 

 

 

№３５ 歯と口の健康づくりの推進(口腔衛生指導・歯と口の健康つくり啓発事業） 

 歯科衛生士による「口腔衛生指導」や歯科医師による「歯と口の啓発事業」を行うことで、児童生

徒が自分の歯と口の健康に関心を持ち、生涯を通して歯と口の健康づくりを実践していく基礎をつく

ります。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇歯科衛生士が学校を訪問して「口腔衛生指導」を全校で実施 

〇毎年度２～３の中学校区において、歯科医師による「歯と口の健康つくり啓発事業」の実施 

 

 

  

16

17
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Ⅱ 児童生徒の育成を支える教育環境の整備について 

 

 ４ 質の高い教職員 

 ～教員のキャリアステージに応じた研修の充実と働き方の抜本的改革～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   施策の方針    

 

４－１＜教職員の指導力の育成＞ 

   教職員が自己の現状と学校の置かれた状況を分析し、課題を明確にしたうえで、主体

的に学び続けることができるようにするために、「千葉県・千葉市教員等育成指標」及

び本市の教職員研修体系に基づいた研修を行い、キャリアステージや時代の変化に応

じた資質・能力を身に付けることができるよう支援する。 

 

４－２＜学校の働き方改革の推進＞ 

 教員の採用倍率の低下傾向が続いており、意欲と資質のある教員の確保に支障が生じ

る懸念がある。働き方改革の推進により教員が真に必要な業務に専念することができ

る環境を構築することで、教職員一人一人の心身の健康保持を実現し、いきいきと教

育活動が行えるようにする。 
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   施策の方針    

 

４－１＜教職員の指導力の育成＞ 

教職員が自己の現状と学校の置かれた状況を分析し、課題を明確にしたうえで、主体的に

学び続けることができるようにするために、「千葉県・千葉市教員等育成指標」及び本市の

教職員研修体系に基づいた研修を行い、キャリアステージや時代の変化に応じた資質・能

力を身に付けることができるよう支援する。 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R3） 中間目標(R9) 

18 
校内外の研修に参加し、その成果を教育活

動に積極的に反映させている教職員の割合 

小：89.8% 

中：94.4% 

小：100% 

中：100% 

全国学力・学習状況調査 

参考指標 

①組織的・継続的な研修を行っている学校の割合       【現状値 小：97.2% 中：92.4%】 

②授業研究や事例研究等、実践的な研修を行っている学校の割合【現状値 小：95.4% 中：90.6%】 
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 アクションプラン  

 

№３６ 校外の研修の充実                            

 教育センター及び養護教育センターの研修において、「千葉県・千葉市教員等育成指標」や本市の教

職員研修体系に基づいたキャリアステージ、時代のニーズに応じた研修内容の充実を図るとともに、

研修受講記録簿等を活用し、より多くの教職員が自己の現状に応じた研修に参加できるようにします。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇校外の研修に参加した教職員の割合 

（調査未実施）  小・中：90％   小・中：100％ 

〇受講者の満足度調査結果を生かした研修内容の改善 

 

 

№３７ 人材育成のための派遣研修等の積極的な活用                

 人材育成のための派遣研修等となる、現場研究員、長期研修、２１世紀を拓く課題研修、中央研修、

次世代リーダー研修、研究論文などへの応募を奨励することで主体的に学ぶ教職員の育成を促します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇各種研修に  応募した学校の割合 

小・中：66.5％  小・中：73％   小・中：80％ 

〇教科等主任研修会、教育課程研究協議会等における研修成果の共有 

 

 

№３８ 課題の共有を目的とした校内の研修の充実                 

 校内の研修において、「全国学力・学習状況調査」や「千葉市学力状況調査」を基に作成した学力向

上アクションプランを活用し、学校全体の学力傾向や課題などの情報について全職員で共有できるよ

うにします。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇自校の学力傾向や課題などを全職員で共有した学校の割合  

（調査未実施）  小・中：100％    

  

18

18

18
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   施策の方針    

 

４－２＜学校の働き方改革の推進＞ 

教員の採用倍率の低下傾向が続いており、意欲と資質のある教員の確保に支障が生じる懸念

がある。働き方改革の推進により教員が真に必要な業務に専念することができる環境を構築

することで、教職員一人一人の心身の健康保持を実現し、いきいきと教育活動が行えるよう

にする。 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R3） 中間目標(R9) 

19 
勤務時間を除く在校等の時間が月平均 45時

間を超えない教職員の割合 

52% 76% 

教育職員課調べ 

20 

働き方改革の取組の効果について、「効果が

あった」又は「一定の効果があった」と回答

した教職員の割合 

44% 68% 

教育職員課調べ 

参考指標 

①勤務時間を除く在校等の時間が月平均 45 時間を超えない学校の割合      【現状値 62%】 

②勤務時間を除く在校等の時間の月平均が 80時間を超えている割合        【現状値  4%】 

③ストレスチェックによる総合健康リスク              【現状値 小：85 中：85】 

 ※全国平均総合健康リスク 100を基準として表しています。 
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 アクションプラン  

 

№３９ 「学校における働き方改革プラン」による改革推進              

 令和３年度に教育委員会で改編した、全市立学校を対象とした「働き方改革プラン」のもと、目標

達成や各学校での働き方改革の取組の定着等のため、各種施策を着実に実施します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇「学校にお

ける働き方

改 革 プ ラ

ン」の改編 

〇「チーム学校

推進委員会」

等での各学

校の進捗管

理 

〇在校等時間

の実績や取

組等を踏ま

えたプラン

の見直し 

〇見直し後のプランに基づき、施策を推進 

〇在校等時間の月平均が 45時間を超えない学校

の割合を毎年度 4ポイントずつ増加 

(各学校の在校時間等の調査) 

〇見直し後のプランに基づき、新たな目標値を設

定 

66% 

（令和４年度目標） 

70% 74% 

〇在校等時間の月平均が 80時間を超える教職員

の割合を毎年度１ポイントずつ低減 

(各学校の在校時間等の調査) 

〇見直し後のプランに基づき、新たな目標値を設

定 

3.7% 

（令和４年度目標） 

2.7% 1.7% 

〇教職員のストレスチェックによる総合健康リ

スクを全国平均より良好な状況を維持 

〇見直し後のプランに基づき、新たな目標値を設 

 定 

〇働き方改革プランに記載の各種施策の推進 〇見直し後のプランに基づき、施策を推進 

 

 

№４０ 学校の業務・行事の精選                       

 ＩＣＴ活用による業務効率化や行事の見直し事例を周知し、取組状況の進捗管理を行います。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇ICT の活用

による業務

効率化事例

の収集と周

知 

〇第 3次 CABINETシステムの更

新による更なる業務効率化 

〇第 3 次 CABINET システム下における ICT 活用

事例の収集と周知 

〇会議、研修、各種調査・連絡のオンライン化及

びペーパーレス化 

〇学校行事見直し状況の調査と各学校へのフィ

ードバック 

〇学校行事の見直しの進捗状況を踏まえた更な

る取組の検討 

 

 

 

2019

19 20
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№４１ 部活動の負担の適正化【№２９一部再掲】                

 教員の負担を適正化しながら部活動の充実を図るため、専門的な指導力を備えた指導者を必要とす

る学校に対し、部活動指導員・民間指導者を派遣するとともに、地域部活動の移行に向けた検討を進

めます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇学校の希望

に応じた部

活動指導員、

民間指導者

の派遣 

〇部活動指導員の拡充と効果的な配置 

〇学校の希望に応じた民間指導者の派遣の継続 

〇部活動の地

域移行に向

けたモデル

校における

実践研究 

〇国の動向を踏まえ、部活動の段階的な地域移行の実施に向け検討 

 

 

№４２ 専門スタッフ等の活用                          

 専門スタッフ等の配置の適正化に努めるとともに地域人材の活用を進め、教職員が行う業務の負担

軽減を促進します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）の全校配置 

〇専科教員・専科指導のための非常勤講師の活用 

〇部活動指導員の配置 

〇地域の人材活用 

・国の支援策の状況を踏まえた、専門スタッフ等の配置による業務の負担軽減の促進 

 

 

№４３ 業務の効率化・スキルアップに係る取組の促進              

 各種研修の受講を通して、教職員自ら業務の効率化・スキルアップを図るとともに、働き方改革を

意識して業務に取り組む意識を向上させます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇働き方改革の意識醸成につながる研修を実施し、受講を推奨する 

〇働き方改革の意識醸成につながる研修を受講している教職員の割合 

調査未実施     100% 

〇自身の勤務時間等を意識しながら業務に取り組んでいると感じている教職員の割合 

調査未実施     100% 

19 20

2019
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 ５ 魅力ある教育環境 

 ～特色ある教育活動とソフト・ハード両面における魅力的で充実した環境の整備～ 

 

 

 

   施策の方針    

 

５－１＜魅力ある教育の推進＞ 

本市では国に先駆けて少人数学級や少人数指導の実現や専科指導の充実を進めてきた

ところである。こうした本市ならではの特色ある教育活動を充実させ、各学校種間の連

携（幼保小連携、小中一貫教育など）、市立中等教育学校・高等学校改革、学校・家庭・

地域・行政がそれぞれの役割と機能を果たしつつ子どもの教育にあたる体制作りや、よ

りよい教育環境の整備と教育の質の充実を目指した学校規模の適正化などを推進する。 

 

５－２＜安全・安心な教育環境の確保＞ 

子どもの学習・生活の場として、学校は、安全で安心な環境であることが求められる。

そのために、学校管理下における事故、災害、不審者の発生等の緊急時における危機管

理体制を確立するとともに、家庭・地域・関係機関と情報を共有することで連携・協働

を推進し、安全・安心な環境を構築する。 

 

５－３＜放課後活動の整備＞ 

児童が放課後を安全・安心に過ごせる居場所を確保するとともに、多様な体験・活動 

を通じて社会性や自主性、創造性を育むことができる環境を整備するため、余裕教室そ

の他の学校施設を有効活用し、放課後児童クラブと放課後子ども教室を一体的に運営

する「アフタースクール」の拡充を進めていく。 

 

５－４＜充実した教育施設・設備＞ 

老朽化が進行した学校施設について、安全性の確保や老朽化対策を計画的に進めると

ともに、社会の変化や時代の要求水準に沿った施設・設備環境を整えるため、バリアフ

リー改修などを進めるほか、「学習・生活の場」として安全・安心で衛生的な環境の整

備を進める。 

 

５－５＜ＩＣＴ環境の整備＞ 

教職員及び児童生徒の端末１人１台化が実現されたことから、それらを最大限に利活

用できるよう、スムーズな通信状況を確保しデジタル教科書を有効に活用するための

ネットワーク整備をはじめとしたＩＣＴ環境整備を進める。また、感染症や災害等が発

生した際、質の高いオンライン教育が可能となるよう取組を進める。このようなＩＣＴ

機器を活用した教育活動を充実させるために、教職員の力量を高めるとともに、メディ

アリテラシーの育成を図る。 

Ⅱ 児童生徒の育成を支える教育環境の整備について 
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   施策の方針    

 

５－１＜魅力ある教育の推進＞ 

本市では国に先駆けて少人数学級や少人数指導の実現や専科指導の充実を進めてきたとこ

ろである。こうした本市ならではの特色ある教育活動を充実させ、各学校種間の連携（幼

保小連携、小中一貫教育など）、市立中等教育学校・高等学校改革、学校・家庭・地域・行

政がそれぞれの役割と機能を果たしつつ子どもの教育にあたる体制作りや、よりよい教育

環境の整備と教育の質の充実を目指した学校規模の適正化などを推進する。 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R4） 中間目標(R9) 

21 

「学校は、学校種間連携（※）を通じた特色あ

る教育活動を実施していると思う」と答えた

保護者の割合 

近日調査予定 現状値を調査後設定 

教育改革推進課調べ 

22 
学校支援地域本部(千葉市版コミュニティ・

スクールも含む）の拡充と充実 

設置校 

55校 

設置校 

115 校 

学事課調べ 

参考指標 

①「学校に行くのは楽しいと思う」と答えた児童生徒の割合  【現状値 小：83.4% 中：80.9%】 

②「授業がよくわかるようになった」と感じている児童の割合            【未実施】 

③「学習や学校生活のことで相談できる先生が増えた」と感じている児童の割合    【未実施】 

④「教科担任制の実施により、児童の学習意欲が高まった」と感じている保護者の割合 【未実施】 

⑤「教科担任制の実施により、児童と向き合う時間が増えた」と感じている教職員の割合【未実施】 

 

（※）幼保小連携、小中連携、中高一貫、高大連携 
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 アクションプラン  

 

№４４ 小学校と幼稚園・保育所等の交流活動の推進                 

 幼児や児童の交流活動や教職員の相互参観等を実施し、幼児教育から小学校教育への円滑な接続が

図られるように努めます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇小学校が幼稚園・保育所等と交流活動をしている小学校の割合 

74%（R3） 80% 85% 90% 95% 100% 

〇幼保小関連教育推進指定校 12校における取組の推進、成果の普及 

 

 

№４５ 小学校と中学校の連携や小中一貫教育の推進                

 小・中学校間の交流活動や教職員による合同研修等を行うことで、児童生徒や教職員が相互理解を

深め、小・中学校間の円滑な接続を図り、不登校児童生徒の増加や「中１ギャップ」の解消に努める

とともに、学習指導の充実や異年齢集団での活動を通じた生活指導の充実を目指します。また、小中

一貫教育校において、より高い教育効果の実現に向けて取組を進めます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇小学校と中学校が交流活動や合同研修等をしている小・中学校の割合                             

調査未実施 60% 70% 80% 90% 100% 

〇小中一貫教

育校 3校 

〇小中一貫教育校における取組の充実、成果の普及 

 

 

№４６  千葉市立千葉高等学校の理数教育及び分野融合型教育の充実         

 文部科学省「スーパー・サイエンス・ハイスクール（SSH）事業」における先進的な理数教育をもと

に、生徒に科学技術人材としての資質・能力等を身に付けさせます。また、海外及び国内研修の実施

や分野融合型教育の充実・発展により、持続可能な社会をリードする人材を育成していきます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇分野融合型授業の実施及び研究 〇分野融合型の授業の実施及び普及 

〇先進的な理数教育の実施及び研究 〇先進的な理数教育の実施及び普及 

〇第Ⅳ期ＳＳＨ事業指定  

 〇第Ⅴ期ＳＳＨ事業指定につい

て検討 

21

21

21
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№４７ 千葉市立稲毛高等学校及び稲毛国際中等教育学校における国際教育及び課題発

見・解決型学習の充実                            

 中高一貫教育の特性を生かした国際教育を展開します。また、地域や世界の視点に立ち様々な課題

を探究する課題発見・解決型学習（InageQuest）に取り組み、持続可能な社会を創生するグローバル・

リーダーの育成を目指します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇中等教育学

校開校 

〇入学者選抜

見直し・検討 

〇入学者選抜

検討・見直し 

   〇中等教育学

校完成 

〇総合的な探究の時間・外国語教育の充実 

〇連携する大学、グローバル企業、法人等の新規

開拓 

〇海外語学研修の実施（内進生・国際教養科） 

〇生徒の英語力の向上（ＣＥＦＲ：Ｂ２｟実用英

語検定準１級相当｠の取得） 

〇海外の高等学校との更なる連携 

〇海外語学研修の実施（全員） 

 〇校舎等改修工事 〇校舎等改修工事 

〇グラウンド等外構工事 

 

 

 

【№３再掲】 少人数学級・少人数指導の推進                        

 

 

【№４再掲】 小学校高学年における一部教科担任制の推進              

 

 

№４８   学校適正配置の推進                                         

子どもたちのよりよい教育環境の整備と教育の質の充実を図るため、学校適正配置を推進します。

また、平成３０年度に策定した第３次千葉市学校適正規模・適正配置実施方針の見直しを図り、次期

学校適正規模・適正配置実施方針の策定を目指します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇小：1地区に

おいて地元

代表協議会

の設立 

〇適正配置の

優先度が高

い小規模校

の抽出 

〇適正配置の優先度の算出 

〇適正配置の優先度が高い小規模校との情報共有及び意見聴取 

〇保護者や地域に対する説明会や意見交換会の開催  

○花見川第三

小学校・花

島小学校統

合校開校 

  ○幕張新都心

若葉住宅地

区新設小学

校開校 

 

〇統合校における統合効果の検証 

〇 次 期 千 葉 市 学 校 適 正 規 模 ・ 適 正 配 置 実 施 方 針 策 定 に 向 け た 準 備 

〇次期学校適

正規模・適正

配置実施方

針の策定 

21
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様々な教育課題や多様化する教育ニーズに対応した新たな学校・家庭・地域の連携に向けた取組を

推進するため、地域連携事業推進組織を設置するとともに地域連携事業推進会議（教育委員会、市民

局、こども未来局から構成）を開催します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇地域連携事業推進会議の開催 

※２～３年毎に他局との調整及び具体的な支援を見直す。 

 

 

№５０ 地域コーディネーター研修の実施                     

学校支援地域本部の先進的な取組を実施している市町村の地域コーディネーターを講師とし、効果

的な活動や、学校との関わり方等の研修を実施します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇地域コーディネーター研修会 1回／年 

 

 

№５１ 千葉市版コミュニティ・スクールモデル校の拡充              

これまで本市が設置を進めてきた学校支援地域本部の中心的な組織である地域教育協議会に学校

運営協議会の機能をあわせもつように発展させます。 

現在 令和 5 年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇モデル校１校による検証 〇新規モデル校１校追加／年 〇新規モデル

校２校追加 

各区１校(計６

校) 

 

 

 

  

№４９ 関係者との連携体制の強化                         22

22

22
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   施策の方針    

 

５－２＜安全・安心な教育環境の確保＞ 

子どもの学習・生活の場として、学校は、安全で安心な環境であることが求められる。その

ために、学校管理下における事故、災害、不審者の発生等の緊急時における危機管理体制を

確立するとともに、家庭・地域・関係機関と情報を共有することで連携・協働を推進し、安

全・安心な環境を構築する。 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R4） 中間目標(R9) 

23 

学校・地域の特性や実情に即した学校独自の

学校総合防災マニュアル等の改善・充実を目

的とした検討の実施率 

近日調査予定 100% 

学事課調べ 

24 
登下校の見守り活動等による通学路の危険

箇所への対策割合 

100% 100% 

学事課調べ 

25 
各学校における危険等発生時対処要領（危機

管理マニュアル）の見直しの割合 

100% 100% 

学事課調べ 

参考指標 

〇学校総合防災マニュアルの教職員への周知率                【現状値 未実施】 
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 アクションプラン  

 

№５２ リスク調査の実施と学校総合防災マニュアルの改訂              

 「千葉市地震・風水害ハザードマップ（WEB 版） 」の定期的な更新を踏まえて、自校学区内の浸水

想定区域及び土砂災害警戒区域を再確認し、学校独自の学校総合防災マニュアルを改訂します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇学校におけるリスク調査及び学校独自の学校総合防災マニュアルの更新 

 

 

№５３ 学校防災に関する校内研修の実施                     

 教職員への学校独自の学校総合防災マニュアルの周知徹底を図るために、実効性を高めるための校

内研修を行います。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇校内研修実施率 

 小・中・高 

100% 

  

 

 小・中・高

100% 

 

 

№５４ 学校での危機管理に関する研修の実施                    

 管理職を対象に学校での危機管理に関する研修を実施することによって、危機管理意識の高揚と学

校独自の学校総合防災マニュアル等の改善・充実を図ります。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇管理職を対象とした学校での危機管理に関する研修の実施 

 

 

№５５ 「千葉市地震・風水害ハザードマップ（WEB 版）」等を活用した教職員研修・防災

教育の充実                                

学校独自の学校総合防災マニュアルを踏まえて、「千葉市地震・風水害ハザードマップ（WEB 版）」

等を活用した教職員研修や防災教育を行います。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇活用状況率 

小：11% 

中：2% 

高：0%  

(R２) 

    小・中・高 

100% 

 

 

23

23

23

23
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№５６ 小・中学校におけるブラインド型避難訓練の実施                

 事前に予告することなく避難訓練を実施し、災害時において適切に行動できるようにします。実施

後、課題等を整理し、学校総合防災マニュアルに反映します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇小・中学校実施率 

59.3%  72%   80% 

 

 

№５７ 学校セーフティウォッチャーによる見守り活動                

地域の児童・生徒達の安全・安心を守るセーフティウォッチャーの活動内容や意義、「ながら見守

り」等の方法を周知し、保護者や地域の方の参加意識を高めます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

○セーフティウォッチャー一人あたりの児童生徒数 

3.13 人     2.9 人 

 

 

№５８ 危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）の見直し               

学校や地域の実情を踏まえ、生活安全（防犯）・災害安全・交通安全の危険等発生時対処要領（危機

管理マニュアル）の見直しをします。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇学校独自の危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）の更新 

 

 

 

 

 

  

23

24

25
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   施策の方針    

 

５－３＜放課後活動の整備＞ 

児童が放課後を安全・安心に過ごせる居場所を確保するとともに、多様な体験・活動を通じ

て社会性や自主性、創造性を育むことができる環境を整備するため、余裕教室その他の学校

施設を有効活用し、放課後児童クラブと放課後子ども教室を一体的に運営する「アフタース

クール」の拡充を進めていく。 

 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R4） 中間目標(R9) 

26 アフタースクール設置校数 
24 校 

令和 4年度末策定予定

の「第 2期放課後子ど

もプラン」において具

体的な数値目標を確

定 

生涯学習振興課調べ 
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 アクションプラン  

 

№５９ アフタースクールの拡充                         

 学校施設の有効活用について学校現場と合意形成を図り、アフタースクールの拡充を進めていきま

す。 

現在（R4） 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

○アフタースクール設置校数     

24校 34校 

 

 

 

 

  

 

  

令和 4年度末に策定する第 2期放課後子どもプランにおいて、

各年度における具体的な拡充目標を設定。 

26
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   施策の方針    

 

５－４＜充実した教育施設・設備＞ 

老朽化が進行した学校施設について、安全性の確保や老朽化対策を計画的に進めるととも

に、社会の変化や時代の要求水準に沿った施設・設備環境を整えるため、バリアフリー改修

などを進めるほか、「学習・生活の場」として安全・安心で衛生的な環境の整備を進める。 

 

 

 

 

  成果指標    

 

№ 成果指標 現状値（R4） 中間目標(R9) 

27 安全・安心で衛生的に生活できる学校の割合 

トイレが改修済の学

校の割合   54% 

防犯カメラが設置済

の学校の割合 66% 

100% 

学校施設課調べ 

28 

障害等の有無にかかわらず、誰もが支障なく

学校生活を送ることができる環境が整備さ

れている学校の割合 

38% 70% 

学校施設課調べ 
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 アクションプラン  

  

№６０ 外壁改修工事の実施                             

外壁の剥落・落下防止対策を目的とした外壁改修工事を行います。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇外壁改修実施済み校数 

58校 
 

   89校 

 

 

№６１ トイレの快適化                                      

トイレの衛生環境を改善するため改修工事を行います。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇トイレの洋式化・ドライ化改修校数 

79校 114校 146校    

 

 

№６２  防犯カメラシステムの設置                        

学校敷地内への侵入を抑止するため防犯カメラシステムを設置します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇防犯カメラシステム設置校数 

120校     167 校 

 

  

27

27

27
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№６３ バリアフリー環境整備                          

障害等の有無にかかわらず、誰もが支障なく学校生活を送ることができる環境を整備します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇エレベーター設置校数 

小： 49校 

中： 32校 

高：  1校 

特：  3校 

    小： 74校 

中： 37校 

高：  2校 

特：  3校 

〇スロープ設置校数（校舎及び屋内運動場） 

小： 80校 

中： 35校 

高：  1校 

特：  2校 

 
 

小：108校 

中： 54校 

高：  2校 

特：  3校 

  

〇多機能トイレ整備校数 

小： 97校 

中： 46校 

高：  2校 

特：  3校 

小：103校 

中： 51校 

高：  2校 

特：  3校 

小：108校 

中： 54校 

高：  2校 

特：  3校 
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   施策の方針    

 

５－５＜ＩＣＴ環境の整備＞ 

教職員及び児童生徒の端末１人１台化が実現されたことから、それらを最大限に利活用でき

るよう、スムーズな通信状況を確保しデジタル教科書を有効に活用するためのネットワーク

整備をはじめとしたＩＣＴ環境整備を進める。また、感染症や災害等が発生した際、質の高

いオンライン教育が可能となるよう取組を進める。このようなＩＣＴ機器を活用した教育活

動を充実させるために、教職員の力量を高めるとともに、メディアリテラシーの育成を図る。 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R4） 中間目標(R9) 

29 
授業中においてスムーズな通信状況である

と回答する教員の割合 

近日調査予定 100％ 

教育センター調べ 

30 ICT活用指導力のある教員の割合 

71.2% 

(R3調査) 
90% 

教育センター調べ 

31 
情報活用の基盤となる知識や態度について

指導できる教員の割合 

83.5% 

(R3調査) 
100% 

教育センター調べ 
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 アクションプラン  

 

№６４ ネットワーク回線の増強                                              

第３次 CABINETシステムへの移行に合わせ、利用人数や利用時間帯による回線状況を考慮しながら

ネットワーク回線の増強を実施します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇小・中学校 

2校のみ 

3Gbps 

（他校は

1Gbps) 

〇3Gbpsの学

校にて効果

検証 

〇第 3 次

CABINETシ

ステム導入

時に実情に

見合った速

度に回線増

強 

〇回線増強した学校にて効果検 

 証 

〇次システム

における回

線増強につ

いて検討 

 

 

【№５再掲】  ＩＣＴを活用した授業改善                      

 

【№６再掲】  教職員向けのＩＣＴ研修の充実                              

 

 

№６５ 情報モラルの研修の充実                          

情報モラル教育についての研修を年代別の基本研修などに組み込み、より多くの教員が幅広く受講

できるようにします。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇初任者研修

にて実施 

〇年代別の基

本研修に拡

充 

〇研修対象者

の拡充 

〇研修内容や

研修方法の

見直し 

〇研修会の継続実施 

 

 

№６６ メディアリテラシーについての情報発信                      

メディアリテラシーについての情報を様々な媒体を用いて発信し、各学校において児童生徒の 

ＩＣＴ活用能力を高める指導を行います。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇ホームペー

ジ、掲示板、

動画資料、

ニュースな

どで発信 

〇発信する情

報の拡充 

〇第３次

CABINETシ

ステムの更

新に伴い発

信情報の拡

充 

〇ギガタブの

更新に伴い

発信情報の

拡充 

〇発信する情報の拡充 

29

30

30

30
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Ⅱ 児童生徒の育成を支える教育環境の整備について 
 

 ６ 個別の支援が必要な児童生徒へのサポート 

 ～一人一人に寄り添った誰一人取り残すことのない教育の実現～ 

 

 

 

   施策の方針    

 

６－１＜いじめ防止等対策の推進＞ 

   いじめにおいては、認知件数が毎年、右肩上がりで増えており、憂慮すべき事態だが、

認知件数が多いことは、これまでのいじめ防止等の取組により、教職員のいじめに関

する理解が深まった結果である。今後も、いじめについて正しく理解するとともに、

未然防止、早期発見・早期対応、組織的な対応を一層徹底することにより、いじめを

許さない学校づくりを推進する。 

 

６－２＜不登校児童生徒への支援の充実＞ 

不登校児童生徒数は、小・中学校ともに増加しており、本市の喫緊の課題となっている。

学校以外の学びの場の重要性等を考慮し、不登校児童生徒それぞれの実態に応じ、学校

内外の様々な学びの場を確保することで、全ての子どもたちの学びと成長を担保する。 

 

６－３＜インクルーシブ教育システムの構築＞ 

   インクルーシブ教育システム構築の観点から、子ども一人一人の教育的ニーズを把握

し、多様な学びの場を設定することで、子どもの実態に合った適切な指導及び支援を

切れ目なく保障していく。また、共生社会の実現のため、「交流及び共同学習」の更な

る推進を図り、家庭や地域、関係機関との連携を図りながら、子どもたちの自立と社

会参加に向けた主体的な取組を支援する。 

 

６－４＜切れ目のない支援体制の構築＞ 

特別な支援を必要とする子どもの成長に合わせた支援を継続的に行うため、学齢期を

中心とするライフステージに応じた相談支援体制の構築を図っていく。各ステージや

関係機関との円滑な引継ぎや連携が図れるよう、個別の教育支援計画等の作成・活用の

理解と推進を図る。また、専門職としての資質や指導力の向上を図るための研修を行う

とともに、様々な教育的ニーズがある子どもたちのために人的配置を行い学校を支援

する。 

 

６－５＜教育機会確保に向けた施策の充実＞ 

   家庭の経済状況や日本語能力など様々な理由により学習が困難である者等に対し、教

育を受ける機会を実質的に保障するため、就学援助等の支援の充実、日本語指導など

の支援体制や受け入れ態勢の充実、夜間中学の設置などの取組を進める。 
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   施策の方針    

 

６－１＜いじめ防止等対策の推進＞ 

いじめにおいては、認知件数が毎年、右肩上がりで増えており、憂慮すべき事態だが、認知

件数が多いことは、これまでのいじめ防止等の取組により、教職員のいじめに関する理解が

深まった結果である。今後も、いじめについて正しく理解するとともに、未然防止、早期発

見・早期対応、組織的な対応を一層徹底することにより、いじめを許さない学校づくりを推

進する。 

※P22 「№24 いじめ解消率」補助資料参照 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R3） 中間目標(R9) 

32 

いじめ対応の正しい理解と未然防止、適切

な早期対応の推進のための校内研修を実施

した小・中・中等教育・高等・特別支援学校

の割合 

71.9% 100% 

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の

諸課題に関する調査 

33 いじめ解消率 

60.0%   75.0%（※） 

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の

諸課題に関する調査 

※いじめが解消したとするには、被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる

状態が、少なくとも３か月継続していることを解消の要件の１つとしており、１年のうち１月から

３月に発生したいじめは年度内の解消件数に含めることができないため。 
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 アクションプラン  

 

№６７ いじめ対応の校内研修のための要請訪問                     

 いじめの正しい理解や初期対応、組織的な対応の徹底、児童生徒が相談しやすい環境づくりなどに

ついて、各学校の実情や要望に応じたいじめ対応の校内研修を行い、いじめを許さない学校づくりを

推進します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇3年以内に要請訪問を実施した小・中・中等教育・高・特支学校の割合 

9.5%  50%   100% 

 

 

№６８ いじめに対応した校外研修の充実                       

 教育委員会が主催する、管理職や生徒指導主任を対象とした悉皆研修等において、いじめ対応に

ついて協議等を行うことで、いじめの早期発見と適切な初期対応等について理解を深め、いじめの

早期解決、再発防止を図ります。また、専門研修で、希望者を対象としたいじめ対応について協議

等を行い、適切な対応の充実を図ります。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇いじめに対応した校外研修 

2 回／年     3回／年 

 

 

№６９ いじめ対応に関する校内研修資料の提供                          

 各学校の自主的な校内研修を充実させるために、校内研修用資料を定期的に提供し、活用を図り

ます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

  
〇校内研修用資料の提供 

年間 2回   年間 3回 
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№７０ いじめ被害児童生徒報告書（月例報告）の活用                             

 月例報告において、いじめの発生から３か月経過している事案について、まだ解消していない学校

と連絡を密にとり、事案の解消に向けて、指導助言の充実を図ります。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇いじめ被害児童生徒報告書の活用 

〇いじめの解消に向けて、 

・法が定めるいじめの定義を正しく理解して対応しているか 

・組織で対応に当たっているか 

・家庭との連携を密にとっているか 

などの点について、指導主事が確実に報告書の確認を行い、指導助言の充実を図る。 

 

 

№７１ いじめ問題への取組についての自己点検                                   

「いじめ問題への取組についての点検表」を用いて、年２回以上の自己点検を実施し、集計結果を学

校に公表することで、他校との比較など、自分の学校の置かれている状況が客観的にわかるようにし

ます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇「いじめ問題への取組についての点検表」において、平均 2.5以上の回答が得られた学校の割合 

  80%   100% 
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№７２ 専門人材の配置拡充                                                    

学校だけでは解決困難な重大な事案に対し、専門人材を活用して、学校、保護者及び児童生徒への

助言や支援を行うことにより、事案の早期解決を図ります。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇専門人材の配置拡充 

【ＳＣ】 

年間 

小(大) 

：160 時間 

小(他) 

：120 時間 

中(大) 

：420 時間 

中(他) 

：280 時間 

高校 

：140 時間 

特支 

：120 時間 

ＬＰ花見川 

：280 時間 

【ＳＳＷ】 

10 人 

【ＳＬ】 

年間 20 回 

 

    【ＳＣ】 

年間 

小(大) 

：420 時間 

小(他) 

：280 時間 

中(大) 

：420 時間 

中(他) 

：280 時間 

高校 

：280 時間 

特支 

：280 時間 

ＬＰ全 6カ所 

：280 時間 

【ＳＳＷ】 

15人 

【ＳＬ】 

年間 40回 

※小(大)：大規模校等の小学校、小(他)：それ以外の小学校、中(大)：大規模校等の中学校、 

中(他)：それ以外の中学校、ＬＰ：教育支援センター(ライトポート) 

※【ＳＣ】：スクールカウンセラー、【ＳＳＷ】：スクールソーシャルワーカー、【ＳＬ】：スクールロ

イヤー 
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   施策の方針    

 

６－２＜不登校児童生徒への支援の充実＞ 

不登校児童生徒数は、小・中学校ともに増加しており、本市の喫緊の課題となっている。学

校以外の学びの場の重要性等を考慮し、不登校児童生徒それぞれの実態に応じ、学校内外の

様々な学びの場を確保することで、全ての子どもたちの学びと成長を担保する。 

※P21「№23 全児童生徒数に対する不登校児童生徒の割合」参照 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R3） 中間目標(R9) 

34 
学校内外の機関等で相談・指導等を受けて

いない不登校児童生徒の割合 

42% 0% 

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の

諸課題に関する調査 

 ※【学校内外の機関等】 

   学校内は、養護教諭、スクールカウンセラー、相談員を指し、学校外は、外部の専門機関を指す。 
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 アクションプラン  

 

№７３ 小学生ライトポートの設置と機能拡充                            

 学校とは別の学びの場として小学生専用の教室の整備等を進め、増加傾向にある不登校児童の支援

体制を拡充します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇小学生ライトポート数 

（3教室） 6教室     

 

 

№７４ スクールカウンセラーの配置時間の拡充【№７２一部再掲】             

 いじめや不登校などに対応するため、公認心理師などによる児童生徒へのカウンセリングや教職員

及び保護者に対する助言・援助を行います。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇スクールカウンセラー 

年間 

小(大) 

：160 時間 

小(他)  

：120 時間 

中(大)  

：420 時間 

中(他)  

：280 時間 

高校 

：140 時間 

特支 

：120 時間 

ＬＰ花見川 

：280 時間 

    年間 

小(大) 

：420 時間 

小(他) 

：280 時間 

中(大) 

：420 時間 

中(他) 

：280 時間 

高校 

：280 時間 

特支 

：280 時間 

ＬＰ全 6カ所 

：280 時間 

※小(大)：大規模校等の小学校、小(他)：それ以外の小学校、中(大)：大規模校等の中学校、 

中(他)：それ以外の中学校、ＬＰ：教育支援センター(ライトポート) 
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№７５ スクールソーシャルワーカーの配置拡充【№７２一部再掲】                 

教育と福祉の両面に関して専門的な知識や技術を有するスクールソーシャルワーカーを配置し、問

題を抱える児童生徒が置かれた環境の改善を支援します。 

 

 

№７６ 家庭訪問相談事業の拡充                             

 毎年、学校・保護者からの要請数に対して、派遣ができず待機状態になっている児童生徒が増えて

いることを踏まえ、相談機能を拡充して派遣数を増やします。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇相談件数 

68件 80件 100件   120件 

 

 

№７７ リモート相談機能の拡充                                  

 来所相談や家庭訪問相談は、現在対面のみ行っていますが、対面が困難な時（緊急事態宣言時や直

接会うことに抵抗感が強い時）に、リモート相談の環境を整備することで、児童生徒・保護者の相談

の機会を確保します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇相談件数 

0件 20件 40件 50件 60 件 70件 

 

 

№７８ 児童支援員の配置                                                       

 児童支援員を配置することにより、今まで保健室や職員室で対応していた教室に入ることに抵抗の

ある児童生徒に、別室で１人１台端末(ギガタブ)を活用した個別の支援を行います。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇配置校数 

 小：15 校 

中： 5 校 

 

 

 

 

 

 

小：30校 

中：10校 

 

 

 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇スクールソーシャルワーカー 

10 人     15人 
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№７９ フリースクール等における活動や通所の支援                  

 「千葉市における不登校児童生徒が通う民間施設におけるガイドライン」を見直し、周知を図ると

ともに、学習図書の貸与、フリースクール等民間施設への運営補助を行います。また、フリースクー

ル等やライトポートにおける活動費や通所費等を助成することで、経済的支援を行います。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇フリースクール等で出席扱いとなっている児童生徒数 

76 人  100人   120人 
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   施策の方針    

 

６－３＜インクルーシブ教育システムの構築＞ 

インクルーシブ教育システム構築の観点から、子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、多

様な学びの場を設定することで、子どもの実態に合った適切な指導及び支援を切れ目なく保

障していく。また、共生社会の実現のため、「交流及び共同学習」の更なる推進を図り、家

庭や地域、関係機関との連携を図りながら、子どもたちの自立と社会参加に向けた主体的な

取組を支援する。 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R4） 中間目標(R9) 

35 

自立と社会参加に向けた態度が育成されて

いると考える保護者、特別支援学級担任の

割合 

近日調査予定 現状値を調査後設定 

教育支援課調べ 
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 アクションプラン  

 

№８０ 「交流及び共同学習」の実施                                 

 小・中学校や特別支援学校の学校間における「交流及び共同学習」の機会を設け、共に尊重し合い

ながら協働して生活していく態度を育みます。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇学校間の「交流及び共同学習」の回数（年間 1校当たり） 

調査未実施  5回   7回 

〇居住地における「交流及び共同学習」の実施回数（年間全小・中学校合計） 

40回  90回   150 回 

 ※学校間の「交流及び共同学習」：小・中学校や特別支援学校における学校間の交流及び共同学習（げ

んきキャンプやげんき交流会等 

 ※居住地における「交流及び共同学習」：特別支援学校小・中学部の希望する児童生徒が、居住する地

域の小・中学校に個別に訪問して行う交流及び共同学習 

 

 

№８１ 小・中学校内における「交流及び共同学習」の実施                      

 特別支援学級に在籍する児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、学習や行事等における通常学

級との交流を通して、インクルーシブ教育の推進を図ります。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇「交流及び共同学習」の一人当たりの年間実施回数 

調査未実施  35回   50回 
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   施策の方針    

 

６－４＜切れ目のない支援体制の構築＞ 

特別な支援を必要とする子どもの成長に合わせた支援を継続的に行うため、学齢期を中心と

するライフステージに応じた相談支援体制の構築を図っていく。各ステージや関係機関との

円滑な引継ぎや連携が図れるよう、個別の教育支援計画等の作成・活用の理解と推進を図る。

また、専門職としての資質や指導力の向上を図るための研修を行うとともに、様々な教育的

ニーズがある子どもたちのために人的配置を行い学校を支援する。 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R2） 中間目標(R9) 

36 
小・中学校で個別の教育支援計画を作成し

ている学校の割合 

小：92.6% 

中：75.5% 

全体：87% 

小：100% 

中：100% 

全体：100% 

個別の教育支援計画及び個別の指導計画の 

活用状況に係る調査 

参考指標 

①特別な支援を要する児童生徒への配置・派遣事業の推進～特別支援教育指導員配置後の改善率 

  【現状値 90%（R1）】 

②特別支援教育介助員配置事業に対する保護者の満足度 【現状値 大変満足：84%、満足：16%（R2）】 

③スクールメディカルサポート事業に対する保護者の満足度【現状値 大変満足 33%、満足 67%（R2）】 
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 アクションプラン  

 

№８２ 特別支援連携協議会の充実                                            

 特別な支援を要する子どもに関わる関係機関等のネットワーク構築等に向け、乳幼児期から成人ま

でライフステージに応じた適切な支援が受けられる体制作りのための関係諸機関間の情報交換・意見

交換を行います。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇千葉市特別支援連携協議会開催 

〇毎年、総合案内パンフレットの見直しを行うとともに、関係機関で個別の教育支援計画の作成・

活用・理解を図り、子どもの成長に合わせた支援の継続に努める。 

 

 

№８３ 教職員研修事業の充実                                 

 特別支援教育の教育実践上の諸問題の解決に役立つ研修を行い、実践的指導力や経営力を高めると

ともに社会の変化に対応する資質や力量の向上を図ります。また、個別の教育支援計画の活用と理解

を推進します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇社会の変化に対応する資質や力量の向上のために、特別支援教育の最新情報等を取り入れた研

修講座を夏期専門研修の中に年 1講座以上設定する。 

〇研修を受けた教職員のうち「大変満足」と回答した割合  

90% 74.5%     
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   施策の方針    

 

６－５＜教育機会確保に向けた施策の充実＞ 

教育を受ける機会を実質的に保障するため、家庭の経済状況や日本語能力など様々な理由に

より学習が困難である者等に対し、就学援助等の支援の充実、夜間中学の設置、日本語指導

などの支援体制や受け入れ態勢の充実などの取組を進める。 

 

 

 

 

  成 果 指 標   

 

№ 成果指標 現状値（R3） 中間目標(R9) 

37 

公立夜間中学の生徒アンケート調査で学校

の運営について肯定的回答をした生徒の割

合 

開校に向けた 

諸課題の検討 
100% 

企画課調べ 

38 
日本語指導を受ける子どもの読み書き・授

業中の学習に関する日本語習得状況 

日本語習得状況の段

階を 1ランクあげる 

50% 

日本語習得状況の段

階を 1ランクあげる 

60%  

特別の教育課程編制 実施計画・報告書 
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 アクションプラン  

 

№８４ 公立夜間中学に係る学び直し応援プランの策定及び支援体制の構築      

 「学び直し応援プラン」を策定し、夜間中学生徒を対象とした支援体制の構築を図るとともに、毎

年実施する生徒アンケート結果を踏まえて支援体制の見直しをすることで、生徒のためになるよりよ

い夜間中学の実現を目指します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇令和 5 年 4

月開校に向

けて設置準

備中 

〇学び直し応援プランの策定

及び実施 

〇生徒アンケ

ートを基に、

学び直し応

援プランの

中間見直し 

〇中間見直しを踏まえた学び直

し応援プランの実施 

 

 

№８５ 日本語指導に関わる教員等の研修の充実                    

 日本語指導を必要とする児童生徒数の増加を踏まえ、教員による指導ができるように研修を進めて

いきます。その際、国の施策等を踏まえた指導を目指して、大学講師等、専門的な知識を有する講師

の招聘を目指します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇日本語指導に関わる希望研修の充実及び教材等の情報提供 

〇日本語指導担当教員や指導協力員等を対象にした研修の充実 

 

 

№８６ 日本語指導における多様な人材や場の活用                    

 母語による適応指導や日本語指導を行う外国人児童生徒指導協力員や、日本語指導について学んで

いる大学生ボランティアを活用することで、効果的な日本語指導を目指します。また、落ち着いて日

本語指導に取り組めるよう、外国人児童指導教室を整備します。 

現在 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8 年度 
中間目標 

令和 9年度 

〇外国人児童生徒指導協力員や NPO、学生ボランティア等、多様な人材の活用 

〇外国人児童指導教室や様々な資料の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

38

38
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１ 参考資料 
 

 １ 小・中学校児童生徒数の推移 

 

校種 

年 

小   学   校 中   学   校 

 

 

学 校 数 学 級 数 児 童 数 学 校 数 学 級 数 生 徒 数 

昭和 25 年  14 校    333 学級  16,635 人   7 校    133 学級  2,142 人 

 30 26    541 1/2 24,936 13  231 11,325 

 35 36  583 26,862 18  276 13,148 

 40 44  703 27,134 21  335 14,385 

 45 57 1,097 41,076 26  392 15,955 

 50 83 1,811 67,570 36  574 23,154 

 55 99 2,365 91,041 44  837 34,370 

 60 110 2,150 80,307 51 1,079 44,864 

平成２年 110 1,890 61,850 52  977 36,686 

 ７ 114 1,698 51,695 54  913 27,621 

 12 118 1,560 46,539 56  701 23,477 

 15 119 1,629 48,679 56  664 22,250 

 16 119 1,663 49,445 56  650 21,754 

 17 120 1,699 50,623 56  660 21,522 

 18 120 1,742 51,604 56  668 21,638 

 19 120 1,791 51,877 57  698 22,273 

 20 120 1,822 52,781 57  714 22,644 

 21 120 1,844 52,941 57  745 23,308 

 22 120 1,854 52,848 57  745 23,346 

 23 117 1,854 52,569 57  767 24,076 

  24 116 

 
1,857 51,734 57  769 24,313 

  25 113 1,833 51,037 56  784 24,558 

  26 113 1,838 50,518 56  785 24,511 

  27 112 1,814 49,857 55  791 24,565 

  28 

 

 

112 1,805 49,318 55   775 24,302 

 29 111 1,823 48,535 55  767 23,994 

30 111 1,812 48,142 55 752 23,330 

令和元年 111 1,799 47,435 55 760 23,090 

２ 110 1,781 46,722 55 754 22,844 

３ 108 1,765 45,953 54 762 22,989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（人） 
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 ２ 策定体制 

 

（１）庁内 

 ①策定本部  

   本部長：教育長 

副本部長：教育次長 

   委 員：教育委員会各部長、学校教育部参事 

（市長部局）総務部長、総合政策部長、財政部長、こども未来部長 

  ②幹事会 

   幹事長：学校教育部長 

副幹事長：学校教育部参事 

委 員：教育総務部長、教育委員会内各課長、市長部局関係課長、 

小・中校長会長、両市立高等学校長 

   ※幹事会には、補佐級による作業部会を設置する。 

  ③総合教育会議 

首長は、総合教育会議において、教育委員会と協議し、教育基本法第１７条に規定 

する基本的な方針を参酌して、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱

を定めると示されていることなどから、第３次計画策定にあたっては、総合教育会議に

おいても議論を行うこととする。 

 

（２）有識者からの意見聴取  

   計画の策定にあたり、学識者、民間企業関係者、学校・地域関係者、公募委員等で構

成される学校教育審議会に対し諮問し、多様な意見をいただき計画に反映させる。 

 

（３）市民意見の反映について  

①意識調査 

   Ｐ．１２～１６ 「３ 保護者や教職員の意識について」のとおり 

②パブリックコメント 

   重要な施策の意思決定の過程における透明性の向上を図るとともに、市民参加を推進

するため、パブリックコメントを実施する。 
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 ３ 第３次千葉市学校教育推進計画策定本部設置要綱 

 

（設置） 

第１条 第３次千葉市学校教育推進計画（以下「計画」という。）の策定及び変更に関し、必要な審議 

を行うため、第３次千葉市学校教育推進計画策定本部（以下「策定本部」という。）を置く。 

 （所掌事項） 

第２条 策定本部は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）計画の策定及び変更に必要な事項を審議すること。 

（２）その他計画の策定及び変更に関し必要な事項。 

（策定本部） 

第３条 策定本部は、別表第１に掲げる職にある者をもって組織する。 

２ 策定本部に本部長を置き、教育長をもってこれに充てる。 

３ 本部長は、会務を総理し、策定本部を代表する。 

４ 本部長は、策定本部の会議を招集し、その議長となる。 

５ 策定本部に副本部長を置き、教育次長の職にある者をもってこれに充てる。 

６ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

７ 策定本部の円滑な運営を図るため、策定本部に幹事会を置く。 

（幹事会） 

第４条 幹事会は、別表２に掲げる職にある者をもって組織する。 

２ 幹事会に幹事長を置き、学校教育部長の職にある者をもってこれに充てる。 

３ 幹事長は、幹事会の会議を主宰する。 

４ 幹事会に副幹事長を置き、学校教育部参事の職にある者をもってこれに充てる。 

５ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。 

６ 幹事会は、計画に関する具体的事項を検討し、調整した結果を本部長に報告する。 

７ 幹事長は、必要に応じ作業部会を置くことができる。 

（資料の提出等） 

第５条 本部長及び幹事長は、それぞれの会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を

求め、その意見若しくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 策定本部の庶務は、学校教育部教育改革推進課において処理する。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、策定本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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別表第１（策定本部） 

教育長 

教育次長 

教育総務部長 

学校教育部長 

生涯学習部長 

学校教育部参事 

総務部長 

総合政策部長 

財政部長 

こども未来部長 

別表第２（幹事会） 

教育総務部長 

学校教育部長 

学校教育部参事 

教育総務部総務課長 

教育総務部企画課長 

教育総務部学校施設課長 

教育総務部教育職員課長 

教育総務部教育給与課長 

学校教育部学事課長 

学校教育部教育改革推進課長 

学校教育部教育指導課長 

学校教育部教育支援課長 

学校教育部保健体育課長 

学校教育部教育センター所長 

学校教育部養護教育センター所長 

生涯学習部生涯学習振興課長 

生涯学習部文化財課長 

中央図書館長 

小学校長会長 

中学校長会長 

千葉高等学校長 

稲毛高等学校長 

 

総務部総務課長 

総合政策部政策企画課長 

財政部資金課長 

こども未来部こども企画課長 

こども未来部健全育成課長 
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 ４ 策定スケジュール 

 

 

 

  

日程 主 な 内 容 

R3 5 第１回幹事会 

［策定基本方針検討、意識調査内容検討、現状と課題（R１事務点検・評価）］ 

第１回策定本部 

［策定基本方針決定、意識調査内容検討、現状と課題（R１事務点検・評価）］ 

6 意識調査（保護者、教員） 

7 学校教育審議会 

［諮問、策定基本方針報告、意識調査報告、現状と課題（R１事務点検・評価）］ 

  11 第２回幹事会  ［施策骨子案検討］ 

第２回策定本部 ［施策骨子案検討］ 

学校教育審議会 ［施策骨子案］ 

12 第３回幹事会・策定本部（書面開催）［施策骨子決定］ 

R4 3 学校教育審議会［副題、アクションプラン検討］ 

総合教育会議  

R4 5 総合教育会議 

   6 第４回幹事会   ［計画案検討］ 

7 

 

第４回策定本部会 ［計画案検討］ 

学校教育審議会  ［計画案検討］ 

8 政策会議 

12 学校教育審議会［答申］ 

R5 1  議員説明 

 2 パブリックコメント 

 3 教育委員会議 ［計画策定］ 

完成 

公表 
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２ 用語解説（５０音順） 

＜あ行＞ 

ＩＣＴ【P43、他】 

情報通信技術のこと。 

Information and Communication Technology の

略。IT（Information Technology）とほぼ同義だが、

ネットワーク通信による情報や知識の共有を念頭

に置いた表現。 

 

アフタースクール【P74、他】 

放課後児童クラブと放課後子ども教室を一体的

に運営するもので、小学校の放課後において、希望

する全ての児童を対象に、安全・安心に過ごせる居

場所と多様な体験・活動の機会を提供する。 

 

 

インクルーシブ教育システム【P89、他】 

人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的

及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達さ

せ、自由な社会に効果的に参加することを可能と

するとの目的のもと、障害のある者と障害のない

者がともに学ぶ仕組み。 

 

SDGｓ【P33】 

持続可能な開発目標（SDGs）とは、2015 年 9 月

の国連サミットで採択された「持続可能な開発の

ための 2030 アジェンダ」にて記載された 2030 年

までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。

17 のゴール・169のターゲットから構成され、地球

上の「誰一人取り残さない」ことを誓っている。 

 

ＮＰＯ【P103】 

「Nonprofit Organization」の略で、民間非営

利組織と訳すことができる。活動や活動地域にか

かわらず、組織の性格を表す言葉。 

 

 

＜か行＞ 

学習指導要領【P33】 

文部科学省が告示する教育課程の基準のこと。

小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支

援学校の各学校と各教科で実際に教えられる内容

とその詳細について、学校教育法施行規則の規定

に基づき定めている。 

 

 

学力向上アクションプラン【P41、他】 

自校の児童生徒の学力の現状や課題をもとに、

具体的な目標や取組を明確に示し、その実践・評

価・改善を通して、児童生徒の学力向上を目指す行

動計画。各学校において作成し、アクションプラン

に基づいた学校経営、学年・学級経営、教科経営を

行うことで、計画的・総合的に学力向上に取り組む。 

 

学級編制の標準【P42】 

公立義務教育諸学校において、都道府県の教育

委員会が定めた学級を編制する際の基準。現在の

千葉県の基準は、国の標準法に合わせ、小学校１年

生は 35人学級、その他の小学校中学校の学年は 40

人学級としている。 

 

学校支援地域本部【P78、他】 

児童生徒の健やかな成長、学校教育の充実発展、

地域の教育力の向上及び地域コミュニティの活性

化を図るため、保護者、地域住民、関係団体等が協

力し、地域全体で学校を支援する組織。 

 また、学校支援地域本部等の活動をベースに、

「支援」から「連携・協働」、個別の活動から「総

合化・ネットワーク化」を目指す新たな体制として

の「地域学校協働本部」へ発展させていくことが必

要であるとの平成 27年 12月 21日中央教育審議会

答申を受けて、地域の教育力の充実と地域におけ

る学校との協働体制の在り方について、文部科学

省で検討が進められている。 

 

学校セーフティウォッチャー【P18、他】 

児童生徒の登下校の安全を強化するために、登

下校の時間帯を中心に見守り活動を行っていただ

く安全ボランティアの方のこと。 
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学校適正配置【P77、他】 

子どもたちのより良い教育環境の整備と教育の

質の充実を図るため、学校規模と学校配置を一体

のものとして検討し、小規模校や大規模校の学校

規模の適正化を図り、教育上・学校運営上の諸問題

を解消するための取組。 

 

学校図書館指導員【P50、他】 

児童生徒の豊かな読書活動を推進したり、学校

図書館の環境整備をしたりするために、全小・中学

校に配置している指導員。 

 

カリキュラム・マネジメント【P47、他】 

各学校において、児童や学校、地域の実態を適切

に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育

の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていく

こと、教育課程の実施状況を評価してその改善を

図っていくこと、教育課程の実施に必要な人的又

は物的な体制を確保するとともにその改善を図っ

ていくことなどを通して、教育課程に基づき組織

的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図

っていくこと。 

 

GIGA スクール構想【P33、他】 

１人１台端末及び高速大容量の通信ネットワー

クを一体的に整備するとともに、並行してクラウ

ド活用推進、ICT機器の整備調達体制の構築、利活

用優良事例の普及、利活用の PDCAサイクル徹底等

を進めることで、多様な子どもたちを誰一人取り

残すことのない、公正に個別最適化された学びを

全国の学校現場で持続的に実現させる国の施策。 

 

キャリア教育【P29、他】 

「キャリア」という用語は、生涯にわたる経歴、

専門的技能を要する職業についている等、その解

釈・意味付けは多様だが、「キャリア教育」という

場合には、「生き方そのもの」という意味で使われ

る。「キャリア教育」は、自立した社会人・職業人

となるための、より良い生き方を支援する教育で

ある。 

 

 

 

 

 

キャリア発達【P48、他】 

子ども自身が自己のよさや可能性に気づき、そ

れぞれが夢や希望を持ち、その実現に向けて努力

する過程。 

 

キャリア・パスポート【P57】 

児童生徒が、小学校から高等学校までのキャリ

ア教育に関わる諸活動について、自らの学習状況

やキャリア形成を見通したり振り返ったりしなが

ら、自身の変容や成長を自己評価できるよう工夫

されたポートフォリオ。 

 

教育支援センター（ライトポート）【P95、他】 

不登校児童生徒等に対する指導を行うために教

育委員会等が、学校以外の場所や学校の余裕教室

等において、学校生活への復帰等を支援するため、

児童生徒の在籍校と連携をとりつつ、個別カウン

セリング、集団での指導、教科指導等を組織的、計

画的に行う組織として設置したものをいう。 

 

県運動能力証【p60】 

千葉県が小学校５・６年生児童及び中学、高等学

校の全生徒を対象に８種目の運動検定を実施し、

各記録が一定の水準に達する者に対して交付する

合格証。 

 

現場研究員【P70】 

現場研究員として選考された教職員が、学校教

育の課題解明と各校の研究推進者の資質向上を図

るため、所属学校において研究に取り組む。 

 

コミュニティ・スクール【P75、他】 

教育委員会から任命された保護者や地域住民の

方々が、一定の権限を持って学校運営に参画する

「地域とともにある学校」の仕組み。 

 

教職員定数【P42】 

公立の小・中学校等に置くべき教職員の総数。 
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＜さ行＞ 

市運動能力検定【P61】 

小学校５・６年生の児童を対象に、５つの運動種

目について、千葉市独自の達成基準を設け、達成状

況によりＡ級、Ｂ級、Ｃ級の合格証を交付する検定。 

 

自己肯定感【P48、他】 

人との関わりを通して、進んで協力できた、自分

から働きかけができた、誰かの役に立つことがで

きた、という集団の一員としての自信や誇りを獲

得すること。 

 

CBT 化【P41】 

「CBT」とは、Computer-Based Testing の略称で、 

コンピュータ上で実施する試験を指す。紙の試験

からコンピュータを使った試験へと移行していく

こと。 

 

小規模校【P77】 

第２次千葉市学校適正配置実施方針では、小・

中学校とも１１学級以下の学校のこと。 

 

小中一貫教育【P74、他】 

学びの連続性を重視し、小・中学校９年間の一貫

したカリキュラムや指導方法の工夫等を通して、

一人一人の個性や能力をより一層伸ばすことを目

指した教育。 

 

情報モラル教育【P88】 

情報社会を生き抜き、健全に発展させていく上

で身に付けておくべき考え方や態度、及びネット

ワーク上で生じる様々な危険に的確に対処できる

判断力等を養う教育。 

 

食育【P59、他】 

食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたっ

て健全な食生活を実現することにより、心身の健

康の増進と豊かな人間形成に資することを旨とし

て行われる教育。 

 

 

 

 

 

スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）

【P76】 

将来有為な科学技術系人材の育成のために、文

部科学省が科学技術や理科・数学教育を重点的に

行う高等学校を指定する制度のこと。 

 

スクールカウンセラー【P93、他】 

臨床心理に関する専門的な知識・経験を有する

臨床心理士等。児童生徒の持つ様々な悩みの解消

に向けて、学校内の相談室を中心に相談活動及び

保護者や教職員に対する助言等を行う。 

 

スクールソーシャルワーカー【P93、他】 

児童生徒の問題行動等へ対応するため、教育分

野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な

知識・技術を用いて、関係機関等とのネットワーク

を活用するなど、児童生徒が置かれた様々な環境

へ働きかけて支援を行う専門家。 

 

スクールメディカルサポート事業【P100】 

市立学校に在籍する医療的ケアを必要とする児

童生徒のうち、児童生徒の自己対応が難しい場合、

教育委員会が医療的ケアを行う看護師（メディカ

ルサポーター）の支援の必要性を検討し、派遣する。 

 

スクールロイヤー【P93、他】 

学校が抱える諸課題の円滑かつ迅速な解決を図

るため、学校からの依頼に応じて、法律的視点から

の助言を行う法務相談や、教職員を対象に、法を踏

まえた適切な対応を行うための研修等の講師を行

う弁護士。 

 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査 

【P16、他】 

全国的な子どもの体力の状況を把握・分析する

ことにより、国、教育委員会・学校が子どもの体力

の向上に関する継続的な検証改善サイクルを確立

することや学校が各児童生徒の体力や生活習慣、

食習慣、運動習慣を把握し、学校における体育・健

康に関する指導などの改善に役立てることを目的

とした調査。平成２０年度から小学校第５学年、中

学校第２学年の児童生徒を対象とした８種目の実

技調査と生活習慣等の質問紙調査や学校を対象と

した質問紙調査を実施している。 
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専門研修【P91】 

教職員の資質力量の向上を目指し、自己啓発や

職務遂行能力を身に付けるための希望制の研修。 

 

全国学力・学習状況調査【P10、他】 

全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持

向上の観点から、各地域における児童生徒の学力・

学習状況を把握・分析することにより、教育及び教

育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るこ

と等を目的とした調査。平成 19年度から小学校第

６学年、中学校第３学年の児童生徒を対象として

国語、算数・数学と、生活習慣や学習環境等に関す

る質問紙調査に分けて行われている。 

 

Society5.0【P31】 

狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、

工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）

に続く、新たな社会を指すもので、第５期科学技術

基本計画において我が国が目指すべき未来社会の

姿として初めて提唱された。Society 5.0は、サイ

バー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）

を高度に融合させたシステムにより実現するとし

ている。 

 

＜た行＞ 

体力・運動能力調査【P61、他】 

国（文部科学省）において、児童期から高齢期に

おける国民の体力・運動能力の現状を明らかにす

るため実施している８種目の体力・運動能力調査。 

 

大規模校【P94、他】 

第２次千葉市学校適正配置実施方針では、小・中

学校とも２５学級以上の学校のこと。 

 

確かな学力【P34、他】 

①基礎的・基本的な知識・技能の習得、②知識・

技能を活用して課題を解決するために必要な思考

力・判断力・表現力等、③学習意欲などの主体的に

学習に取り組む態度。 

 

 

 

 

 

 

チーム学校【P72、他】 

教員が児童生徒と向き合える時間を確保するな

ど、指導力を発揮できる教育環境の整備を図るた

め、教員以外の専門性や経験を有する専門的スタ

ッフを学校に配置したり、従来の業務を改善した

りすることでそれぞれの専門性を連携して発揮し、

学校組織全体が一つのチームとして力を発揮する

という考え方。 

 

千葉市学力状況調査【P10、他】 

児童生徒の学力を把握し、指導改善に活かすこ

とで確かな学力を身に付けさせる目的で、小学校

３・５年生及び中学校２年生全員を対象に実施し

ている調査。（小学校：国・算・理・社、中学校：

国・社・数・理・英及び意識調査を実施） 

 

中高一貫教育【P77】 

中学校・高等学校６年間の一貫した教育課程や

学習環境のもとで学ぶ機会を提供し、生徒一人一

人の個性をより重視した教育の実現を目指すもの。

中等教育学校、併設型の中学校・高等学校、連携型

の中学校・高等学校、の３つの実施形態がある。 

 

読書活動【P50、他】 

児童生徒が楽しむために本を読んだり、読み聞

かせを聞いたり、課題解決のために図書資料を活

用したりする、読書に関わる主体的な活動で、言葉

を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊か

なものにし、人生をより深く生きる力を身に付け

ていく上で欠くことのできないもの。 

 

特別支援学級【P9、他】 

障害に応じた教科指導や、障害に起因する困難

の改善・克服のための指導を行う学級の設置形態

のこと。 

 

特別支援学校【P9、他】 

障害の重複化や多様化を踏まえた、障害種別に

とらわれない学校の設置形態のこと。地域の特別

支援教育のセンター的役割を担う。 
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特別支援教育【P9、他】 

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向

けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、

幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、

その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善

又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を

行うもの。 

 

特別支援教育指導員【P101】 

通常の学級に在籍するＡＤＨＤ児等のうち、学

級での授業や活動に困難な状況にあり、緊急に対

応が必要な児童生徒に対して、学級担任と協力し

て一人一人の教育的ニーズに対応した的確な指導

が行えるよう、学校に一定期間配置する者。 

 

特別支援教育介助員【P100】 

特別支援学級又は通常の学級に在籍する常時介

助が必要な児童の安全を確保するとともに、学級

内の他の児童の学習保障及び担任教員の負担軽減

のために、小学校に配置する者。 

 

＜は行＞ 

不登校児童生徒【P9、他】 

年度間に連続又は断続して 30日以上欠席した児

童生徒のうち、何らかの心理的、情緒的、身体的、

あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校

しないあるいはしたくともできない状況にあるこ

と（ただし、病気や経済的理由によるものを除く）。 

 

ブラインド型避難訓練【P81】 

災害の発生日時や場所等をあらかじめ教えない

で行う避難訓練。 

 

フリースクール等【P97、他】 

不登校児童生徒の社会的自立に向け、本人、保護

者、学校と連携を図りながら、学習支援、体験活動、

進路学習支援等を行う民間の機関。 

 

放課後子ども教室【P74、他】 

小学校の施設を活用して、放課後の子ども達の

安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、地域の多

様な人々の参画を得て、様々な体験・交流活動など

を実施するもの。 

 

＜ま行＞ 

メディアリテラシ―【P74、他】 

メディアの特性を理解し、それを目的に合わせ

て適切に選択し、活用する能力であり、メディアか

ら発信される情報内容について、批判的に吟味し、

理解し、評価し、主体的能動的に選択できる能力。 

 

＜や行＞ 

幼保小連携【P74】 

幼稚園・保育所・認定こども園から小学校への接

続が円滑に行われるようにするため、相互の交流、

情報共有、教育内容の連携等を図ること。 
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第６次千葉市生涯学習推進計画 
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１ 生涯学習の理念 
 

生涯学習は、一人ひとりが、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、

その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その

成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 

（教育基本法第３条） 
（１）生涯学習の意味 

生活の向上、職業上の能力の向上や自己の充実を目指し、各人が自発的意思に基づい

て行うことを基本とし、必要に応じ、可能な限り自己に適した手段及び方法を自ら選び

ながら、生涯を通じて行う学習です。 

 

（２）生涯学習の種類 

人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、家庭教育、社会教育、文化活動、

スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア活動、企業内教育、趣味など様々な

場や機会において行われるものです。 
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２ 現状と課題 
 

生涯学習の普及啓発、学習機会の提供等を通じた学習活動の支援、学習活動の成果と活用

によるコミュニティづくりの視点を踏まえ、第５次千葉市生涯学習推進計画では、「市民が自

ら学んだ成果を生かし、活力あるコミュニティを形成できる環境づくりを進める～学びを通

して地域がつながるまち 千葉市～」を目標とした計画づくりを行うとともに、国の「第２期

教育振興基本計画」等を踏まえつつ「千葉市新基本計画」や「実施計画」との整合性を考慮

しながら、本市の現状に即した取組を行ってきました。 

第５次千葉市生涯学習推進計画の進捗状況は以下のとおりです。 

 

 １ 全体の評価について（令和３年度） 

 

成果指標は達成状況×の項目が多く、順調であるとは言えませんでした。一方で、アク

ションプランは「順調」の項目が多く、おおむね順調に進捗していることから、実施して

いる取組が成果として表れていないことが分かりました。 

 
成果指標 アクションプラン 

 ○ × －  順調 遅れ 休止 

生涯学習分野 10 3 7 0 66 47 17 2 

 

 

 

 

 

 ２ 各成果指標の状況について 

 

成果指標１ 生涯学習に関心のある市民の割合 

最終目標 90.0％ 実績 84.0％（ＷＥＢアンケート） 

目標を達成できませんでしたが高い割合を示しています。 

ＳＮＳや情報誌等各種媒体による学ぶ場と学ぶための情報提供や、生涯学習イベン

トを継続して実施しました。 

市民ニーズに応えた各種事業を実施するとともに、ＳＮＳを活用した情報の発信や、

情報誌やチラシなどの発行回数を増加することで、学習のきっかけづくりにつなげ、

生涯学習に関心のある市民の割合が増えるよう努める必要があります。 

 

成果指標２ 生涯学習に関する情報が充実していると感じる市民の割合 

最終目標 34.0％ 実績 57.7％（ＷＥＢアンケート） 

目標を達成しました。 

ＳＮＳでの発信や冊子・チラシなどの発行に加え、ホームページのリニューアルな

ど生涯学習に関する情報提供の充実に努めました。 

ＳＮＳを活用した情報発信の拡充、情報誌やチラシなどの発行回数の増加、公民館

の掲示板の活用など、各年齢層の利用者に届くよう、様々な手法を活用した情報発信

を充実します。 

 

 

○…最終目標値（Ｒ３末目標値） 
以上のもの 

×…最終目標値（Ｒ３末目標値） 
未満のもの 

順調…最終目標値（Ｒ３末目標値） 
以上のもの 

遅れ…進捗状況に遅れが出ている
もの 

休止…事業を休止したもの 
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成果指標３ 市の生涯学習施設が 5年前よりも利用しやすくなったと考える市民の割合 

最終目標 58.0％ 実績 42.5％（関係団体調査） 

目標を達成できませんでした。 

老朽化した施設の修繕、備品の交換を実施し、利用しやすい学習環境の整備を進め

ましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用定員の制限等を行ったこ

とによる影響があったものと考えられます。 

引き続き、各施設の修繕や備品の交換を計画的に実施し、利用しやすい施設となる

よう環境づくりを進めます。 

 

成果指標４ 生涯学習施設を年 1回以上利用したことのある市民の割合 

最終目標 80.0％ 実績 56.5％（ＷＥＢアンケート） 

目標を達成できませんでした。 

新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じた施設運営を行いました。 

学習環境の整備を進め、市民ニーズに応じた各種事業を実施し、学習のきっかけづ

くりに努めつつ、新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じて生涯学習施設を運営し

ます。 

 

成果指標５ 郷土の歴史や文化財に愛着を感じる市民の割合 

最終目標 59.0％ 実績 65.3％（ＷＥＢアンケート） 

目標を達成しました。 

特別史跡加曽利貝塚や千葉市の礎を築いた千葉氏などを筆頭に、ＰＲ事業を継続的

に実施しました。郷土の歴史や文化財に対する市民の興味・関心は高まってきている

と考えられます。 

より多くの方に満足いただける学習機会を提供できるよう、引き続き、郷土への理

解を深める講座・事業などの充実を図ります。 

 

成果指標６ 公民館の講座の参加者の満足度 

最終目標 99.5％ 実績 98.0％（受講者アンケート） 

目標には達しなかったが高い割合を示している。 

地域における課題や利用者のニーズを把握し、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響を考慮しながら講座内容や実施方法を見直しつつ主催事業の実施に努めました。 

地域課題、利用者のニーズ、不満だった理由を的確に把握したうえで、実施時期等

の検討をするとともに、講座内容や実施回数を充実し、満足度の向上を図ります。 

 

成果指標７ 「科学都市ちば」の認知度 

最終目標 50.0％ 実績 40.6％（ＷＥＢアンケート） 

目標を達成できませんでした。 

新型コロナウイルス感染症拡大により、講座やイベントの中止や制限をしたことか

ら、例年より啓発機会が限定されました。ここ数年では、下降傾向が続いているため、

さらなる広報の強化に努める必要があると考えます。 

千葉市科学フェスタメインイベントや科学館事業の充実はもちろんのこと、展示物

リニューアルの周知や、未来の科学者育成プログラム等、児童生徒向けの事業の充実

を図り、「科学都市ちば」の認知度の向上を図ります。 
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成果指標８ 市民のボランティア活動・地域活動への参加状況 

最終目標 30.0％ 実績 18.9％（ＷＥＢアンケート） 

目標を達成できませんでした。 

新型コロナウイルス感染拡大による減少後、生涯学習センターや公民館での各種講

座の実施数やボランティアセンターの登録者数は上向きました。 

市民ニーズを踏まえボランティア活動・地域活動に関する各種講座の充実を図ると

ともに、活動の周知や活動場所の発掘などに努め、学習成果を地域に還元できる活動

への参加につなげます。 

 

成果指標９ 年２回以上学習成果を地域に還元する団体の割合 

最終目標 71.0％ 実績 66.1％（生涯学習関係団体アンケート） 

目標を達成できませんでした。 

施設ボランティア、サークル活動での学習活動参加者による講座の開催や、ボラン

ティアを地域につなげるコーディネートに努めましたが、新型コロナウイルス感染症

拡大による講座やイベントなど還元できる機会が減少しました。 

学習の成果を地域に還元する機会や、ボランティアと市民のニーズとのマッチング

などの施策を進めます。 

 

成果指標１０ 住民同士で地域課題の解決に取り組んでいると考える市民の割合 

最終目標 30.0％ 実績 44.8％（ＷＥＢアンケート） 

目標を達成しました。 

公民館運営審議会や公民館運営懇談会などで議論された地域課題の講座への反映

などに努めました。 

公民館運営審議会や公民館運営懇談会の議論の活性化をはじめ、地域の団体等と連

携して主催事業を実施するなど、地域課題の解決に取り組んでいけるよう支援を続け

ます。 

 

  



 
122 

 

３ 生涯学習に関する市民の意識について 
 

 １ 千葉市生涯学習基礎調査概要 

 

第６次千葉市生涯学習推進計画策定にあたり、生涯学習に対する基本的な意識・実態

等を把握することを目的に千葉市生涯学習基礎調査（市民意識調査・関係団体調査）を実

施しました。 

（１）生涯学習市民意識調査 

【実 施 期 間】令和３年１０月２７日～１１月１２日 

【調 査 対 象】市民（無作為抽出） 

【調 査 方 法】調査票を郵送し、郵送回答もしくはＷＥＢ回答 

【対 象 者 数】2,500人 

【回 答 者 数】1,006人（回答率：40.2％） 

 

（２）生涯学習関係団体調査 

【実 施 期 間】令和３年１０月２７日～１１月２４日 

【調 査 対 象】生涯学習センター・公民館・コミュニティセンター利用団体 

【調 査 方 法】調査票を窓口で配布し、郵送回答もしくはＷＥＢ回答 

【対 象 団 体 数】1,000団体 

【回 答 団 体 数】  767団体（回答率：76.7％） 
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 ２ 意識調査結果 

 

（１）生涯学習の意識に関する調査結果 

生涯学習活動の意義（市民意識調査：問１） 

生きがいづくり 36.0％ 

新しい知識・教養の習得 22.8％ 

仲間づくり・交流活動 12.4％ 

余暇時間の活用 11.5％ 

職業上必要な知識・技能・資格取得 7.6％ 

地域づくり・まちづくり 4.4％ 

特にない 3.7％ 

その他 1.2％ 

不明・無回答 0.5％ 

 

生涯学習活動を行う上で最も重視していること（市民意識調査：問２） 

人生を豊かにする 45.0％ 

知識や技術を高められる 11.8％ 

健康に役立つ 9.5％ 

地域や社会全体との関わりが深められる 8.3％ 

特にない 5.2％ 

今の仕事や将来の仕事に役立つ 5.0％ 

仲間づくりができる 5.0％ 

家庭生活に役立つ 2.6％ 

ストレスの解消になる 2.6％ 

社会に貢献できる 2.3％ 

資格取得に役立つ 1.7％ 

その他 0.5％ 

不明・無回答 0.5％ 

【概要】 

生涯学習の意義については、「生きがいづくり」が 36％、「新しい知識・教養の習

得」が 23％となっています。一方で「地域づくり・まちづくり」が 4％となってい

ます。また、生涯学習活動を行う上で最も重視しているのは、「人生を豊かにする」

が 45％となっています。一方で「地域や社会全体との関りが深められる」が 8％、

「社会に貢献できる」が 2％となっています。 

 

【考察】 

生涯学習活動を個人の成長と捉える市民が多くなっています。これを活力あるコ

ミュニティづくりにつなげていくため、引き続き生涯学習施策の充実を図る必要が

あります。 
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（２）施策展開の方向性１ 学習活動のきっかけの提供に関する調査結果 

生涯学習に関する情報の入手先（市民意識調査：問１５ 選択肢抜粋） 

市政だより 59.2％ 

インターネット、ＳＮＳ 26.0％ 

特に情報を得ていない 20.5％ 

知り合いや仲間から聞く 14.0％ 

町内自治会の回覧板、掲示板など 9.8％ 

市の施設での掲示やポスター 8.8％ 

公民館のチラシ、情報誌など 8.4％ 

雑誌・タウン情報誌 7.0％ 

 
生涯学習活動に関する情報の充実度合い（市民意識調査：問１６） 

感じる 6.2％ 

どちらかといえば感じる 16.7％ 

どちらともいえない 47.4％ 

どちらかといえば感じない 15.5％ 

感じない 11.8％ 

 
施設を利用する理由（市民意識調査：問１０ 選択肢抜粋） 

自宅から近いから 63.7％ 

料金がかからないから、安いから 39.4％ 

施設・設備が充実しているから 26.2％ 

利用時間が希望に合うから 23.3％ 

講座・イベントなどの内容がよいから 12.3％ 

交通の便がよいから 11.6％ 

生涯学習関連施設について、市が力を入れるべき点（市民意識調査：問１４） 

既存の施設・設備の充実  19.3% 

誰でも気軽に参加できる行事やイベントの充実  18.0% 

生涯学習に関する情報提供の充実  12.4% 

夜間や休日でも利用できるようにする  11.5% 

特にない 10.5% 

情報通信機器の利用環境（Ｗｉ－Ｆｉ設備など）の整備 8.9% 

気軽に立ち寄って個人で学習したり、仲間と教えあったりできるフリースペース  7.8% 

子どもの一時預かりの充実  2.5% 

生涯学習について相談できる専門的な職員の配置  2.5% 

学校の施設を開放する  2.1% 

その他 2.5% 

 
５年前と比べた現在の千葉市の生涯学習施設の利用のしやすさ（関係団体調査：問６） 

かなり利用しやすくなった 20.7％ 

やや利用しやすくなった 21.8％ 

変わらない 42.5％ 

やや利用しにくくなった 7.2％ 

かなり利用しにくくなった 1.6％ 

わからない 6.0％ 
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【概要】 

生涯学習に関する情報の入手先は「市政だより」、「インターネット、ＳＮＳ」が

多い。また、情報の充実度合は、「感じない・どちらかといえば感じない」が 27％

となっています。 

生涯学習施設を利用する理由は「自宅から近いから」、「料金がかからないから、

安いから」の他、「施設・設備が充実しているから」が多くなっています。 

生涯学習関連施設について市が力を入れるべき点は「既存の施設・設備の充実」

が 19％、「誰でも気軽に参加できる行事やイベントの充実」が 18％となっていま

す。 

5年前と比べた利用のしやすさは「かなり利用しやすくなった・やや利用しやす

くなった」が 43％となっています。 

 

【考察】 

生涯学習情報が充実していないと感じる方が多いことや、生涯学習に関する情報

入手のツールとしてインターネットをあげる方が多くなっていることから、インタ

ーネットやＳＮＳを活用した情報提供の充実を図る必要があります。 

また、だれでも気軽に参加できる行事やイベントのニーズもあることから、来館

による啓発も有効と思われます。 

5 年前と比べて施設が利用しやすくなったと感じる割合が高くなっていること、

既存の施設・設備の充実が求められていることから、引き続き、学習環境の整備に

も努めていく必要があります。 
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（３）施策展開の方向性２ 多様な学習機会の確保に関する調査結果 

身近な地域のどのようなものに愛着を感じるか（市民意識調査：問２３） 

川や森、林、海などの自然環境 44.8％ 

公園、建物などの街並み 37.8％ 

地元の農産物や製品 34.6％ 

図書館、公民館などの学習・教育施設 24.8％ 

郷土史、郷土文化・芸能 17.1％ 

スポーツセンター、スタジアムなどの運動施設 17.0％ 

小学校、中学校などの学校 13.9％ 

プロスポーツチーム 13.1％ 

ご当地キャラクター 12.6％ 

特にない 11.0％ 

文化、スポーツ団体 7.2％ 

地域活動、ボランティア団体 5.9％ 

 
千葉市の歴史や文化財への愛着度合い（市民意識調査：問２４） 

感じる 18.5％ 

どちらかといえば感じる 24.2％ 

どちらともいえない 33.4％ 

どちらかといえば感じない 12.8％ 

感じない 9.7％ 

 
今後の生涯学習活動意向（市民意識調査：問８） 

趣味・お稽古事（音楽、美術、伝統芸能、園芸など） 36.3％ 

健康づくり（各種スポーツ、レクリエーションなど） 33.9％ 

健康（医学、栄養学、感染症など） 31.2％ 

情報通信技術（ＰＣ、スマホ、インターネットの使い方など） 27.5％ 

家庭生活（料理、手芸など） 24.4％ 

職業上必要な知識・技能・資格取得 21.4％ 

学術・教養（文学、郷土史、経済、語学など） 20.8％ 

自然災害（防災、避難方法など） 13.3％ 

ボランティア活動（福祉、環境美化、学習指導など） 13.0％ 

社会問題（時事、国際、環境など） 12.0％ 

育児・教育（幼児教育、教育活動など） 9.4％ 

特にない 7.5％ 

地域活動（町内自治会、ＰＴＡ、住民グループなど） 7.4％ 

 
生涯学習事業について、市が力を入れるべき点（市民意識調査：問２０ 選択肢抜粋） 

文化・芸能を鑑賞する事業を増やす 17.9％ 

インターネットを利用したオンライン講座を増やす 13.0％ 

技能・資格取得関連のセミナーなど職業能力の向上につながる講座を増やす 9.1％ 

インターネットを利用しない割合（市民意識調査：問１７ 選択肢クロス集計抜粋） 

50～59歳 1.6％ 

60～69歳 8.6％ 

70～79歳 31.1％ 

80歳以上 44.3％ 

  



 
127 

【概要】 

身近な地域で愛着を感じているのは「川や森、林、海などの自然環境」、「公園、

建物などの街並み」、「地元の農産物や製品」の順に多くなっています。また、市

の歴史や文化財への愛着度合は、「感じる・どちらかといえば感じる」が 43％とな

っています。 

今後してみたい生涯学習活動は趣味、健康に関することが多いですが、市民のニ

ーズは幅広い分野にわたっており、「情報通信技術」、「自然災害」、「ボランテ

ィア活動」、「社会問題」等、現代的課題に関する分野についても多くの市民が活

動の意向を示しています。 

また、生涯学習事業について市が力を入れるべき点で、「文化・芸能を鑑賞する

事業を増やす」が 18％、「インターネットを利用したオンライン講座を増やす」が

13％となっている一方で、「インターネットを利用しない」は 70 歳代が 31％、80

歳以上が 44％となっています（60歳代は 9％、50歳代は 2％）。 

 

【考察】 

多くの市民が、市の歴史や文化財をはじめ、身近な地域のさまざまなものに愛着

を感じており、引き続き、郷土への愛着を深めるための学習機会の提供に努めてい

きます。 

また、市民のニーズを的確にとらえ、多くの方が必要とする幅広い分野の学習機

会を提供していくとともに、オンライン講座の充実や高齢者のデジタルデバイドの

解消など、急速に変化する社会環境に対応した学習機会の提供にも努める必要があ

ります。 
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（４）施策展開の方向性３ 学習を生かしたコミュニティづくりに関する調査結果 

学習成果の活用方法（関係団体調査：問７） 

公民館文化祭・コミュニティまつりなど、市の施設の文化祭などへの参加 53.1％ 

団体独自の体験教室・発表会・展示会などの実施 24.6％ 

特にない 23.3％ 

地域でのボランティア活動 13.0％ 

町内自治会・商店街など、地域の文化祭などへの参加 10.2％ 

社会福祉施設などでのボランティア活動 8.9％ 

小・中学校におけるボランティア、ゲストティーチャー派遣など学校教育支援 2.9％ 

小・中学生の居場所づくりなどの放課後活動支援 2.2％ 

地域住民と生涯学習関連施設とが連携した地域課題解決に資する講座の開催 2.2％ 

生涯学習関連施設の施設ボランティア活動、講師派遣 1.7％ 

幼稚園・保育園などの活動支援ボランティア 1.4％ 

その他 5.2％ 

 

学習成果の活用をしていない理由（関係団体調査：問９ 選択肢抜粋） 

活動内容が発表などの活用に適さない 43.0％ 

 

学習成果の活用頻度（関係団体調査：問８） 

月２回以上 33.7％ 

年に１回程度 31.3％ 

年に数回程度 23.2％ 

月１回程度 8.3％ 

不明・無回答 2.4％ 

２か月に１回程度 1.1％ 

 

住民同士が協力して地域の課題の解決などに取り組んでいると思うか（市民意識調査：問２１） 

思う 6.0％ 

どちらかといえば思う 14.3％ 

どちらともいえない 47.4％ 

どちらかといえば思わない 17.3％ 

思わない 12.0％ 

 

今後の生涯学習活動意向（市民意識調査：問８ 選択肢抜粋して再掲） 

ボランティア活動（福祉、環境美化、学習指導など） 13.0％ 

地域活動（町内自治会、ＰＴＡ、住民グループなど） 7.4％ 
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【概要】 

学習成果の活用方法は、「公民館文化祭・コミュニティまつりなど、市の施設の

文化祭などへの参加」、「団体独自の体験教室・発表会・展示会などの実施」が多

くなっています。また、「地域でのボランティア活動」が 13％となっています。一

方で、「特にない」が 23％となっています。 

なお、活用していない理由は、「活動内容が発表などの活用に適さない」と考え

ている団体が 43％あります。 

学習成果の活用頻度は、「月２回以上」活用している団体が 34％あります。一方

で、「年に１回程度」が 31％となっています。 

住民同士が協力して地域の課題の解決に取り組んでいると思うかについては、

「思う・どちらかといえば思う」が 20％、「思わない・どちらかといえば思わない」

が 29％、「どちらともいえない」が 47％となっています。 

なお、今後してみたい生涯学習活動については趣味、健康に関することが多く、

「ボランティア活動」は 13％、「地域活動」は 7％となっています。 

 

【考察】 

学習成果が地域に十分に還元されているとは言えない結果となっており、引き続

き、学習者・学習団体に対し、学んだ成果を地域に還元し、さまざまな課題の解決

につなげていく意識の涵養を図る必要があります。 

また、あわせて、生涯学習施設において地域活動の担い手となる人材の発掘や育

成、コーディネートなどにも積極的に取り組み、地域課題解決のための環境づくり

に努めていく必要があります。 
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４ 第６次千葉市生涯学習推進計画策定について 
 

 １ 第６次千葉市生涯学習推進計画策定の基本方針 

 

（１）第５次千葉市生涯学習推進計画の課題への対応 

ア 計画の進行管理にかかる課題 

第５次千葉市生涯学習推進計画では、各施策は順調に進んでいるものの、成果指標

の達成につながっていないことが課題になっており、理由として以下のことが考えら

れます。 

（ア）網羅的にアクションプランが並んでおり、成果指標の達成に真に必要なものと
なっていません。 

（イ）生涯学習の理念が広く浸透しておらず、本市が目指すべき姿等が共有されてい
ません。 

 

こうした課題を解消するために、第６次千葉市生涯学習推進計画では以下のことに

留意して検討を行うこととしました。 

（ア）本市の生涯学習が目指すべきものを見据えた上で、その実現のための計画とし

ます。 

（イ）現場の施設や利用団体、利用者、地域への周知に力を入れます。 

イ 生涯学習の推進にかかる課題 

（ア）生涯学習に関する情報提供をより充実させる必要があります。 

（イ）学習環境・施設の充実を図る必要があります。 

（ウ）市民同士が学びあい、地域課題の解決に資する多様な学習機会の充実を図る必

要があります。 

（エ）地域のリーダーやボランティアの発掘、人材育成に力を入れる必要があります。 

 

（２）第５次千葉市生涯学習推進計画からの継承 

これまでの本市の生涯学習推進計画は、教育基本法第３条で規定されている生涯学習

の理念「一人ひとりが、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生

涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を

適切に生かすことのできる社会」をめざした計画を継承しており、第６次千葉市生涯学

習推進計画においても基本的に継承します。 

また、急速に変化する社会において、新しい時代の課題に対応するため、「あらたな視

点」を取り入れるとともに、「策定における留意点」を踏まえ、市民の学びを支え、その

成果を適切に生かせる環境づくりをめざします。 
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 ２ 第６次千葉市生涯学習推進計画のあらたな視点 

 

（１）インターネットが生活のオプションから、生きていくための情報を得るツールとな

った時代において、ＩＣＴ機器を利用できる者とできない者の格差（デジタルデバイ

ド）の解消を図ります。 

（２）新型コロナウイルス感染症や自然災害などの課題に対し、学びを通じて人々の生命

や生活を守る生涯学習の視点が重要となり、必要な知識を得たり地域課題に向けて共

に学びあったりする機会の充実を図ります。 

（３）本市では、持続可能なまちづくりを目指し、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成

に向けた取組みを推進しています。ＳＤＧｓの目標４「質の高い教育をみんなに」で

は、「すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進

する」とされており、この目標達成に貢献するとともに１７の目標すべてのゴールを

意識した施策を展開します。 

（４）公民館が身近な地域活動拠点としての機能をより一層発揮するため、社会教育主事

有資格者の更なる活用を図り、各地域における課題の解決に向けた講座の拡充を通し

て、その成果が地域に還元され、循環させるサイクルの構築を進め、公民館の機能強

化を図ります。 

 

 ３ 第６次千葉市生涯学習推進計画策定において留意すべき事項 

 

（１）目指すべき姿の達成状況を適切に把握・評価できる成果指標を検討します。 

（２）「学びはじめ」から「学習機会の提供を受けた学習活動」を経て「学習成果の活用に

よるコミュニティづくり」が実現できる環境づくりを引き続き継承します。 

（３）集まって講座に参加する形態だけでなく、個人でインターネットを活用し調べる形

態も学習といえます。個人が自由に利用できる場の考え方も求められます。 

（４）公民館などの社会教育施設で、子どもや若者が地域の課題解決に主体的にかかわる

ことは、主権者意識の涵養にも資するものであり、よりよい社会を創っていく資質・

能力を育むうえで重要です。 

（５）地域の多様な人たちが相互に理解しあい、共生できる環境をつくるうえで、学びの

活動と、地域をつないでコーディネートする人材が重要です。 

（６）人生１００年時代であり、高齢者や障害者も心身の健康を保持しながら、必要な時

に必要な学びを通じ成長し、活動することが求められます。 

（７）新型コロナウイルス感染拡大によって、新しい技術を活用した「オンラインによる

学び」が広まりつつありますが、「対面による学び」の組み合わせにより、多様な交流

や人と人とのつながりを広げる可能性があるなど、学びが更に豊かなものになります。 

（８）新型コロナウイルス感染症や自然災害などの課題に対し、学びを通じて人々の生命

や生活を守る「命を守る」生涯学習・社会教育という視点が今後ますます重要です。 

（９）「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向け、国連サ

ミットで採択されたＳＤＧｓを踏まえた取組を進めます。 

本市の生涯学習自体の持続可能性という観点からは、すべての人々に生涯学習の機

会を促進するとともに、学んだ成果が地域に還元され、様々な課題の解決が図られる

ことや、循環型社会をテーマとした展示や講座の実施など、持続可能な社会の実現に

向けた取組への理解の浸透を図ります。 
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５ 第６次千葉市生涯学習推進計画の全体像 
 

以上を踏まえ、第６次千葉市生涯学習推進計画の全体像を以下のとおり整理します。 

まず、計画の性格については、生涯学習の目指すべき目標・施策展開の方向性を定め

た基本計画部分と、それを実現するための基本施策・具体的な事業を定めた実施計画部

分（アクションプラン）の二つの要素を持った計画とします。 

目標は「新しい時代の市民の学びを支え、生活や地域・社会に生かし、多様な主体と

連携・協働を図り持続可能な社会を形成できる環境をつくる」とします。 

その目標を達成するため「学習活動のきっかけと場の提供」「多様な学習機会の充実」

「学習を生かした活力あるコミュニティづくり」を３つの施策展開の方向性として設定

します。 

また、それらの方向性を推し進めるため７つの基本施策を設定し、目標の実現を目指

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計 画 目 標 
新しい時代の市民の学びを支え、生活や地域・社会に生かし、 

多様な主体と連携・協働を図り持続可能な社会を形成できる環境

をつくる 

各基本施策の目的を実現する事業           44 事業 

（再掲 1事業含む） 

施策展開の方向性１     7事業 

基本施策１－１  3事業（12項目） 

基本施策１－２  4事業（13項目） 

施策展開の方向性２    26事業 

基本施策２－１  9事業（17項目） 

基本施策２－２  9事業（11項目） 

基本施策２－３  8事業（13項目） 

施策展開の方向性３    11事業 

基本施策３－１  5事業（ 9項目）  

基本施策３－２  6事業（12項目） 

今後１０年間にわたる生涯学習行政の施策展開の方向性 3項目 

方向性１ 学習活動のきっかけと場の提供 

方向性２ 多様な学習機会の充実 

方向性３ 学習を生かした活力あるコミュニティづくり 

施策展開の方向性を推し進めるための基本施策     7施策 

基本施策１－１生涯学習の普及啓発 

基本施策１－２学習環境の整備 

基本施策２－１  

基本施策２－２市民ニーズに対応した学習機会の提供 

基本施策２－３現代的課題に対応する学習機会の提供 

基本施策３－１地域の担い手となる人材の発掘・育成 

基本施策３－２市民の参加・協働による学習成果の活用 

施 策 展 開 の 

方 向 性 

基 本 施 策 

ア ク シ ョ ン 

プ ラ ン 
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第６次千葉市生涯学習推進計画施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策展開の方向性 ３ 

 

学習を生かした 

活力あるコミュニティづくり 

 
学びによって得た知識や経験が 
社会に還元され、持続可能で活力
あるコミュニティの形成を目指し
ます。 

施策展開の方向性 １ 

 

学習活動の 

きっかけと場の提供 

 
市民の学びはじめをお手伝いし

ます。 

施策展開の方向性 ２ 

 

多様な 

学習機会の充実 

 
多種多様な学びの機会を確保し、

市民の学習活動を支援します。 

 

■計画目標■ 

 

新しい時代の市民の学びを支え、 

生活や地域・社会に生かし、 

多様な主体と連携・協働を図り 

持続可能な社会を形成できる環境をつくる 

 

～ 一人ひとりが 

学びを通して成長し 

みんなが輝くまち 千葉市 ～ 

施策体系 

計画目標を着実に実現するため、施策展開の

方向性、基本施策、アクションプランを体系的

に位置付けます。 
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基本施策３－２ 

市民の参加・協働によ

る学習成果の活用 

基本施策３－１ 

地域の担い手となる 

人材の発掘・育成 

基本施策２－３ 

現代的課題に対応する

学習機会の提供 

基本施策２－２ 

市民ニーズに対応した

学習機会の提供 

基本施策２－１ 

郷土や地域への愛着を

深める学習機会の提供 

基本施策１－２ 

学習環境の整備 

基本施策１－１ 

生涯学習の普及啓発 

学んだ成果が地域に還元され、様々な課題の解決が図られ

ることで、持続可能なコミュニティの形成につながるよ

う、活用方法や機会を提供します。 

地域における学習活動の活発化を図るため、リーダーやフ

ァシリテーター、ボランティアなどの人材を発掘・育成し

ます。 

急速に変化する社会において、新たな時代の課題に対応

し、生命やくらしを守る学習や、持続可能なコミュニティ

づくりにつながる学習の機会を提供します。 

多様化する社会において、多岐にわたる市民の学習ニーズ

に対応するとともに、すべての市民が必要な時に必要な学

びができる、幅広い分野にわたる学習機会を提供します。 

郷土や地域に対する理解と愛着を深めるため、市の歴史や

文化資源を活用するとともに、地域に密着した資源も活用

した学習機会を提供します。 

学びに興味を持った市民が学習活動をはじめるにあたっ

て、快適で参加しやすく、新しい時代に合った学習環境の

整備を行うとともに、子どもや若者をはじめ、あらゆる世

代が利用しやすい環境づくりに努めます。 

市民に学びの楽しさ、大切さに興味・関心を持ってもらえ

るよう、様々な機会を活用して情報を発信し、学習のきっ

かけづくりにつなげます。 
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各 論 

 

 

 

 

目 次 

 

１ 学習活動のきっかけと場の提供 138 

 

２ 多様な学習機会の充実 146 

 

３ 学習を生かした活力あるコミュニティづくり 161 
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１ 学習活動のきっかけと場の提供 
 

 基本施策１－１ 生涯学習の普及啓発 

 

 施策の方針  

 

市民に学びの楽しさ、大切さに興味・関心を持ってもらえるよう、様々な機会を活用して

情報を発信し、学習のきっかけづくりにつなげます。 

 

 成果指標   

 

№ 成果指標 
現状値 

（令和３年度） 

中間目標 

（令和９年度） 

１ 生涯学習イベント延べ来場者数 

30,385人 83,800人 

まなびフェスタ 他（※） 

（※）生涯学習センター、科学館、加曽利貝塚博物館、郷土博物館、埋蔵文化財調査センター、旧

生浜町役場、図書館のイベント延べ来場者数 

 

参考指標（第５次千葉市生涯学習推進計画成果指標） 

①生涯学習に関心のある市民の割合             【現状値（令和３年度）84.1％】 

 （千葉市生涯学習基礎調査） 

②生涯学習に関する情報が充実していると感じる市民の割合  【現状値（令和３年度）22.9％】 

 （千葉市生涯学習基礎調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ アクションプランにおける各年度の数値は目標数値であり、今後の社会

情勢等の状況により変更することもあり、確定したものではありません。 
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 アクションプラン  

 

№１ 学習のきっかけづくりとなる生涯学習イベントの開催 

＜１＞まなびフェスタ【継続】 

公募団体等による講座・体験教室、展示ステージ発表、コンサート、映画上映会な

ど、子どもから大人まで参加できるイベントを開催します。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター） 

 

＜２＞公民館文化祭【継続】 

生涯学習の意義や学びの楽しさを公民館文化祭を通じてＰＲします。これにより、

地域における学習意欲の向上、課題解決への取組みの促進を図ります。 

 生涯学習振興課（公民館） 

 

＜３＞科学フェスタメインイベント【継続】 

市民が日常生活の中で科学・技術を身近に感じることのできる総合的な科学・技術

の祭典として「科学フェスタメインイベント」を科学館で開催します。 

 生涯学習振興課（科学館） 

 

＜４＞縄文春・秋まつりなどのイベント内での実施【継続】 

体験学習（勾玉・組ひも・貝輪づくりなど)や、博物館・史跡公園内の見学などを実

施します。 

 文化財課（加曽利貝塚博物館） 

 

＜５＞郷土の歴史に興味を持つきっかけづくりとなるイベントの実施【継続】 

体験学習用の鎧やむかしの着物を活用したイベントを開催するほか、昔あそび体験

や市内の史跡等をめぐる歴史散歩などを行います。 

 文化財課（郷土博物館） 

 

＜６＞まいぶん古代体験教室【継続】 

実際に勾玉などをつくることを通して、古代の人々に興味を持ってもらい、埋蔵文

化財への理解を深めるきっかけとします。 

 文化財課（埋蔵文化財調査センター） 

 

＜７＞市民講座、企画展示等の実施【継続】 

図書館での学びのきっかけとなる市民講座や読書まつりなどのイベント、図書館資

料を使った企画展示を実施します。 

 中央図書館情報資料課 

各地区図書館 
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№２ 学ぶ場と学ぶための情報提供の充実【拡充あり】 

＜１＞ＳＮＳ等の活用、市以外が実施する講座情報の収集・提供【継続】 

ホームページやＳＮＳも活用し、講座情報を発信します。 

生涯学習広場にて、近隣大学その他の社会教育施設等の講座や資格取得に関する情

報を提供します。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター） 

 

＜２＞ＳＮＳを活用した講座情報の提供【拡充】 

ＳＮＳを活用し、公民館主催講座の情報を発信します。 

市政だよりや公民館情報誌、公民館だよりなどの発行により、学ぶための情報を提

供します。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○ＳＮＳを活用した公民館主催講座の情報発信 

２館 

（令和４年度状況） 

公民館統一 

アカウントの開設 
実施 実施 実施 実施 

 
 生涯学習振興課（公民館） 

 

＜３＞ＳＮＳを活用したイベントの配信【継続】 

千葉市図書館ＦａｃｅｂｏｏｋやＴｗｉｔｔｅｒにより、企画展示、講演会、おは

なし会など学びのきっかけとなるイベント情報を配信します。 

 中央図書館管理課 

中央図書館情報資料課 

各地区図書館 

 

＜４＞オンラインを活用した科学館リニューアル展示の紹介【拡充】 

リニューアルされた展示物について、オンラインを活用して紹介することで、科学

館のＰＲにつなげるとともに、最新の科学技術への興味の涵養を図ります。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○オンラインを活用したコンテンツ数（イベントや講座の配信も含む） 

12コンテンツ 

（令和４年度状況） 
15コンテンツ 18コンテンツ 21コンテンツ 24コンテンツ 27コンテンツ 

 
 生涯学習振興課（科学館） 
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№３ ｅラーニングの普及事業の実施 

＜１＞ｅラーニング普及事業の実施【継続】 

生涯学習センターの館内において、民間事業者と連携したオンライン動画学習サ

ービスを提供します。タブレットの貸出も実施します。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

科学館展示リニューアル  

しんかい６５００コーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深部探査船「ちきゅう」・地底コーナー 
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１ 学習活動のきっかけと場の提供 
 

 基本施策１－２ 学習環境の整備 

 

 施策の方針  

 

学びに興味を持った市民が学習活動をはじめるにあたって、快適で参加しやすく、新しい

時代に合った学習環境の整備を行うとともに、子どもや若者をはじめ、あらゆる世代が利用

しやすい環境づくりに努めます。 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 
現状値 

（令和３年度） 

中間目標 

（令和９年度） 

２ 生涯学習施設延べ利用者数 

1,161,748人 2,063,600人 

生涯学習センター 他（※） 

３ 生涯学習センターの施設稼働率 

47.7% 63.0％ 

生涯学習センター 

４ 
公民館の施設稼働率 

(調理室を除く) 

39.0% 53.0％ 

公民館 

（※）生涯学習センター、公民館、科学館、加曽利貝塚博物館、郷土博物館、埋蔵文化財調査セン

ター、旧生浜町役場、ゆかりの家・いなげ の延べ利用者数 

 

参考指標（第５次千葉市生涯学習推進計画成果指標） 

①市の生涯学習施設が５年前よりも利用しやすくなったと考える市民の割合 

 （千葉市生涯学習基礎調査）             【現状値（令和３年度）42.5％】 

②生涯学習施設を年１回以上利用したことのある市民の割合  【現状値（令和３年度）64.8％】 

 （千葉市生涯学習基礎調査） 
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 アクションプラン  

 

№１ 生涯学習施設等の利用環境の充実【新規あり・拡充あり】 

＜１＞生涯学習センターのＷｉ－Ｆｉ環境の整備【継続】 

施設利用者の利便性や学習環境の向上のため、貸出施設（諸室）のほか、館内に無

線ＬＡＮによるインターネット接続環境を整えます。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター） 

 

＜２＞公民館のＷｉ－Ｆｉ環境の整備【継続】 

施設利用者の利便性や学習環境の向上、オンラインを活用した講座の実施のため、

Ｗｉ－Ｆｉ環境を全公民館においてすべての諸室に整備します。 

 生涯学習振興課（公民館） 

 

＜３＞科学館のＷｉ－Ｆｉ環境の整備【新規】 

施設利用者の利便性や科学館内で実施する講座における学習環境の向上のため、Ｗ

ｉ－Ｆｉ環境を整備します。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○科学館のＷｉ－Ｆｉ環境の整備 

未整備 

（令和４年度状況） 
一部整備 一部整備 一部整備 一部整備 一部整備 

 
 生涯学習振興課（科学館） 

 

＜４＞図書館のＷｉ－Ｆｉ環境の整備【継続】 

利用者自らによるインターネット上の資料検索や収集を可能とすることで図書館

における学習機会の充実を図ります。 

 中央図書館管理課 

 

 

 

 

中央図書館・生涯学習センター 

 

 

  



 
144 

 
＜５＞生涯学習センターのオンライン講座の充実【継続】 

主催講座としては、効果的なオンライン講座を企画・実施します。また、デジタル

デバイドの解消を目指したメディア学習講座を実施します。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター） 
 

＜６＞公民館のオンライン講座の充実【拡充】 

オンラインを活用して、公民館から受講者への配信や近隣施設または連携する公民

館へサテライト配信するなど、直接会場に行かなくても受講できる講座を実施します。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○オンライン講座の充実 

46講座 

（令和４年度状況） 
64講座 82講座 100講座 100講座 100講座 

 
 生涯学習振興課（公民館） 
 

＜７＞科学館の安定した運用とサービスの充実【拡充】 

プラネタリウムの安定的な運用に向けて、全天周デジタル映像システムを最新の仕

様に更新します。また、惑星投影機の更新についても検討します。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○プラネタリウムの全天周デジタル映像システムの更新 

運用 

（令和４年度状況） 
運用 更新 運用 運用 運用 

 
 生涯学習振興課（科学館） 
 

№２ 子どもの居場所の確保【拡充あり】 

＜１＞どこでもこどもカフェ、プレーパークの実施【拡充】 

信頼できる大人が見守る中、子どもが自由に過ごすことができる地域の安全・安心

な居場所として「どこでもこどもカフェ」及び「プレーパーク」を実施します。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○どこでもこどもカフェ 

15か所 

（令和４年度状況） 
16か所 17か所 18か所 19か所 20か所 

○プレーパーク 

11か所 

（令和４年度状況） 
12か所 13か所 14か所 15か所 16か所 

 
 こども企画課 
 

＜２＞公民館自習室の開放【継続】 

子どもの安全・安心な居場所づくりの一環として、公民館の空きのある諸室やロビ

ーを自習室として開放します。 

 生涯学習振興課（公民館） 
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№３ 生涯学習施設の老朽化への対応【新規あり】 

＜１＞社会教育施設保全計画の策定【新規】 

学習活動や地域活動の拠点となる施設を提供し、市民の学習活動や生きがいづくり

を通じて持続可能なまちづくりを目指すため、公民館及び図書館施設の計画的保全及

び再整備を行う保全計画を策定します。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○社会教育施設保全計画の策定 

－ 

（令和４年度状況） 
検討 検討 策定 

計画に基づく 

事業実施 

計画に基づく 

事業実施 
 
 生涯学習振興課 

中央図書館管理課 

 

＜２＞若葉図書館・千城台公民館の再整備【新規】 

生涯学習環境を改善するために、老朽化した千城台公民館および若葉図書館を複合

化して、建て替えを行います。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○若葉図書館・千城台公民館の再整備 

検討 

（令和４年度状況） 

基本計画 

策定 

 
   

 
 生涯学習振興課 

中央図書館管理課 

若葉図書館 

 

＜３＞生涯学習施設の改修・修繕【継続】 

生涯学習施設の老朽化した施設・設備の改修・修繕を行います。 

 生涯学習振興課 

文化財課 

中央図書館 

各地区図書館 

 

№４ 公民館の改修 

＜１＞公民館のバリアフリー化【継続】 

だれでもが利用しやすい公民館を目指し、バリアフリー化を進めます。 

 生涯学習振興課 

 

  

令和５年度に策定する基本計画において、具体的な整備
スケジュールを記載。 
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２ 多様な学習機会の充実 
 

 基本施策２－１ 郷土や地域への愛着を深める学習機会の提供 

 

 施策の方針  

 

郷土や地域に対する理解と愛着を深めるため、市の歴史や文化資源を活用するとともに、

地域に密着した資源も活用した学習機会を提供します。 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 
現状値 

（令和３年度） 

中間目標 

（令和９年度） 

５ 郷土の理解を深める講座受講者数 

2,711人 4,500人 

公民館、加曽利貝塚博物館、郷土博物館、埋蔵

文化財調査センター 

６ 
身近な地域の理解を深める講座 

受講者数 

3,047人 4,100人 

公民館 

参考指標（第５次千葉市生涯学習推進計画成果指標） 

①郷土の歴史や文化財に愛着を感じる市民の割合       【現状値（令和３年度）42.7％】 

 （千葉市生涯学習基礎調査） 
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 アクションプラン  

 

№１ 郷土や身近な地域の理解を深める講座・事業の充実 

＜１＞加曽利貝塚など縄文時代の理解を深める講座・事業【継続】 

初級者から上級者まで、段階に合わせた考古学講座を実施します。また、体験学習

型の講座も実施するほか、学校と連携した取組を検討します。 

また、加曽利貝塚発掘調査の成果をいち早く公表するための現地見学会の開催や加

曽利貝塚をはじめとする市内の発掘調査の成果や近年の研究成果を遺跡発表会で公表

します。 

 文化財課（加曽利貝塚博物館・埋蔵文化財調査センター） 

 

＜２＞千葉氏など郷土の歴史の理解を深める講座・事業【継続】 

企画展と関連した内容の講座や市内大学等と共催による講座などを実施します。ま

た、館外へ展示パネルを貸し出したり、ホームページやＳＮＳを用いての情報発信に努

めるなど、市民が郷土の歴史に触れる機会を増やします。また、子どもたちの郷土史へ

の理解や関心を高めるため、出前授業やワークシートの作成などを行います。 

埋蔵文化財調査センターや郷土博物館、生涯学習センターなどで市内の埋蔵文化財

に関する展示、講座を実施します。 

 文化財課（郷土博物館・埋蔵文化財調査センター） 

 

＜３＞千葉氏ゆかりの地への案内看板設置【継続】 

市内外の方が、都市アイデンティティの柱の一つである千葉氏を知る「きっかけ」

づくりのため、市内の千葉氏ゆかりの地に案内看板を設置します。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○案内看板の設置 

実施 

（令和４年度状況） 
実施 実施 実施 完了 完了済 

 
 文化財課 

 

＜４＞身近な地域の理解を深める講座・事業の充実【継続】 

公民館において、郷土や地域に対する理解を深め、郷土愛の醸成を図るため、地域

に密着した資源を活用した講座等を実施します。 

 生涯学習振興課（公民館） 
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№２ 特別史跡加曽利貝塚の魅力向上 

＜１＞新博物館の整備【継続】 

令和４年２月に策定した「特別史跡加曽利貝塚新博物館基本計画」に基づき、縄文

文化とＳＤＧｓを学ぶことができる博物館を新たに整備します。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○新博物館の整備 

要求水準書等

作成 

（令和４年度状況） 

事業者選定 実施設計 整備工事 整備工事 開館 

 
 文化財課 

 

＜２＞史跡の整備【継続】 

平成３１年２月に策定した「特別史跡加曽利貝塚グランドデザイン」に基づき、史

跡来訪者の利便性向上を図るとともに、縄文時代の景観復元を目指した整備を行いま

す。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○史跡の整備 

第一期整備 

（令和４年度状況） 

第一期 

整備完了 

第二期 

基本計画 

第二期 

基本設計 

第二期 

実施設計 

第二期 

整備 
 
 文化財課 

 

№３ 縄文文化調査研究の推進 

＜１＞特別史跡加曽利貝塚の究明に向けた発掘調査【継続】 

計画的な発掘調査を進めるとともに、現地説明会や博物館での速報展示等を通じ、

その成果を広く発信します。 

 文化財課 

 

＜２＞縄文時代の文化や社会に関する研究【継続】 

東京湾岸の大型貝塚群を起点に、専門研究の深化と諸分野との共同研究を推進しま

す。また、ＳＤＧｓの視点から縄文文化や加曽利貝塚の価値を捉える研究を進めます。 

 文化財課 
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№４ 千葉氏をはじめとする郷土の歴史に関する企画展の実施 

＜１＞千葉氏をはじめとする郷土の歴史に関する企画展の実施【継続】 

千葉氏をはじめとする郷土の歴史について市民の興味関心を高めるため、魅力的な

企画展を計画的に開催します。 

 文化財課（郷土博物館） 

 

№５ 千葉氏に関する調査研究の推進【新規あり】 

＜１＞千葉氏に関する史料の調査【継続】 

各地に残されている千葉氏関係の資料を収集・調査し、その成果を開府９００年に

合わせて、史料集として刊行します。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○史料集の刊行 

調査 

（令和４年度状況） 

収集史料 

整理 

史料集 

執筆・編集 
刊行 調査 調査 

 
 文化財課（郷土博物館） 

 

＜２＞千葉氏関連遺跡発掘調査の整理【新規】 

千葉開府以前の千葉氏の状況を明らかにするため、千葉氏関連遺跡発掘調査の一環

として土気地区の発掘調査資料を整理し、報告書を刊行します。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○報告書の刊行 

史料・記録確認 

（令和４年度状況） 
整理 整理 

整理 

概要版刊行 
報告書刊行 刊行済 

 
 文化財課（埋蔵文化財調査センター） 

 

＜３＞千葉氏関連遺跡調査研究の推進【新規】 

千葉氏の本拠地を解明するため、本拠地と推定される現在の中心市街地の発掘調査

を実施し、その成果を報告書として刊行します。  

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○報告書の刊行 

試掘・資料調査 

（令和４年度状況） 
発掘調査 発掘調査 整理・概要版刊行 報告書刊行 刊行済 

 
 文化財課（埋蔵文化財調査センター） 
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№６ 郷土博物館の充実 

＜１＞郷土博物館の展示リニューアル【継続】 

千葉氏をはじめとした千葉市の歩みがわかる常設展示を実現するため、令和８年の

開府９００年までに展示リニューアルを行います。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○郷土博物館の展示リニューアル 

調査検討 

（令和４年度状況） 
設計 展示改修 

展示改修・ 

リニューアル 

オープン 

完了済 完了済 

 
 文化財課（郷土博物館） 

 

№７ 千葉市史史料編近現代の刊行 

＜１＞千葉市史史料編近現代の刊行【継続】 

千葉市の近現代に関する史料を収集・調査し、それらの中から、市の歩みにとって

重要な史料や特徴を示す史料を掲載した史料集を編集し、刊行します。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○千葉市史史料編近現代第２巻の刊行 

編集 

（令和４年度状況） 
刊行 刊行済 刊行済 刊行済 刊行済 

○千葉市史史料編近現代第３巻の刊行 

－ 

（令和４年度状況） 
編集 編集 編集 刊行 刊行済 

 
 文化財課（郷土博物館） 

 

 

 

千葉市立郷土博物館 
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№８ 文化財の保存･活用の推進 

＜１＞文化財保存活用地域計画の作成【継続】 

市内文化財の保存・活用に関する中長期的な基本方針と具体的な事業などを定める

文化財保存活用地域計画を作成します。 

 文化財課 

 

＜２＞旧生浜町役場庁舎の耐震改修【継続】 

市指定文化財旧生浜町役場庁舎の保存と安全確保のため、耐震改修を実施します。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○旧生浜町役場庁舎の耐震改修 

基本設計 

（令和４年度状況） 
実施設計 改修工事 

改修工事 

完了 
完了済 完了済 

 
 文化財課 

 

№９ 地域情報サービスの充実【新規あり】 

＜１＞「千葉市民の知」の計画的な集積と発信【新規】 

「知」のアーカイブ化に関する計画を策定し、デジタル資料の提供やインタビュー手

法を用いて、隠れたエピソードや失われつつある記憶といった「千葉市民の知」の発掘・

記録・発信するとともに、これらの情報をレファレンスサービスとリンクした活用を推

進し、地域情報サービスの充実を図ります。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○アーカイブ化に関する計画の策定、推進 

検討 

（令和４年度状況） 
計画策定  

 
  

 
 中央図書館情報資料課 

 

  

令和５年度に策定するアーカイブ化に関する計画におい
て具体的な数値目標を確定 
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２ 多様な学習機会の充実 
 

 基本施策２－２ 市民ニーズに対応した学習機会の提供 

 

 施策の方針  

 

多様化する社会において、多岐にわたる市民の学習ニーズに対応するとともに、すべての

市民が必要な時に必要な学びができる、幅広い分野にわたる学習機会を提供します。 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 
現状値 

（令和３年度） 

中間目標 

（令和９年度） 

７ 公民館延べ利用者数 

634,493人 1,098,000人 

公民館 

８ 学習相談者数 

3,091人 3,700人 

生涯学習センター、公民館 

参考指標（第５次千葉市生涯学習推進計画成果指標） 

①公民館の講座の参加者の満足度              【現状値（令和３年度）98.0％】 

 （受講者アンケート調査） 
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 アクションプラン  

 

№１ 文化・芸術学習事業の実施 

＜１＞文化・芸術学習事業の実施【継続】 

文化芸術の振興に取り組むため、「文化芸術振興計画」に基づき、各施策・事業を総

合的かつ計画的に推進します。 

 文化振興課 
 

№２ スポーツ・レクリエーション事業の実施 

＜１＞スポーツ・レクリエーション事業の実施【継続】 

スポーツ・レクリエーションを推進するため、「スポーツ推進計画」に基づき、各施

策・事業を総合的かつ計画的に推進します。 

 スポーツ振興課 
 

№３ 科学関連学習事業の実施 

＜１＞未来の科学者育成プログラムの充実【継続】 

科学に高い興味・関心をもつ小・中・高校生に対し、市内の大学等研究機関や企業

などが有する高度な科学技術を体験させることにより、未来の科学者を目指す意欲を

高めます。 

 生涯学習振興課 
 

＜２＞シニア科学講座【継続】 

シニア・シルバー世代が科学への興味・関心を高め、科学に親しめるように、いき

いきセンター・プラザなどの市内各施設を会場として、出前講座を実施していきます。 

 生涯学習振興課 
 

＜３＞科学関連学習事業の実施【継続】 

生涯学習センターにて、科学都市戦略事業方針に基づき、現代的課題学習として科

学関連学習講座を開催します。 

また、公民館において、幅広い年代に対して、科学・技術に親しみを持ち、理解を

深めることのできる学習機会を提供します。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター・公民館） 
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№４ 青少年教育・少年教育事業の実施 

＜１＞主催講座の実施【継続】 

生涯学習センターでは、現代的課題学習の一環として、青少年・少年教育に関連す

る講座を開催します。また、高等学校演劇発表会の支援も行います。 

公民館では、子どもや若者に対して学校や家庭では体験できない体験学習・工作等

の学習機会を提供します。 

南部青少年センターでは、小中学生を対象に工作・料理など体験活動を重視した講

座を開催し、異年齢の交流を通して青少年の健全な育成を図ります。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター・公民館・南部青少年センター） 

 

№５ 電子書籍サービスの充実【拡充あり】 

＜１＞電子書籍サービスの充実【拡充】 

新たな時代の「学び」を支援するため、公共図書館としての役割を踏まえて、電子

書籍サービスの拡充を図ります。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○電子書籍サービス 

拡充 

（令和４年度状況） 
 

    

 
 中央図書館情報資料課 

 

№６ レファレンスサービスの充実 

＜１＞レファレンスサービスの充実【継続】 

中央図書館に法律・経済等のオンラインデータベースを導入し、専門性の高いレフ

ァレンス機能の充実及び情報提供サービス機能の向上を図ることを通じて、市民の知

的活動を支援します。 

 中央図書館情報資料課 

 

№７ 多様な主体による学習活動の推進 

＜１＞生涯学習センター、公民館において多様な主体と連携した事業の実施【継続】 

大学、民間企業、ＮＰＯ、社会教育関係団体等の多様な主体と連携し、それぞれの

専門性を生かした講座等を開催します。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター・公民館） 

 

  

毎年度作成する事業計画において、具体的な拡充目標を設定 
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№８ 公民館への社会教育主事有資格者配置【拡充あり】 

＜１＞公民館への社会教育主事有資格者配置【拡充】 

社会教育活動の活発化や、地域住民からの相談対応の充実を図るため、公民館にお

ける社会教育主事有資格者の配置を進めます。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○社会教育主事有資格者数 

29人 

（令和４年度状況） 
32人 35人 38人 41 人 44人 

 
 生涯学習振興課（公民館） 

 

№９ 学習相談の充実 

＜１＞学習相談の充実【継続】 

生涯学習センターでは、最新の生涯学習情報を収集し、相談者へ的確な情報提供

を行います。また、相談者の学習活動が発展するよう、きめ細かい助言を行います。 

公民館では、学習活動を行う中での問題や悩みについて、学習情報を提供するな

ど、解決へ向けた助言を行います。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター・公民館） 

 

 

 

 

千葉市電子書籍サービス 
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２ 多様な学習機会の充実 
 

 基本施策２－３ 現代的課題に対応する学習機会の提供 

 

 施策の方針  

 

急速に変化する社会において、新たな時代の課題に対応し、生命やくらしを守る学習や、

持続可能なコミュニティづくりにつながる学習の機会を提供します。 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 
現状値 

（令和３年度） 

中間目標 

（令和９年度） 

９ 
現代的課題に対応する主催講座 

受講者数 

3,990人 4,800人 

生涯学習センター、公民館 
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 アクションプラン  

 

№１ 生命やくらしを守る学習の充実【拡充あり】 

＜１＞生命やくらしを守る講座の実施【継続】 

生涯学習センターにおいて、防災意識を高めるため、また健康的な生活を送るため

や、自立した消費者として安心安全な生活を営むための学習機会を提供します。 

また、公民館において、防災・環境教育・健康・消費生活トラブルなど、生命や生

活を守るための学習機会を提供します。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター・公民館） 

 

＜２＞デジタルデバイドの解消【拡充】 

生涯学習センターにおいて、ＩＣＴリテラシー向上のため、スマートフォン・パソ

コンや各種サービスの使い方など幅広いニーズに対応した講座を実施します。 

また、公民館において、特に高齢者のＩＣＴリテラシー向上のため講座を実施しま

す。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○ＩＣＴリテラシー向上のため講座の実施 

実施 

（令和４年度状況） 
拡充 拡充 拡充 拡充 拡充 

 
 生涯学習振興課（生涯学習センター・公民館） 

 

№２ 子ども達の放課後対策【拡充あり】 

＜１＞アフタースクール事業の推進【拡充】 

児童が放課後を安全・安心に過ごせる居場所を確保するとともに、多様な体験・活

動を通じて社会性や自主性、創造性を育むことができる環境を整備するため、余裕教

室その他の学校施設を有効活用し、放課後児童クラブと放課後子ども教室を一体的に

運営する「アフタースクール」の拡充を進めます。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○アフタースクール設置校数 

24校 

（令和４年度状況） 
34校 

 
   

 
 生涯学習振興課 

 

＜２＞放課後子ども教室の実施【継続】 

小学校の放課後において、学校施設を活用して地域の多様な人々の参画を得て、様々

な体験活動を実施します。 

 

 生涯学習振興課 

  

令和４年度末に策定する第２期放課後子どもプランにお
いて、各年度における具体的な拡充目標を設定。 
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№３ 家庭教育支援事業の実施 

＜１＞家庭教育支援チーム【継続】 

子育てに関する情報や学習機会の提供などの活動を行い、家庭と地域、関係機関の

つながりづくりを支援します。 

 生涯学習振興課 

 

＜２＞子育てママのおしゃべりタイムの実施【継続】 

子育てサポーターや家庭教育アドバイザーが、子育てに関する悩みや不安をもつ親

の相談に応じ、子育て仲間づくりを支援します。 

 生涯学習振興課（公民館） 

 

№４ 子ども読書活動の推進 

＜１＞子ども読書活動の推進【継続】 

子どもが自主的に読書をする習慣を身に付けることができるよう「子ども読書活動

推進計画」に基づき、発達段階に応じた取組、家庭・地域・学校と連携した取組を計

画的に推進します。 

 中央図書館管理課 

 

№５ 高齢化社会に対応した学習機会の提供 

＜１＞生きがいづくり・仲間づくり、健康・福祉に関する講座の開催【継続】 

生涯学習センターでは、生きがいづくり・仲間づくりや健康・福祉に関する講座

を開催します。認知症・遺産相続・健康等のテーマも扱います。 

公民館では、健康増進や生きがいのある生活を送るため、公民館において、生き

がいづくり・仲間づくりや健康・福祉に関する講座を開催します。 

いきいきプラザ、センターでは、単なる知識の習得に留まらず、生きがいづく

り、仲間づくりの機会を提供します。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター・公民館） 

高齢福祉課 
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№６ 公民館の機能強化【新規あり・拡充あり】 

＜１＞地域課題解決に向けた講座及び相談支援体制の充実【新規・拡充】 

公民館において、社会教育主事有資格者の更なる活用を図り、地域の諸団体等と連携

しながら地域課題の早期把握に努めるとともに、その解決に資する講座を開催します。 

また、各地域における課題解決に向けた講座の拡充を通して、その成果が地域に還元

され循環となるサイクルを構築する相談体制づくりを目指します。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○地域課題の解決に向けた講座 

実施 
（令和４年度状況） 

実施 実施 実施 実施 実施 

○相談支援体制の充実（モデル事業実施館数） 

検討 
中核公民館 

2館 
実施 効果検証 実施 実施 

○社会教育主事有資格者数≪再掲≫ 

29人 
（令和４年度状況） 

32人 35人 38人 41 人 44人 

 
 生涯学習振興課（公民館） 

 

№７ キャリア教育・リカレント教育の推進 

＜１＞キャリア教育の推進【継続】 

自己の進路・将来を主体的に考えることができる力を育成するとともに、社会的・

職業的自立を目指し、児童生徒一人一人のキャリア発達を促す教育活動を推進します。 

また、生涯学習センターにて、現代的課題学習の一環として、現役世代を対象とし

たキャリア教育に関連する講座を開催します。 

 教育改革推進課 

生涯学習振興課（生涯学習センター） 

 

＜２＞リカレント教育の推進【継続】 

幅広い市民が自らのスキルアップやキャリアアップにつなげられるような「学び直

し」の機会提供や仕組みづくりを推進します。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○リカレント教育の推進 

検討・実施 

（令和４年度状況） 
実施 実施 実施 実施 実施 

 
 政策調整課 

雇用推進課 

生涯学習振興課 
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№８ ＳＤＧｓの達成に寄与する学習機会の提供 

＜１＞縄文社会の持続可能性に関する講座・事業の展開【継続】 

「縄文文化とＳＤＧｓを学ぶことができる博物館」を目指して整備を進めている特

別史跡加曽利貝塚新博物館で、縄文時代の循環型社会をテーマとした展示や講座を実

施します。 

 文化財課 

 

＜２＞科学館におけるＳＤＧｓに関する事業の展開【継続】 

科学館において、ＳＤＧｓに関する講座や事業を実施します。貸出し用タブレットを活用し、

展示物のＡＲ体験をしながら、ＳＤＧｓを学ぶ機会を提供します。 

 生涯学習振興課（科学館） 
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３ 学習を生かした活力あるコミュニティづくり 
 

 基本施策３－１ 地域の担い手となる人材の発掘・育成 

 

 施策の方針  

 

地域における学習活動の活発化を図るため、リーダーやファシリテーター、ボランティア

などの人材を発掘・育成します。 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 
現状値 

（令和３年度） 

中間目標 

（令和９年度） 

１０ 指導者養成研修受講者数 

550人 700人 

生涯学習センター、公民館 

１１ 
ちば生涯学習ボランティアセンター

登録者数 

1,872人 2,200人 

生涯学習センター 

１２ 
ちば生涯学習ボランティアセンター

におけるコーディネート件数 

341件 390件 

生涯学習センター 

参考指標（第５次千葉市生涯学習推進計画成果指標） 

①市民のボランティア活動・地域活動への参加状況      【現状値（令和３年度）13.7％】 

 （千葉市生涯学習基礎調査） 
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 アクションプラン  

 

№１ 公民館への社会教育主事有資格者配置【拡充あり】≪再掲≫ 

＜１＞公民館への社会教育主事有資格者配置【拡充】 

地域の人材を発掘、育成するためのコーディネーターとして、公民館における社会

教育主事有資格者の配置を進めます。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○社会教育主事有資格者数 

29人 

（令和４年度状況） 
32人 35人 38人 41 人 44人 

 
 生涯学習振興課（公民館） 

 

№２ ボランティアの発掘・育成 

＜１＞ちば生涯学習ボランティアセンター登録者数【継続】 

ボランティア活動をしたい個人・団体をボランティアセンターにご登録いただき、

活動をしてもらいたい組織（学校・公民館・自治会等）をつなげ、活動を支援します。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター） 

 

＜２＞科学館ボランティア【継続】 

科学館運営の中で、ボランティアの活動を拡大・多様化・発展的にし、より充実感

をもった活動を実施できる体制にします。 

 生涯学習振興課（科学館） 

 

＜３＞加曽利貝塚博物館ボランティア【継続】 

ボランティアガイドを募集し、千葉市におけるボランティア活動の基礎を学ぶとと

もに、縄文時代全般及び加曽利貝塚などについての専門知識を学ぶための研修を実施

します。 

 文化財課（加曽利貝塚博物館） 

 

＜４＞郷土博物館ボランティア【継続】 

博物館ボランティア育成のため、必要な知識の習得を目的とした講座を開催すると

ともに、定例会等の情報交換の機会を提供します。 

 文化財課（郷土博物館） 

 

＜５＞図書館ボランティア【継続】 

市が子どもの読書活動の推進を目的に実施する「おはなし会」等の趣旨に賛同し、

絵本の読み聞かせや、わらべうた等の活動を行う「地域おはなしボランティア」を育

成します。 

 中央図書館情報資料課 
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№３ ボランティアセンター等におけるコーディネートの実施 

＜１＞ちば生涯学習ボランティアセンターにおけるコーディネート【継続】 

ボランティアがさらに活用されるよう、ボランティアとその支援を必要とする団体・

個人のマッチングを行います。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター） 

 

№４ 団体・グループ活動のリーダーやファシリテーターの養成・育成 

＜１＞指導者養成研修【継続】 

生涯学習センターでは、地域活動で求められるコミュニケーション能力や、コーデ

ィネート力のある人材育成のための各種研修を実施します。 

公民館では、地域の社会教育・生涯学習・地域交流活動を支援するため、研修や養

成講座等を実施し、リーダーやファシリテーターとなる人材の養成・育成を図ります。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター・公民館） 

 

№５ 社会教育関係団体の育成 

＜１＞社会教育関係団体の育成【継続】 

地域活動への参加のきっかけづくりにもなっているＰＴＡや子ども会等の社会教

育関係団体向けの研修を実施するとともに、団体の求めに応じて助言・指導を行いま

す。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター・公民館） 
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３ 学習を生かした活力あるコミュニティづくり 
 

 基本施策３－２ 市民の参加・協働による学習成果の活用 

 

 施策の方針  

 

学んだ成果が地域に還元され、様々な課題の解決が図られることで、持続可能なコミュニ

ティの形成につながるよう、活用方法や機会を提供します。 

 

 成 果 指 標  

 

№ 成果指標 
現状値 

（令和３年度） 

中間目標 

（令和９年度） 

１３ 市民自主企画講座受講者数 

187人 600人 

生涯学習センター 

１４ 
博物館ボランティアガイドの解説を

受けた見学者数 

7,517人 33,200人 

加曽利貝塚博物館、郷土博物館 

参考指標（第５次千葉市生涯学習推進計画成果指標） 

①年２回以上学習成果を地域に還元する団体の割合      【現状値（令和３年度）66.1％】 

 （千葉市生涯学習基礎調査） 

②住民同士で地域課題の解決に取り組んでいると考える市民の割合 

 （千葉市生涯学習基礎調査）             【現状値（令和３年度）20.9％】 
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 アクションプラン  

 

№１ 市民自主企画講座や施設ボランティアによる学習機会の提供 

＜１＞市民自主企画講座や施設ボランティアによる学習機会の提供【継続】 

地域で活動する市民団体やＮＰＯ法人等から公募した企画による講座や、施設ボラ

ンティアによる各種講座を開催します。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター） 

 

＜２＞市民自主企画講座の実施【継続】 

市内の高校生が企画運営し、解説までを行う「青春プラネタリウム」を上映するイ

ベントを年１回、実施します。 

 生涯学習振興課（科学館） 

 

＜３＞加曽利貝塚博物館ボランティア【継続】 

史跡公園内及び博物館内の来館者への案内、縄文体験の補助などを行います。 

 文化財課（加曽利貝塚博物館） 

 

＜４＞郷土博物館ボランティア【継続】 

一般の来館者及び学校や各種団体等からの要望に応じて、博物館内のガイドを実施

します。また、着用体験の補助やイベント時の受付・場内整理などを行います。 

 文化財課（郷土博物館） 

 

＜５＞地域おはなしボランティアの派遣【継続】 

市内の学校、保育施設等団体からの要請により、絵本の読み聞かせやわらべうた等

の活動を行う「地域おはなしボランティア」を派遣します。 

 中央図書館情報資料課 

 

№２ 生涯学習ボランティアの活動場所の提供 

＜１＞生涯学習センター内にボランティア活動スペースを提供【継続】 

生涯学習ボランティアが自ら積極的に活動・情報発信できるよう活動場所となるス

ペースや「ボランティアセンター登録者紹介講座」を実施します。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター） 
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№３ 千葉市版コミュニティ・スクールモデル校の拡充【拡充あり】 

＜１＞モデル校の設置【拡充】 

これまで本市が設置を進めてきた学校支援地域本部の中心的な組織である地域教育

協議会に学校運営協議会の機能をあわせもつように発展させます。 

現在 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
中間目標 
令和９年度 

○モデル校１校による検証 ○新規モデル校１校追加／年 

○新規モデル校 
２校追加 
各区１校 
(計６校) 

 
 学事課 

 

№４ 学習成果の発表機会の提供 

＜１＞まなびフェスタ・ボランティアフェア【継続】 

公募団体等による講座・体験教室・展示ステージ発表を行う「まなびフェスタ」、ボ

ランティアセンター登録者を紹介する「ボランティアフェア」を開催します。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター） 

 

＜２＞公民館文化祭【継続】 

各公民館で日常的に生涯学習活動を行っているサークル・クラブ等の協議会等が主

催する「公民館文化祭」の開催を支援します。 

 生涯学習振興課（公民館） 

 

＜３＞障害者作品展の開催【継続】 

障害者が自らの障害を乗り越え、完成させた作品を公開展示します。 

 障害者自立支援課 

 

№５ 地域交流・多世代交流事業の実施 

＜１＞地域交流・多世代交流事業の実施【継続】 

人と人とをつなぐ交流の場として、公民館コンサート等の地域交流事業や伝承遊び

講座等の多世代交流事業を実施します。 

 生涯学習振興課（公民館） 

 

№６ 青少年交流事業の実施 

＜１＞青少年交流事業の実施【継続】 

生涯学習センターでは、青少年団体の活動を支援し、青少年の自主的な活動及び

多世代交流による健全育成を図るほか、学習成果の発表の場を提供します。 

南部青少年センターでは、当センターで活動している青少年や一般団体の学習成

果発表の場を提供し、異世代交流を図るとともに、学生ボランティアによるおもてな

し企画などを実施します。 

 生涯学習振興課（生涯学習センター・南部青少年センター） 
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１ 参考資料 
 

 １ 生涯学習施設 

 

施設名称 所在地 備考 

生涯学習センター 中央区弁天 3-7-7 中央図書館併設 

公民館   

中央区 

松ケ丘 中央区松ケ丘町 257-2  

生浜 中央区生実町 67-1  図書室設置 

新宿 中央区新宿 2-16-14  

宮崎 中央区宮崎 2-5-22  

葛城 中央区葛城 2-9-2  

末広 中央区末広 3-2-2  

椿森 中央区椿森 6-1-11  

川戸 中央区川戸町 403-1  

星久喜 中央区星久喜町 615-7  

花見川区 

幕張 花見川区幕張町 4-602 図書室設置 

花園 花見川区花園 3-12-8  

犢橋 花見川区犢橋町 162-1  

検見川 花見川区検見川町 3-322-25 図書室設置 

花見川 花見川区柏井町 1590-8  

さつきが丘 花見川区さつきが丘 1-32-4 図書室設置 

こてはし台 花見川区こてはし台 5-9-7 
（令和５年度移転予定所在地） 花見川図書館併設 

長作 花見川区長作町 1722-1 図書室設置 

朝日ケ丘 花見川区朝日ケ丘 1-1-30 図書室設置 

幕張本郷 花見川区幕張本郷 2-19-33  

稲毛区 

小中台 稲毛区小仲台 5-7-1  

黒砂 稲毛区黒砂 2-4-18  

轟 稲毛区轟町 1-12-3  

稲毛 稲毛区稲毛 1-10-17  

千草台 稲毛区天台 3-16-5 図書室設置 

草野 稲毛区園生町 384-93 図書室設置 

山王 稲毛区六方町 55-29 図書室設置 

都賀 稲毛区作草部 2-8-53 図書室設置 

緑が丘 稲毛区宮野木町 1807-3 図書室設置 
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施設名称 所在地 備考 

公民館   

若葉区 

千城台 若葉区千城台西 2-1-1  

更科 若葉区更科町 2254-1 図書室設置 

白井 若葉区野呂町 622-10 若葉図書館泉分館併設 

加曽利 若葉区加曽利町 892-6  

大宮 若葉区大宮町 3221-2 図書室設置 

みつわ台 若葉区みつわ台 3-12-17 図書室設置 

若松 若葉区若松町 2117-2 図書室設置 

桜木 若葉区桜木 3-17-29 図書室設置 

緑区 

誉田 緑区誉田町 1-789-49 図書室設置 

椎名 緑区富岡町 290-1  

土気 緑区土気町 1631-7  

越智 緑区越智町 822-7 図書室設置 

おゆみ野 緑区おゆみ野中央 2-7-6  

美浜区 

稲浜 美浜区稲毛海岸 3-4-1  

幕張西 美浜区幕張西 2-6-2 図書室設置 

磯辺 美浜区磯辺 1-48-1 図書室設置 

幸町 美浜区幸町 2-12-14 図書室設置 

高浜 美浜区高浜 1-8-3  

打瀬 美浜区打瀬 2-13 美浜図書館打瀬分館併設 

科学館 中央区中央 4-5-1  

南部青少年センター 中央区白旗 1-3-16 みやこ図書館白旗分館併設 

加曽利貝塚博物館 若葉区桜木 8-33-1  

郷土博物館 中央区亥鼻 1-6-1  

埋蔵文化財調査センター 中央区南生実町 1210  

図書館   

中央区 

中央 中央区弁天 3-7-7 生涯学習センター併設 

みやこ 中央区都町 3-11-3  

白旗分館 中央区白旗 1-3-16 南部青少年センター併設 

花見川区 

花見川 花見川区こてはし台 5-9-7 こてはし台公民館併設 
（令和５年度予定） 

花見川団地分館 花見川区花見川 3-31-101  

みずほハスの花図書館 花見川区瑞穂１-１  

稲毛区 稲毛 稲毛区小仲台 5-1-1  

若葉区 

若葉 若葉区千城台西 2-1-1  

西都賀分館 若葉区西都賀 2-8-8  

泉分館 若葉区野呂町 622-10 白井公民館併設 

緑区 

緑図書館 緑区おゆみ野 3-15-2  

あすみが丘分館 緑区あすみが丘 7-2-4  

土気図書室 緑区土気町 1634  

美浜区 
美浜図書館 美浜区高洲 3-12-1  

打瀬分館 美浜区打瀬 2-13 打瀬公民館併設 
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 ２ 策定体制 

 

（１）庁内 

ア 委員会内の承認・決定手続 

生涯学習振興課内協議、教育委員会内の承認 

適宜図書館・学校教育部と調整 

イ その他の承認・決定手続 

市長部局（総合政策局、市民局、こども未来局 等）と調整 

政策会議の承認 

（計画に掲載する個別の事業の選定、達成指標の設定等：各関連部長の承認） 

 

（２）有識者からの意見聴取 

計画の策定にあたり、学識経験者、経済団体代表、生涯学習及び社会教育の関係

者、学校教育の関係者、公募委員等で構成される生涯学習審議会において多様な意

見をいただき計画に反映させました。 

 

（３）市民意見の反映 

ア 意識調査 

Ｐ122～129「３ 生涯学習に関する市民の意識について」のとおり 

イ パブリックコメント 

重要な施策の意思決定の過程における透明性の向上を図るとともに、市民参加

を推進するため、パブリックコメントを実施します。 
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 ３ 策定経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 主 な 内 容 

令和３年  ７月 令和３年度第１回千葉市生涯学習審議会（諮問） 

１０～１１月 千葉市生涯学習基礎調査 

１２月 令和３年度第２回千葉市生涯学習審議会 

令和４年  ３月 
令和３年度第３回千葉市生涯学習審議会 

総合教育会議 

５月 
総合教育会議 

社会教育委員会議 

７月 令和４年度第１回千葉市生涯学習審議会 

 ８月 政策会議 

１２月 令和４年度第２回千葉市生涯学習審議会（答申） 

令和５年  ２月 パブリックコメント手続き 

３月 

教育委員会会議 

第３次千葉市学校教育推進計画・ 

第６次千葉市生涯学習推進計画公表 
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２ 用語解説（５０音順） 

＜あ行＞ 

ＩＣＴ【Ｐ131、他】 

情報通信技術のこと。 

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏ

ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌ

ｏｇｙの略。ＩＴ（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ

ｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）とほぼ同義だ

が、ネットワーク通信による情報や知識の

共有を念頭に置いた表現。 

 

ＩＣＴリテラシー（アイ・シー・ティーリ

テラシー）【Ｐ157】 

デジタル機器やソフトウェアで、業務に

おけるさまざまな用途に活用できるスキル

のこと。ＩＣＴツールを利用したコミュニ

ケーションをおこなえる能力を指す。 

 

アーカイブ化【Ｐ151】 

千葉市の地域史料の原本や地域人材の

記憶をデータ化し、誰でもいつでも閲覧で

きるよう情報を公開する。 

 

アフタースクール【Ｐ157】 

放課後児童クラブと放課後子ども教室

を一体的に運営するもので、小学校の放

課後において、希望する全ての児童を対

象に、安全・安心に過ごせる居場所と多

様な体験・活動の機会を提供する。 

 

ｅラーニング（イー・ラーニング）【Ｐ141】 

時間や場所に関係なく、インターネッ

トなどを介して、必要な知識や技術を習

得するための手法・方法。 

 

ＳＮＳ（エス・エヌ・エス）【Ｐ119、他】 

「Ｓｏｃｉａｌ・Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎ

ｇ・Ｓｅｒｖｉｃｅ」の略。登録された

利用者同士が交流できるＷＥＢサイトの

会員制サービス。 

 

 

 

 

ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）【Ｐ131、他】 

「Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ・Ｄｅｖｅｌ

ｏｐｍｅｎｔ・Ｇｏａｌｓ」の略。２０１

５年９月の国連サミットで採択された「持

続可能な開発のための２０３０アジェン

ダ」にて記載された２０３０年までに持続

可能でよりよい世界を目指す持続可能な開

発目標のこと。貧困の根絶、ジェンダー平

等、気候変動対策などの１７のゴールと１

６９のターゲットを定めている。 

 

ＮＰＯ法人（エヌ・ピー・オー法人）【Ｐ165】 

「ＮＰＯ」とは「Ｎｏｎ・Ｐｒｏｆｉ

ｔ・Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ」又は「Ｎ

ｏｔ・ｆｏｒ・Ｐｒｏｆｉｔ・Ｏｒｇａｎ

ｉｚａｔｉｏｎ」の略称で、様々な社会貢

献活動を行い、団体の構成員に対し、収益

を分配することを目的としない団体の総

称。事業で得た収益は、様々な社会貢献活

動に充てられる。 

このＮＰＯのうち、特定非営利活動促進

法に基づき所轄庁に申請をして設立の「認

証」を受け、登記して法人格を取得した法

人を特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）と

いう。 

 

オンライン講座【Ｐ126、他】 

インターネット上で受講できる授業、

講座。 

 

＜か行＞ 

開府９００年【Ｐ149、他】 

千葉のまちとしての発展は、大治元

（１０２６）年６月１日に千葉常胤の

父、常重が大椎から千葉に本拠を移した

ことにはじまるとされる。本市ではこれ

を「千葉開府」として節目ごとに祝って

きた経緯がある。来る令和８（２０２

６）年は、その開府からちょうど９００

年目の年にあたる。 
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科学都市ちば【Ｐ120】 

千葉市科学都市戦略事業方針（平成２

３年度策定）により、「こどもから大人ま

で、すべての市民が、日常生活の中で科

学・技術を身近に感じることができる」

まちづくりの目指す姿。 

 

加曽利貝塚【Ｐ120、他】 

直径１４０ｍでドーナツの形をした縄文

時代中期の北貝塚と、長径１９０ｍで馬の

ひづめの形をした縄文時代後期の南貝塚か

ら成り、隣接する両者を上空から見ると８

字形をした、日本最大級の貝塚。 

 

家庭教育【Ｐ118、他】 

家庭での生活を通して，父母やその他

の家族によって行われる教育。子どもの

人格形成に重要な役割をもつ。 

 

家庭教育支援チーム【Ｐ158】 

都市化、核家族化及び地域における地

縁的なつながりの希薄化等による社会全

体での家庭教育支援の必要性に高まりに

伴い、文部科学省により設置された組織

で、地域の人材で構成される。 

家庭教育支援チームは、情報や学習機

会の提供、相談体制の充実をはじめとす

るきめ細かな支援を行うことにより、地

域全体で家庭教育を支えていく基盤の形

成を促進している。 

 

キャリア教育【Ｐ159】 

「キャリア」という用語は、生涯にわた

る経歴、専門的技能を要する職業について

いる等、その解釈・意味付けは多様だが、

「キャリア教育」という場合には、「生き

方そのもの」という意味で使われる。「キ

ャリア教育」は、自立した社会人・職業人

となるための、より良い生き方を支援する

教育である。 

 

 

 

 

 

旧生浜町役場【Ｐ138、他】 

旧生浜町の役場庁舎として昭和７年に建

築された千葉市内では数少ない昭和初期の

洋風建築物のひとつ。近代建築史の変遷を

考える上で貴重であることから、千葉市指

定有形文化財に指定されている。 

 

現代的課題【Ｐ127、他】 

社会の急激な変化に対応し、人間性豊か

な生活を営むために、人々が学習する必要

のある課題のこと。 

 

公民館運営審議会【Ｐ121】 

各区の中核となる公民館に設置されてお

り、１５人以内で組織し、公民館長の諮問

に応じて公民館の各種事業の企画実施につ

き調査審議する諮問機関。 

 

公民館運営懇談会【Ｐ121】 

各公民館に設置されており、１０人程度

で組織し、公民館長の要請に応じて公民館

活動を支援する機関。 

 

子育てサポーター【Ｐ158】 

公民館で活動している子育てサークルや

家庭教育学級等の相談や、子育てに関する

悩みや不安をもつ親の相談等に応じるた

め、子育てについて豊かな経験と見識をも

つ青少年相談員等の中から教育委員会が任

命する者。 

 

コミュニティ・スクール【Ｐ166】 

教育委員会から任命された保護者や地域

住民の方々が、一定の権限を持って学校運

営に参画する「地域とともにある学校」の

仕組み。 
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＜さ行＞ 

市指定文化財【Ｐ151】 

市内に所在する文化財のうち、市の歴

史、文化及び自然を理解するうえで重要

なもの（国や県による指定を受けたもの

を除く）。建造物や美術工芸品などの有形

文化財、芸能や工芸技術などの無形文化

財、風俗習慣や民俗芸能とその用具など

の民俗文化財、遺跡や動植物などの記念

物の区分がある。 

 

社会教育【Ｐ118、他】 

学校教育を除き、主として青少年及び成

人に対して行われる組織的な教育活動。た

だし、個人で行う学習活動は含まれない。 

 

社会教育関係団体【Ｐ154、他】 

法人であると否とを問わず、公の支配に

属しない団体で社会教育に関する事業を行

うことを主たる目的とするものをいう。 

 

社会教育主事【Ｐ155、他】 

都道府県及び市町村の教育委員会の事務

局に置かれる専門的職員で、社会教育を行

う者に対する専門的・技術的な助言・指導

に当たる役割を担う。 

 

循環型社会【Ｐ131、他】 

限りある資源を効率的に利用するととも

に、持続可能な形で循環的に利用していく

社会のこと。 

 

生涯学習ボランティア【Ｐ161、他】 

生涯にわたる学習活動を通じて得た知識

や技能を、コミュニティづくりのため社

会・地域に還元することを目的とするボラ

ンティア。 

 

縄文文化【Ｐ148、他】 

先史時代の日本列島に形成された狩猟採

集民の文化。全国各地の海・山・里の食材

を利用して、農耕を持たずに定住を実現し

た我が国の基層文化である。 

 

 

＜た行＞ 

千葉氏【Ｐ120、他】 

平安時代の末に千葉のまちの礎を築き、

戦国時代まで下総国（現在の千葉県北部一

帯）を支配した桓武天皇の血を引く名門武

士団。千葉常胤の代には源頼朝を助けて鎌

倉幕府の成立に貢献し、全国に所領を得る

など一族は幕府でも屈指の御家人へと成長

した。 

 

千葉市科学フェスタ【Ｐ120】 

科学をキーワードに、対話の中から新た

なつながりやアイデアなどが生まれること

を目的にした、市民手作りの市民のための

様々な催しを含む科学のお祭り。「メイン

イベント」と「サテライトイベント」、「千

葉市科学フェスタ月間」から構成される。 

 

デジタルデバイド【Ｐ127、他】 

インターネットやパソコン等のＩＣＴを

利用できる者と利用できない者との間に生

じる格差。 

 

電子書籍【Ｐ154、他】 

従来は印刷して図書の形で出版されて

いた著作物を、電子メディアを用いて出版

したもの。インターネットを介してデジタ

ル機器を使用して読める。 

 

東京湾岸の大型貝塚群【Ｐ148】 

縄文時代の後半にできた大規模な貝層を

もつムラの集まり。世界遺産に登録された

「北海道・北東北の縄文遺跡群」とともに

縄文文化の豊かさを象徴する存在であり、

千葉市が分布の中心である。 

 

特別史跡【Ｐ120、他】 

国が文化財保護法で指定した史跡のう

ち、学術上の価値が特に高く、わが国の文

化の象徴たるもので、国宝（建造物、美術

工芸品、文書などで使われる概念）と同格

のもの。 
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＜は行＞ 

ファシリテーター【Ｐ135、他】 

会議や研修などの場で、参加者に発言を

促したり発言内容を整理したりし、流れを

まとめる役割。リーダーのような場をけん

引するのではなく、世話人のような役割。 

 

放課後子ども教室【Ｐ157、他】 

小学校の施設を活用して、放課後の子ど

も達の安全・安心な活動拠点（居場所）を

設け、地域の多様な人々の参画を得て、

様々な体験・交流活動などを実施する。 

 

ボランティアフェア【Ｐ166】 

千葉市生涯学習センターで毎年１１月に

開催されるイベント。生涯学習ボランティ

ア活動に対する市民の理解促進、普及・啓

発を図り、「ちば生涯学習ボランティアセ

ンター」登録の個人・団体を紹介する。 

 

＜ま行＞ 

まなびフェスタ【Ｐ138、他】 

千葉市生涯学習センターで毎年１２月に

開催されるイベント。市民が日頃の成果を

発表し、市民の相互学習の場、交流の場と

するとともに、市民による生涯学習活動の

普及・啓発を図る。 

 

＜ら行＞ 

リカレント教育【Ｐ159】 

生涯にわたって教育と労働、余暇などの

諸活動を交互に行うこと。日本では、仕事

を休まず学び直すスタイルも含まれ、「社

会人の学び直し」とも呼ばれる。 

 

レファレンス【Ｐ151】 

 調べたいことや探している資料など、利

用者からの質問について、必要な資料・情

報を案内するサービス 

 

 

 

 

 

 

＜わ行＞ 

Ｗｉ－Ｆｉ（ワイ・ファイ）【Ｐ124、他】 

無線でネットワークに接続する、無線Ｌ

ＡＮの規格のひとつ。スマートフォンやパ

ソコン、家電などの機器をインターネット

等のネットワークにつなぐことができる。 
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